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【資料１ ⽯川県「健康フロンティア戦略 2018」（抜粋）】

１．（書類等の題名）
⽯川県「健康フロンティア戦略 2018」

２．（出典）
⽯川県

３．（引⽤範囲）
第１章 戦略策定の趣旨   ２〜３⾴
第２章 健康を取り巻く現状 ６〜32 ⾴
第３章 戦略が⽬指すもの  34〜35 ⾴

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenkou/frontia-senryaku/senryaku-top/top.html
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【資料２ ⽯川県「第３次いしかわ⾷育推進計画」（抜粋）】

１．（書類等の題名）
⽯川県「第３次いしかわ⾷育推進計画」

２．（出典）
⽯川県

３．（引⽤範囲）
第１章 計画策定の趣旨等 １〜３⾴
第２章 ⾷をめぐる現状と課題 ４〜14 ⾴
第３章 計画の基本的な考え⽅ 15〜18 ⾴
第４章 計画の具体的な内容 19〜28 ⾴

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/syokuiku/2018/documents/2018-2/2018-2.html
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【資料３ 富⼭県「第３期富⼭県⾷育推進計画」（抜粋）】

１．（書類等の題名）
富⼭県「第３期富⼭県⾷育推進計画」

２．（出典）
富⼭県⾷育推進会議
富⼭県

３．（引⽤範囲）
Ⅰ 「第３期富⼭県⾷育推進計画」の策定について  １⾴
Ⅱ 第２期計画の実施状況 ２〜10 ⾴
Ⅲ ⾷を取り巻く状況 11〜25 ⾴
Ⅳ 第３期計画の概要 26〜28 ⾴

https://www.pref.toyama.jp/1600/kurashi/seikatsu/shokuseikatsu/kj00018909.html
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【資料４ 福井県「第４次元気な福井の健康づくり応援計画」（抜粋）】

１．（書類等の題名）
福井県「第４次元気な福井の健康づくり応援計画」

２．（出典）
福井県

３．（引⽤範囲）
第１章 第４次元気な福井の健康づくり応援計画の概要 １〜４⾴

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/016250/kenkou-zukuri/dai4zi.html
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教育研究上の⽬的及び養成する⼈材像及び３つのポリシーの相関図 資料５

教育⽬的及び養成する⼈材像

C
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2
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3

「⾷」を通して⼈びとの健康に貢
献したいと考え、⾏動する⼒が⾝
についている者。

A
P
2

専⾨的な知識と技術を⾝につける
ために必要な基礎学⼒ を有してい
る者。

学⽣の学修能⼒の状況に合わせた
段階的な科⽬配置を⾏う。⼤学で
の学びに必要なスタディスキルズ
から始まり、主体的な学びに必要
な課題探究能⼒、批判的分析思考
能⼒、情報リテラシー、コミュニ
ケーション能⼒など、社会で必要
な能⼒を育成する科⽬を配置す
る。

C
P
4

A
P
1

北陸学院のスクールモットーであ
る「Realize Your Mission（あな
たの使命を実現しよう）」という
精神に賛同し、意欲的に学ぶ姿勢
が⾝についている者。

学位授与の⽅針
（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ）

D
P
6

現代社会及び地域社会における栄
養と健康に関する課題を、専⾨的
知識に基づき理解し、問題の解決
のために、意欲的に関わり貢献で
きる。

D
P
1

キリスト教的⼈間観・⾃然観を理
解し、⽣涯にわたって、⾃分に与
えられた使命（Mission）を発⾒
し、実現しようとする⼒が⾝につ
いている。
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⼊学者受け⼊れの⽅針
（アドミッション・ポリシー：ＡＰ）

教育課程編成・実施の⽅針
（カリキュラム・ポリシー：ＣＰ）
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多
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D
P
7

栄養と健康に関する専⾨的知識及
び実践⼒に基づき、「⾷」を通し
て地域社会や他者に寄り添い⾃ら
の使命観に基づき⾏動できる。

D
P
2

⼤学共通科⽬の履修を通して幅広
い知識と教養が⾝についている。

D
P
5

栄養と健康において、管理栄養⼠
の役割や職務内容を良く理解して
いる。

DP7

DP1

DP5

      DP6

DP2

D
P
３
・
D
P
４

DP7

 栄養学科は，⾃然と社会，⼈間に対する理解を深め
るとともに，栄養と健康に関わる社会の諸課題を探究
し，⾷が豊かな社会と⽣活の源であることを認識し，
⼈に寄り添い，地域社会と協働し貢献することを教育
研究の⽬的とする。

キリスト教的⼈間観・⾃然観に基づき，栄養と体の
健康について科学的に理解し，⾼度な専⾨知識と⾼い
実践⼒を備えた，⾷を通じて地域社会と⼈々の健康な
⽣活を培う⼈材を育成する。

CP１

CP２

CP３

CP３

CP１

CP１

CP２

DP6

DP5

C
P
1

キリスト教的⼈間観・⾃然観を理
解し、⼈に寄り添い、地域社会と
協働し貢献できる科⽬を配置す
る。

C
P
3

栄養学の知識・理論を学び、
「⾷」を通して、⼈びとの健康に
貢献できる優れた管理栄養⼠の養
成ならびに実践⼒を修得できる科
⽬を配置する。
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北陸学院大学 地域教育開発センター規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は，北陸学院大学学則第63条第２項の規定に基づき，北陸学院大学（以下

「本学」という。）が設置する地域教育開発センター（以下「本センター」という。）につ

いて必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 本センターは，地域における幼児児童教育，英語及び英語教育，心理学，社会福祉，栄

養と健康その他の学問分野に関する研究を行い，その成果をもって地域社会に貢献すること

を目的とする。 

（事業） 

第３条 本センターは，前条の目的を達するために，次の事業を行う。 

（１）幼児児童教育に関する資料収集及び調査・研究

（２）幼児児童分野における教育相談

（３）英語及び英語教育に関する資料収集及び調査・研究

（４）心理諸領域に関する資料収集及び調査・研究

（５）心理分野における相談活動

（６）社会福祉に関する資料収集及び調査・研究

（７）社会福祉分野における実践活動

（８）栄養と健康・地産地消推進とそれに関わる調査・研究

（９）公開講座，講演会，研修会等及び刊行物等による教育研究成果の発表

（10）その他前条の目的に資する事業

（構成） 

第４条 本センターは，センター長，センター員及び研究員より構成される。 

２ センター長は，本センターを代表し，これを統括する。 

３ センター員は，本学教職員の中から本学学長の推薦により理事長が任命する。任期は１年と

し，再任を妨げない。 

４ 研究員は，原則として，本学及び学校法人北陸学院が設置する学校の教職員の中から本学学

長の推薦により理事長が任命する。任期は１年とし，再任を妨げない。 

（顧問） 

第５条 本センターに顧問若干名をおくことができる。顧問は，本センターの事業に関してセン

ター長の諮問に応ずる。

２ 顧問は，センター長と本学学長との協議の上，学長が委嘱する。任期は１年とし，再任を妨

げない。 

（地域教育開発センターの運営） 

第６条 地域教育開発センターの運営については，学術情報研究・社会連携センター運営会議で

行う。 

【資料６】
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（事務） 

第７条 委員会の事務は，法人・大学事務局学術情報研究・社会連携センターがこれを行う。 

（経理） 

第８条 本センターの経費は，本学の予算をもってこれに充てる。本センターに対する研究助成

金，寄付金などは，その指定された目的に従って大学及び短期大学部と協議の上，本センタ

ーの財源にあてる。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は，大学評議会の議を経て行うものとする。 

附 則 

１ この規程は，2008（平成20）年４月１日から施行する。 

２ 「北陸学院短期大学附属幼児児童教育研究所規程」及び「北陸学院短期大学附属英語研究セ

ンター規程」は，この規程の施行日をもって廃止する。

３ この規程は，2008（平成20）年６月１日から改正施行する。 

４ この規程は，2012（平成24）年４月１日から改正施行する。 

５ この規程は，2013（平成25）年４月１日から改正施行する。 

６ この規程は，2018（平成30）年９月１日から改正施行する。 

７ この規程は，2023（令和５）年４月１日から改正施行する。 
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学生オリエンテーション資料（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康科学部 栄養学科 

基礎ゼミ、プロゼミ、専門ゼミ、卒業研究について 
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ゼミの位置づけと内容 

本学科では、必修科目として 1～4 年次まで連続した少人数のゼミを設定している。これらゼミの

位置づけと内容については以下のとおりである。

1 年次の基礎ゼミⅠ・Ⅱでは、大学での学習方法を理解することをはじめ、大学での学びに必要な

技術能力であるスタディ･スキルズを身につける。具体的には、ノートテイキングや情報検索・資料収

集の仕方、レポート作成の技法を学ぶ。また、ゼミ内での共同作業やディスカッションを通して人間

関係のあり方やコミュニケーションについても学ぶ。

2 年次のプロゼミ A・B では、自分が興味関心のある分野を選び、それを専門とする専任教員のも

とで、やや専門性の高い内容について少人数で学ぶ。これは、3 年次からの専門ゼミ選択の参考とし

てだけでなく、専門ゼミの活動をイメージしやすいように設定している。なお、専門ゼミ選択の指標

とすることから、複数の教員（が専門とする分野）とかかわれるよう配慮して、半期ごとの選択（前

期＝A、後期=B）としている。 

科目名 履修年次 学期配当 授業形態 単位

基礎ゼミⅠ 1 前期 演習 2

基礎ゼミⅡ 1 後期 演習 2

プロゼミA 2 前期 演習 2

プロゼミB 2 後期 演習 2

専門ゼミⅠ 3 通年 演習 4

専門ゼミⅡ 4 通年 演習 4

3 年次の専門ゼミⅠでは、2 年次のプロゼミ A・B を参考に学生が指導を希望する教員（が専門と

する分野）を選び、その教員の指導のもとに専門的な学習を進めるなかで、自らが追究したい研究テ

ーマを定めていく。3 年次の専門ゼミⅠを受けて、4 年次の専門ゼミⅡでは、自らが設定した研究課

題の追究に向けて研究計画を立案し、その課題研究に取り組む。また、ここでの学習は「卒業研究」

（選択科目）に結びつけることで、さらに深めることも可能である。卒業研究は履修条件（『学生要覧』

該当箇所を参照）があるが、4 年間の大学での学習と研究の成果を一つの形としてつくりあげること

は完成時に大きな達成感が得られることはもちろんのこと、人間的成長も遂げられるという利点もあ

る。

また、基礎ゼミⅠ・Ⅱ（1 年次）、プロゼミ A・B（2 年次）、専門ゼミⅠ（3 年次）、専門ゼミⅡ（4

年次）のそれぞれのゼミ担当教員が、アドバイザーとして学生の大学生活全般についての指導や相談

に対応する。
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プロゼミ （2 年次ゼミ） の選択について 

 

1 年次では、大学での学習に必要な基本的技術や作法（これをアカデミック・スキルという）を基

礎ゼミⅠ・Ⅱにおいて学ぶ。2 年次では、3 年生から始まる専門ゼミの予行演習の位置づけとして設

定されているプロゼミ A・B において、自分の興味関心のある分野（「生命倫理」「健康と栄養」「病気

と栄養」「食品と栄養」「調理と栄養」）を選び、それを専門とする教員の指導の下に各領域の内容につ

いて学ぶ。 

 プロゼミでの学びは、3 年次からの専門ゼミ（専門ゼミは、3 年生と 4 年生の 2 年間、自分が選択

した教員の下で指導を受ける。原則、選択した教員の変更は認めない。）選択の際の重要な判断材料と

なるので、自分の学びたい分野、指導を受けたい教員を見極める良い機会とし、有意義な学びとなる

ようにすること。 

 

特定のゼミに学生が集中した場合の措置について 

 ゼミの配属は累積 GPA、日頃の態度や行動、志望理由、本人の希望を踏まえ、学科で協議し決定す

る。学業に真摯に取り組み、良い成績を修めている人ほど希望のゼミに配属されやすく、特定のゼミ

に学生の希望が集中した場合は、学科で協議の上配属を決定する。 

 

希望ゼミ選択届の提出について 

 説明会当日に提示される「プロゼミ選択希望ゼミ届」に自分が履修を希望する順番にゼミを記入し

て、所定の期日までに指定された方法で提出すること。 
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専門ゼミⅠ、Ⅱの選択・登録と卒業研究について 

 

Ⅰ 専門ゼミ登録の流れ 

① プロゼミ B（後期）最終授業時間において、専門ゼミの説明会を実施 

専門ゼミについての全体説明と担当教員によるゼミ説明。 

    ① 専門ゼミについての説明  15 分 

             ② 教員によるプレゼンテーション 60 分程度 

教員一人当たりのプレゼン時間は 5 分程度 

         

※ 面談など指定された手続きを期日までに行うこと。指示を守らない場合希望は考慮されない。 

 

② 専門ゼミ希望届   締切 2 月上旬（提出期日の詳細は、ゼミ説明会当日にお知らせします） 

③ 掲示にて所属ゼミを公表 

④ 次年度履修登録期間中にウェブ上での履修登録で正式に所属ゼミを登録 

 

Ⅱ ゼミ選択に際しての手順 

① ゼミ選択にあたっては、「栄養学科 専門ゼミⅠ・Ⅱ 紹介」（説明会当日に配付）に記載の教員

のゼミ説明文を参考に、また必ず面談を行った上で、希望する順に教員と志望する動機を「ゼ

ミ選択届」に記載して、提出する。 

② ゼミの配属は累積 GPA、日頃の態度や行動、志望理由、本人の希望を踏まえ、学科で協議し決

定する。学業に真摯に取り組み、良い成績を修めている人ほど希望のゼミに配属されやすい。 

③ 3 年次、4 年次は同一のゼミに所属して研究を進める（変更は原則認めない）。 

 

Ⅲ 所属ゼミを変更する場合 

① やむを得ずゼミを変更する必要が生じた時は、まず現指導教員の承認が必要となる。 

② 所属ゼミ変更の手続きは、「ゼミ変更願」、変更事由を記した A4 判 2 枚以上のレポートに現指

導教員・新指導教員の承認印が必要）の提出後、学科会議を経て決定する。 

③ 「ゼミ変更願」の提出は、3 年次 1 月最終月曜日までとする。 

④ 提出先は、現指導教員または新指導教員のいずれかとする。 

 

Ⅳ「卒業研究」の選択について   

卒業研究は選択科目であるが、履修上の制約がある。したがって、希望しても必ずしも履修でき

るとは限らない。履修を希望する者は 3 年次後期終了時点で GPA 2.5 以上を確保するよう日頃から

学習に励むこと。 
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Ⅴ 専門ゼミⅠ・Ⅱレポートおよび卒業論文の作成について 

① 専門ゼミⅠ・Ⅱレポートおよび卒業論文の作成に際しては、以下の指定に従うこと。 

1. 専門ゼミⅠレポート 3 年次のまとめと 4 年次への課題を趣旨とする。 

文字数、書式等については担当教員の指示に従うこと。 

2. 専門ゼミⅡレポート 3・4 年次のまとめを趣旨として、12,000 字以上（図表等を含む）。 

3. 卒業論文      各自の課題研究のまとめを趣旨として、24,000 字以上（図表を含む）。 

 

② 専門ゼミⅠ・Ⅱで作成するレポート及び卒業論文の体裁は以下の通りとする。 

1. A4 判用紙を使用し、余白は上下左右とも 2.5cm とする。 

2. 1 頁の文字数の設定は、一行 43 文字の 38 行とする。 

3. 専門ゼミⅡレポート及び卒業研究における規定文字数は、本文および脚注のみとし、要旨・

引用･参考文献等は含めない。なお、本文中に挿入した図表等は規定文字数に含める。 

4. 本文中に挿入した図表は規定文字数に含める。図表の文字数は、図表の大きさ（1 ページに

占める割合）によって次のように換算する。 

 ・1 ページ全面→1600 字 ・1 ページの 1/2 の大きさ→800 字  

 ・1 ページの 1/4 の大きさ→400 字 ・1 ページの 1/8 の大きさ→200 字  

5. 原則、作成はコンピューターのワープロソフト等を使用して行うものとする。 

6. 卒業研究を履修した者は、提出にあたって指導教員から卒業論文提出確認証を受け取り、必

要事項を記入の上、添付すること。 

 

専門ゼミレポート及び卒業論文の規定文字数と書式 

 字数 書式 その他 

専門ゼミⅠレポート 担当教員の指導に従う

こと。 

担当教員の指導に従う

こと。  

 

専門ゼミⅡレポート 12,000 字以上 

（図表等を含む） 

A4 判横書き 

1 行 43 文字×38 行 

 

卒業論文 24,000 字以上 

（図表等を含む） 

A4 判横書き 

1 行 43 文字×38 行 

 

 

 

③ 卒業論文・専門ゼミⅡレポート報告会は、学期末に公開して実施する。 

（専門ゼミⅠでは、全体での発表会などは行わない）。 
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Ⅵ 専門ゼミⅠ・Ⅱレポート及び卒業論文の提出について 

① 専門ゼミⅠ・Ⅱレポート及び卒業論文の提出先は、以下の表に記載の通りとする。 

② 卒業研究は、専門ゼミⅠ・Ⅱレポートと提出締切、提出先が異なるので注意すること。 

 

 提出締切日 提出先 

専門ゼミⅠレポート 3 年次の 1 月最終月曜日 18 時 ゼミ指導教員 

専門ゼミⅡレポート 4 年次の 1 月最終月曜日 18 時 ゼミ指導教員 

卒業論文 4 年次の 1 月第 3 月曜日 16 時 事務局教務係 

 

③ 卒業論文の提出はいかなる理由があっても日時の遅延は一切認めないので、各自十分に注意す

ること。 

   なお、卒業論文の提出に当たっては、「卒業研究 提出確認証」に必要事項を記入のうえ、事務

局教務係に卒業論文と合わせて提出し、その控えを必ず受け取って保管すること。 

④ 専門ゼミⅠ・Ⅱレポートの提出は、必ず指導教員に直接手渡しで行うこと（ボックスに入れる

などは認めない）。 

⑤ 専門ゼミⅠの単位が認定されない場合は、専門ゼミⅡを履修できない。 

 

Ⅶ レポート・卒業論文の執筆上の注意 

① 文献、論文からの引用では、出典を明記するのはもちろんのこと、どこからどこまでが引用で、

どこからが自分の考えかを分かるように適切に記述する。盗作や剽窃（ひょうせつ）を行うこ

とのないよう十分注意すること。 

② 引用の仕方や文献の記載方法が分からない場合は、1 年次基礎ゼミテキスト『知へのステップ』

第 8 章「アカデミック・ライティングの基本スキル」を参照すること。 
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地域関連科⽬ 活動事業⼀覧表 【資料８】

1年 ２年 ３年 計

石川県健康福祉部
少子化対策監室

高校生食育出前授業 10 10 10 30

子育てメッセ実行委員会 子育てメッセいしかわ 3 3 3 9

金沢市保健所 地域保健課 若者食育推進プロジェクト 3 3 3 9

金沢市 若者料理教室 3 3 3 9

金沢市農業センター
医王山野菜生産組合

青かぶ 3 3 3 9

金沢市立扇台小学校
扇台小学校
サマースクール

4 4 4 12

小松市農林水産課 小松とまと 3 3 3 9

旭日公民館 金時草まつり 3 3 3 9

鶴ヶ丘学童保育クラブ いいじい食育教室（内灘） 3 3 3 9

津幡町児童クラブ いいじい食育教室（津幡） 3 3 3 9

扇台児童館 いいじい食育教室（扇台）1 3 3 3 9

扇台児童館 いいじい食育教室（扇台）2 3 3 3 9

ＪＡ加賀 ブロッコリー 3 3 3 9

万寿苑 いきいきライフ食事会 8 8 8 24

石川テレビ お子さまランチコンテスト 4 4 4 12

北陸学院大学　教育学部 絵本の世界でお料理してみよう 3 3 3 0

北陸学院大学　健康科学部 レディック魚クッキング 4 4 4 12

北陸学院小学校 小学校食育活動 4 4 4 12

北陸学院第一幼稚園 幼稚園食育活動 4 4 4 12

71 71 71

事業母体 事業名
参加人数

計
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ＣＰと教育研究上の⽬的及び養成する⼈材像及びＤＰとの相関を表すカリキュラムマップ 【資料９】

DP７

教育⽬的及び
養成する⼈材像

 栄養学科は，⾃然と社会，⼈間に対する理解を深めるとともに，栄養と健康に関わる社会の諸課題を探究し，⾷が豊かな社会と⽣活の源であることを認識し，⼈
に寄り添い，地域社会と協働し貢献することを教育研究の⽬的とする。
キリスト教的⼈間観・⾃然観に基づき，栄養と体の健康について科学的に理解し，⾼度な専⾨知識と⾼い実践⼒を備えた，⾷を通じて地域社会と⼈々の健康な⽣

活を培う⼈材を育成する。

教育課程編成・
実施の⽅針

（カリキュラム・
ポリシー：ＣＰ）

学位授与の⽅針
（ディプロマ・

ポリシー
：ＤＰ）

DP１ DP２ DP３ DP４ DP５ DP６

栄養と健康に関する
専⾨的知識及び実践
⼒に基づき、「⾷」
を通して地域社会や
他者に寄り添い⾃ら
の使命観に基づき⾏
動できる。

キリスト教的⼈間
観・⾃然観を理解
し、⽣涯にわたっ
て、⾃分に与えられ
た使命（Mission）
を発⾒し、実現しよ
うとする⼒が⾝につ
いている。

⼤学共通科⽬の履修
を通して幅広い知識
と教養が⾝について
いる。

学科での学びを通し
て、⾃ら課題を設定
して探求することが
できる。

４年間での学びを通
して、⾃らの考えを
⼝頭や⽂章によって
的確に他者に伝える
ことができる。

栄養と健康におい
て、管理栄養⼠の役
割や職務内容を良く
理解している。

関連
DP ＣＰ

学年学期 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

科⽬区分 前期

現代社会及び地域社
会における栄養と健
康に関する課題を、
専⾨的知識に基づき
理解し、問題の解決
のために、意欲的に
関わり貢献できる。

DP６ キリスト教概論Ⅰ キリスト教概論Ⅱ キリスト教⼈間論Ⅰ キリスト教⼈間論Ⅱ キリスト教といのちDP７

後期

C
P
1

キリスト教的⼈間
観・⾃然観を理解
し、⼈に寄り添
い、地域社会と協
働し貢献できる科
⽬を配置する。

DP１
⼤学共通科⽬
学部共通科⽬

北陸学院セミナーⅠ 北陸学院セミナーⅡDP３
DP４

後期 前期 後期 前期 後期 前期

学科専⾨科⽬ 応⽤科⽬ 地域の⾷と健康・環境Ⅰ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ

C
P
2

学⽣の学修能⼒
の状況に合わせ
た段階的な科⽬
配置を⾏う。⼤
学での学びに必
要なスタディス
キルズから始ま
り、主体的な学
びに必要な課題
探究能⼒、批判
的分析思考能
⼒、情報リテラ
シー、コミュニ
ケーション能⼒
など、社会で必
要な能⼒を育成
する科⽬を配置
する。

アクティブ・イングリッシュＡ・Ｂ・Ｃ

⽣涯スポーツＡ ⽣涯スポーツＢ 健康科学

キャリアデザインⅣ キャリアデザインⅤ キャリアデザインⅥ

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ プロゼミＡ プロゼミB 専⾨ゼミⅠ

データサイエンス⼊⾨ 健康とデータ分析

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ キャリアデザインⅢ

DP２

⼤学共通科⽬

⽇本国憲法
⻘年と⼼理

郷⼟の⽂学
⾷と健康
政治学

英語Ⅰ 英語Ⅱ
中国語Ⅰ

フランス語Ⅰ
韓国語Ⅰ

中国語Ⅱ
フランス語Ⅱ
韓国語Ⅱ

情報機器演習A 情報機器演習B

DP４
DP５
DP６ 分析化学DP７

⾷事計画論

専⾨ゼミⅡ

卒業研究

C
P
3

栄養学の知
識・理論を学
び、「⾷」を
通して、⼈び
との健康に貢
献できる優れ
た管理栄養⼠
の養成ならび
に実践⼒を修
得できる科⽬
を配置する。

DP３

学
科
専
⾨
科
⽬

基
幹
科
⽬
及
び
専
⾨
基
礎
科
⽬

導⼊科⽬

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ

学部共通科⽬

社会・環境と
健康

健康管理概論 公衆衛⽣学 公衆衛⽣学実験

社会福祉概論

⼈体の構造と
機能及び成り

⽴ち

⽣化学Ⅰ ⽣化学Ⅱ 解剖⽣理学Ⅰ 解剖⽣理学実験 解剖⽣理学Ⅱ

⽣化学実験 医学⼀般Ⅰ 医学⼀般Ⅱ 医学⼀般Ⅲ

⾷べ物と
健康

分析化学実験 ⾷品学Ⅰ ⾷品学Ⅱ ⾷品機能学

調理学

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅲ

⾷品加⼯学 ⾷品加⼯学実習

⾷品学実験 ⾷品衛⽣学 ⾷品衛⽣学実験 ⾷品分析学

応⽤栄養学実習Ⅰ 応⽤栄養学実習Ⅱ

栄養教育論
栄養教育論Ⅰ 栄養教育論Ⅱ 栄養教育論Ⅲ

栄養教育論実習Ⅰ 栄養教育論実習Ⅱ

基礎栄養学 基礎栄養学 基礎栄養学実験

応⽤栄養学
応⽤栄養学Ⅰ 応⽤栄養学Ⅱ 応⽤栄養学Ⅲ

給⾷経営管理論
給⾷経営管理論Ⅰ 給⾷経営管理論Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅰ 給⾷経営管理実習Ⅱ

臨床栄養学
臨床栄養学Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学演習 臨床栄養学実習Ⅰ

臨地実習ⅢB
（臨床栄養学分野）

応⽤科⽬ 健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

教育社会学 教育課程編成論

発達⼼理学

⽣徒指導論

基
幹
科
⽬
及
び
専
⾨
科
⽬

総合演習 総合演習Ⅰ 総合演習Ⅱ

臨地実習

臨地実習Ⅰ
（給⾷の運営）

臨地実習Ⅳ
（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅱ
（給⾷経営管理論分

臨地実習Ⅱ
（給⾷経営管理論分

臨地実習ⅢＡ
（臨床栄養学分野）

臨床栄養学実習Ⅱ

公衆栄養学
公衆栄養学Ⅰ 公衆栄養学Ⅱ

公衆栄養学実習

ＣＰ4
多⾓的観点から複数の指標に基づき評価を⾏う。

道徳教育指導論 教育相談

教育の⽅法・技術（幼栄） 特別活動の理論と⽅法

 総合的な学習の時間の指導法

栄養教育実習指導

栄養教諭関連科⽬

学校栄養指導論Ⅰ 学校栄養指導論Ⅱ

教育学概論 特別⽀援教育論 教職論

栄養教育実習 教職実践演習（栄養）

⾚字
必修科⽬

⿊字
選択科⽬

⻘字
⾃由科⽬

緑字
選択必修科⽬
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履 修 モ デ ル １
（臨地実習モデルＡ 臨床栄養学＋給⾷経営管理論＋公衆栄養学 各１単位）

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

1 1

1 1

2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1 1 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●● 2 ●●●

1 2 ●●● 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●

2 ●●● 2 ●●●

2 ●●

2 ●● 2 ●● 2 ●● 1 ●● 2 ●● 2 ●

1 ●● 1 ●●● 1 ●● 1 ●●● 2 ●●● 1 ●●

1 ●● 1 ●● 1 ●● 2 ●●

1 ●●●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●●

2 ● 2 ●● 1 ●●● 1 ●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●

2 ●● 1 ●● 1 ●●●

2 ●

1 ●●●

2 ●

1 ●●●

1 ● 1 ● 1 ● 1 ●

1 ●●● 1 ●●

1 ● 1 ●●

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

24 23 23 21 22.5 12.5 6 6

138

（注）通年科⽬は便宜的に半期ごとに単位を記⼊。

キリスト教⼈間論Ⅰ キリスト教⼈間論Ⅱ

キリスト教といのち

⾷品加⼯学実習

医学⼀般Ⅲ

健康管理概論

公衆衛⽣学

公衆衛⽣学実験社会福祉概論

⽣化学Ⅰ

合計

２年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期

１年次

前期 後期 前期 後期

北陸学院セミナーⅠ 北陸学院セミナーⅡ

キリスト教概論Ⅰ キリスト教概論Ⅱ

英語ＡⅠ 英語ＡⅡ 中国語Ⅰ

プロゼミＡ プロゼミB 専⾨ゼミⅠ 専⾨ゼミⅡ

データサイエンス⼊⾨

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ

中国語Ⅱ

⽣涯スポーツＡ ⽣涯スポーツＢ

情報機器演習A 情報機器演習B

解剖⽣理学Ⅰ

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ

分析化学

⾷事計画論

⾷品衛⽣学

栄養教育論Ⅰ

臨床栄養学Ⅰ

⾷品学実験

医学⼀般Ⅰ

⾷品衛⽣学実験

⾷品学Ⅱ

⾷品加⼯学調理学実習Ⅲ

解剖⽣理学実験

解剖⽣理学Ⅱ

臨床栄養学Ⅱ

公衆栄養学Ⅰ基礎栄養学 応⽤栄養学Ⅰ

給⾷経営管理論Ⅰ

医学⼀般Ⅱ

⽣化学Ⅱ

臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学演習

臨床栄養学実習Ⅰ

臨床栄養学実習Ⅱ

公衆栄養学実習

公衆栄養学Ⅱ

応⽤栄養学Ⅱ 応⽤栄養学Ⅲ

応⽤栄養学実習Ⅰ

応⽤栄養学実習Ⅱ

栄養教育論Ⅱ

栄養教育論Ⅲ

栄養教育論実習Ⅰ

栄養教育論実習Ⅱ

基礎栄養学実験

給⾷経営管理論Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅰ

地域の⾷と健康・環境Ⅱ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ 健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

臨地実習Ⅰ
（給⾷の運営）

臨地実習Ⅳ
（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅱ
（給⾷経営管理論分野）

臨地実習ⅢＡ
（臨床栄養学分野）

給⾷経営管理実習Ⅱ

総合演習Ⅰ 総合演習Ⅱ

初年次
教育科
⽬

⼤
学
共
通
科
⽬

学部共通科⽬

基
幹
科
⽬

専
⾨
基
礎
科
⽬

専
⾨
科
⽬

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ

科⽬区分

北陸学
院科⽬

⼀般教
養科⽬

⾔語教
育科⽬

ｽﾎﾟｰﾂ･
健康科⽬

学
科
専
⾨
科
⽬

応⽤
科⽬

⽇本国憲法 郷⼟の⽂学

地域の⾷と健康・環境Ⅰ

調理学

分析化学実験

⾷品学Ⅰ

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ

⽣化学実験

単位数 資格

凡例

科⽬名

資格
●：管理栄養⼠課程
●：栄養⼠課程
●：⾷品衛⽣管理者
●：栄養教諭

※ 科⽬名に下線を付
した科⽬は選択科⽬。

― 設置等の趣旨（資料） ― 126 ―



履 修 モ デ ル ２
（臨地実習モデルB 臨床栄養学２単位＋公衆栄養学）

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

1 1

1 1

2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1 1 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●● 2 ●●●

1 2 ●●● 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●

2 ●●● 2 ●●●

2 ●●

2 ●● 2 ●● 2 ●● 1 ●● 2 ●● 2 ●

1 ●● 1 ●●● 1 ●● 1 ●●● 2 ●●● 1 ●●

1 ●● 1 ●● 1 ●● 2 ●●

1 ●●●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●●

2 ● 2 ●● 1 ●●● 1 ●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●

2 ●● 1 ●● 1 ●●●

2 ●

1 ●●●

2 ●

1 ●●●

1 ● 1 ● 1 ● 1 ●

1 ●●● 1 ●●

2 ●

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

24 23 23 21 22.5 11.5 6 7
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（注）通年科⽬は便宜的に半期ごとに単位を記⼊。

３年次 ４年次

科⽬区分 前期 後期 前期 後期 前期

⼤
学
共
通
科
⽬

北陸学
院科⽬

北陸学院セミナーⅠ 北陸学院セミナーⅡ

キリスト教概論Ⅰ キリスト教概論Ⅱ キリスト教⼈間論Ⅰ

１年次 ２年次

キリスト教⼈間論Ⅱ

⼀般教
養科⽬

⽇本国憲法 郷⼟の⽂学

後期 前期 後期

初年次
教育科
⽬

情報機器演習A 情報機器演習B

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ

⾔語教
育科⽬

英語ＡⅠ 英語ＡⅡ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ

ｽﾎﾟｰﾂ･
健康科⽬

⽣涯スポーツＡ ⽣涯スポーツＢ

専⾨ゼミⅡ

データサイエンス⼊⾨ キリスト教といのち

学
科
専
⾨
科
⽬

基
幹
科
⽬

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ 公衆衛⽣学 医学⼀般Ⅰ

学部共通科⽬

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ プロゼミＡ プロゼミB 専⾨ゼミⅠ

健康管理概論 給⾷経営管理論Ⅰ 栄養教育論Ⅰ

⽣化学Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ

調理学

分析化学 ⾷品学Ⅰ 解剖⽣理学Ⅰ ⾷品衛⽣学

⾷事計画論 基礎栄養学 応⽤栄養学Ⅰ 公衆栄養学Ⅰ

分析化学実験 ⽣化学実験 ⾷品学実験 解剖⽣理学実験
専
⾨
基
礎
科
⽬

社会福祉概論 ⽣化学Ⅱ ⾷品学Ⅱ 公衆衛⽣学実験 解剖⽣理学Ⅱ

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅲ ⾷品加⼯学

⾷品衛⽣学実験

栄養教育論Ⅱ 応⽤栄養学実習Ⅰ 栄養教育論実習Ⅱ

臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学実習Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅱ

総合演習Ⅰ

医学⼀般Ⅲ

医学⼀般Ⅱ ⾷品加⼯学実習

総合演習Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 栄養教育論Ⅲ 臨床栄養学実習Ⅱ

給⾷経営管理論Ⅱ 栄養教育論実習Ⅰ 公衆栄養学実習

合計

臨地実習Ⅰ
（給⾷の運営）

臨地実習Ⅳ
（公衆栄養学分野）

臨地実習ⅢB
（臨床栄養学分野）

応⽤
科⽬

地域の⾷と健康・環境Ⅰ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ 健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

専
⾨
科
⽬

基礎栄養学実験 応⽤栄養学Ⅱ 応⽤栄養学Ⅲ 応⽤栄養学実習Ⅱ

臨床栄養学演習

単位数 資格

凡例

科⽬名

資格
●：管理栄養⼠課程
●：栄養⼠課程
●：⾷品衛⽣管理者
●：栄養教諭

※ 科⽬名に下線を付
した科⽬は選択科⽬。

― 設置等の趣旨（資料） ― 127 ―



履 修 モ デ ル ３
（臨地実習モデルＣ 臨床栄養学２単位＋給⾷経営管理論（福祉施設））

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

1 1

1 1

2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1 1 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●● 2 ●●●

1 2 ●●● 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●

2 ●●● 2 ●●●

2 ●●

2 ●● 2 ●● 2 ●● 1 ●● 2 ●● 2 ●

1 ●● 1 ●●● 1 ●● 1 ●●● 2 ●●● 1 ●●

1 ●● 1 ●● 1 ●● 2 ●●

1 ●●●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●●

2 ● 2 ●● 1 ●●● 1 ●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●

2 ●● 1 ●● 1 ●●●

2 ●

1 ●●●

2 ●

1 ●●●

1 ● 1 ● 1 ● 1 ●

1 ●●● 1 ●●

2 ●

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

24 23 23 21 22.5 11.5 6 7
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（注）通年科⽬は便宜的に半期ごとに単位を記⼊。

３年次 ４年次

科⽬区分 前期 後期 前期 後期 前期

⼤
学
共
通
科
⽬

北陸学
院科⽬

北陸学院セミナーⅠ 北陸学院セミナーⅡ

キリスト教概論Ⅰ キリスト教概論Ⅱ キリスト教⼈間論Ⅰ

１年次 ２年次

キリスト教⼈間論Ⅱ

⼀般教
養科⽬

⽇本国憲法 郷⼟の⽂学

後期 前期 後期

初年次
教育科
⽬

情報機器演習A 情報機器演習B

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ

⾔語教
育科⽬

英語ＡⅠ 英語ＡⅡ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ

ｽﾎﾟｰﾂ･
健康科⽬

⽣涯スポーツＡ ⽣涯スポーツＢ

専⾨ゼミⅡ

データサイエンス⼊⾨ キリスト教といのち

学
科
専
⾨
科
⽬

基
幹
科
⽬

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ 公衆衛⽣学 医学⼀般Ⅰ

学部共通科⽬

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ プロゼミＡ プロゼミB 専⾨ゼミⅠ

健康管理概論 給⾷経営管理論Ⅰ 栄養教育論Ⅰ

⽣化学Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ

調理学

分析化学 ⾷品学Ⅰ 解剖⽣理学Ⅰ ⾷品衛⽣学

⾷事計画論 基礎栄養学 応⽤栄養学Ⅰ 公衆栄養学Ⅰ

分析化学実験 ⽣化学実験 ⾷品学実験 解剖⽣理学実験 医学⼀般Ⅱ ⾷品加⼯学実習
専
⾨
基
礎
科
⽬

社会福祉概論 ⽣化学Ⅱ ⾷品学Ⅱ 公衆衛⽣学実験 解剖⽣理学Ⅱ

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅲ ⾷品加⼯学

⾷品衛⽣学実験

栄養教育論Ⅱ 応⽤栄養学実習Ⅰ 栄養教育論実習Ⅱ

臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学実習Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅱ

総合演習Ⅰ

医学⼀般Ⅲ

総合演習Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 栄養教育論Ⅲ 臨床栄養学実習Ⅱ

給⾷経営管理論Ⅱ 栄養教育論実習Ⅰ 公衆栄養学実習

合計

臨地実習Ⅰ
（給⾷の運営）

臨地実習Ⅱ
（給⾷経営管理論分野）

臨地実習ⅢB
（臨床栄養学分野）

応⽤
科⽬

地域の⾷と健康・環境Ⅰ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ 健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

専
⾨
科
⽬

基礎栄養学実験 応⽤栄養学Ⅱ 応⽤栄養学Ⅲ 応⽤栄養学実習Ⅱ

臨床栄養学演習

単位数 資格

凡例

科⽬名

資格
●：管理栄養⼠課程
●：栄養⼠課程
●：⾷品衛⽣管理者
●：栄養教諭

※ 科⽬名に下線を付
した科⽬は選択科⽬。

― 設置等の趣旨（資料） ― 128 ―



履 修 モ デ ル ４
（臨地実習モデルＤ 臨床栄養学２単位＋給⾷経営管理論（医療施設））

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

1 1

1 1

2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1 1 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●● 2 ●●●

1 2 ●●● 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●

2 ●●● 2 ●●●

2 ●●

2 ●● 2 ●● 2 ●● 1 ●● 2 ●● 2 ●

1 ●● 1 ●●● 1 ●● 1 ●●● 2 ●●● 1 ●●

1 ●● 1 ●● 1 ●● 2 ●●

1 ●●●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●●

2 ● 2 ●● 1 ●●● 1 ●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●

2 ●● 1 ●● 1 ●●●

2 ●

1 ●●●

2 ●

1 ●●●

1 ● 1 ● 1 ● 1 ●

1 ●●● 1 ●●

2 ●

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

24 23 23 21 22.5 11.5 6 7
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（注）通年科⽬は便宜的に半期ごとに単位を記⼊。

３年次 ４年次

科⽬区分 前期 後期 前期 後期 前期

⼤
学
共
通
科
⽬

北陸学
院科⽬

北陸学院セミナーⅠ 北陸学院セミナーⅡ

キリスト教概論Ⅰ キリスト教概論Ⅱ キリスト教⼈間論Ⅰ

１年次 ２年次

キリスト教⼈間論Ⅱ

⼀般教
養科⽬

⽇本国憲法 郷⼟の⽂学

後期 前期 後期

初年次
教育科
⽬

情報機器演習A 情報機器演習B

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ

⾔語教
育科⽬

英語ＡⅠ 英語ＡⅡ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ

ｽﾎﾟｰﾂ･
健康科⽬

⽣涯スポーツＡ ⽣涯スポーツＢ

専⾨ゼミⅡ

データサイエンス⼊⾨ キリスト教といのち

学
科
専
⾨
科
⽬

基
幹
科
⽬

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ 公衆衛⽣学 医学⼀般Ⅰ

学部共通科⽬

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ プロゼミＡ プロゼミB 専⾨ゼミⅠ

健康管理概論 給⾷経営管理論Ⅰ 栄養教育論Ⅰ

⽣化学Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ

調理学

分析化学 ⾷品学Ⅰ 解剖⽣理学Ⅰ ⾷品衛⽣学

⾷事計画論 基礎栄養学 応⽤栄養学Ⅰ 公衆栄養学Ⅰ

分析化学実験 ⽣化学実験 ⾷品学実験 解剖⽣理学実験
専
⾨
基
礎
科
⽬

社会福祉概論 ⽣化学Ⅱ ⾷品学Ⅱ 公衆衛⽣学実験 解剖⽣理学Ⅱ

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅲ ⾷品加⼯学

⾷品衛⽣学実験

栄養教育論Ⅱ 応⽤栄養学実習Ⅰ 栄養教育論実習Ⅱ

臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学実習Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅱ

総合演習Ⅰ

医学⼀般Ⅲ

医学⼀般Ⅱ ⾷品加⼯学実習

総合演習Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 栄養教育論Ⅲ 臨床栄養学実習Ⅱ

給⾷経営管理論Ⅱ 栄養教育論実習Ⅰ 公衆栄養学実習

合計

臨地実習Ⅰ
（給⾷の運営）

臨地実習Ⅱ
（給⾷経営管理論分野）

臨地実習ⅢB
（臨床栄養学分野）

応⽤
科⽬

地域の⾷と健康・環境Ⅰ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ 健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

専
⾨
科
⽬

基礎栄養学実験 応⽤栄養学Ⅱ 応⽤栄養学Ⅲ 応⽤栄養学実習Ⅱ

臨床栄養学演習

単位数 資格

凡例

科⽬名

資格
●：管理栄養⼠課程
●：栄養⼠課程
●：⾷品衛⽣管理者
●：栄養教諭

※ 科⽬名に下線を付
した科⽬は選択科⽬。
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履 修 モ デ ル ５
（臨地実習モデルD ＋ 栄養教諭⼀種免許）

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1

2 ● 2

1 ● 1 ● 1 1

1 ● 1 ●

1 ● 1 ●

2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1 1 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●● 2 ●●●

1 2 ●●● 2 ●●● 2 ●●●

2 ● 2 ●● 2 ●●

2 ●●● 2 ●●●

2 ●●

2 ●● 2 ●● 2 ●● 1 ●● 2 ●● 2 ●

1 ●● 1 ●●● 1 ●● 1 ●●● 2 ●●● 1 ●●

1 ●● 1 ●● 1 ●● 2 ●●

1 ●●●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●●

2 ● 2 ●● 1 ●●● 1 ●

1 ●●● 2 ●● 2 ● 1 ●

2 ●● 1 ●● 1 ●●●

2 ●

1 ●●●

2 ●

1 ●●●

1 ● 1 ● 1 ● 1 ●

1 ●●● 1 ●●

2 ●

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

2 ● 2 ●

2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ●

2 ● 1 ● 2 ● 2 ●

2 ● 1 ● 2 ●

1 ● 2 ● 2 ●

26 25 27 23 27.5 19.5 12 9

169

（注）通年科⽬は便宜的に半期ごとに単位を記⼊。

３年次 ４年次

科⽬区分 前期 後期 前期 後期 前期

⼤
学
共
通
科
⽬

北陸学
院科⽬

北陸学院セミナーⅠ 北陸学院セミナーⅡ

キリスト教概論Ⅰ キリスト教概論Ⅱ キリスト教⼈間論Ⅰ

１年次 ２年次

キリスト教⼈間論Ⅱ

⼀般教
養科⽬

⽇本国憲法 郷⼟の⽂学

後期 前期 後期

初年次
教育科
⽬

情報機器演習A 情報機器演習B

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ

⾔語教
育科⽬

英語ＡⅠ 英語ＡⅡ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ

ｽﾎﾟｰﾂ･
健康科⽬

⽣涯スポーツＡ ⽣涯スポーツＢ

専⾨ゼミⅡ

データサイエンス⼊⾨ キリスト教といのち

基
幹
科
⽬

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ 公衆衛⽣学 医学⼀般Ⅰ

学部共通科⽬

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ プロゼミＡ プロゼミB 専⾨ゼミⅠ

健康管理概論 給⾷経営管理論Ⅰ 栄養教育論Ⅰ

⽣化学Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ

調理学

分析化学 ⾷品学Ⅰ 解剖⽣理学Ⅰ ⾷品衛⽣学

調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅲ ⾷品加⼯学

⾷事計画論 基礎栄養学 応⽤栄養学Ⅰ 公衆栄養学Ⅰ

医学⼀般Ⅲ

分析化学実験 ⽣化学実験 ⾷品学実験 解剖⽣理学実験 医学⼀般Ⅱ ⾷品加⼯学実習

給⾷経営管理実習Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 栄養教育論Ⅲ 臨床栄養学実習Ⅱ

給⾷経営管理論Ⅱ 栄養教育論実習Ⅰ 公衆栄養学実習

⾷品衛⽣学実験

専
⾨
科
⽬

基礎栄養学実験 応⽤栄養学Ⅱ 応⽤栄養学Ⅲ 応⽤栄養学実習Ⅱ

臨床栄養学演習 栄養教育論Ⅱ 応⽤栄養学実習Ⅰ 栄養教育論実習Ⅱ

専
⾨
基
礎
科
⽬

社会福祉概論 ⽣化学Ⅱ ⾷品学Ⅱ 公衆衛⽣学実験 解剖⽣理学Ⅱ

調理学実習Ⅰ

地域の⾷と健康・環境Ⅰ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ 健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学実習Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ

給⾷経営管理実習Ⅱ

総合演習Ⅰ 総合演習Ⅱ

合計

臨地実習Ⅰ
（給⾷の運営）

臨地実習Ⅳ
（公衆栄養学分野）

 総合的な学習の時間の指導法 栄養教育実習 教職実践演習（栄養）

栄養教
諭関連
科⽬

学
科
専
⾨
科
⽬

発達⼼理学 ⽣徒指導論 道徳教育指導論 教育相談

教育の⽅法・技術（幼栄） 特別活動の理論と⽅法 栄養教育実習指導

学校栄養指導論Ⅰ 学校栄養指導論Ⅱ

教育学概論 特別⽀援教育論 教職論 教育社会学 教育課程編成論

臨地実習ⅢB
（臨床栄養学分野）

応⽤
科⽬

単位数 資格

凡例

科⽬名

資格
●：管理栄養⼠課程
●：栄養⼠課程
●：⾷品衛⽣管理者
●：栄養教諭

※ 科⽬名に下線を付
した科⽬は選択科⽬。
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本学短期⼤学部⾷物栄養学科で配置している科⽬の単位読替表 【資料11】

管理栄養士学校指定規則

別表第１

健康管理概論 2 15 必修 講義 1年

社会福祉概論 2 15 必修 講義 1年 社会福祉概論 2

公衆衛生学 2 15 必修 講義 2年 公衆衛生学 2

公衆衛生学実験 1 45 必修 実験 2年

生化学Ⅰ 2 15 必修 講義 1年 栄養生化学 2

生化学Ⅱ 2 15 必修 講義 1年

生化学実験 1 45 必修 実験 1年 栄養生化学実験 1

解剖生理学Ⅰ 2 15 必修 講義 2年 生理学（含運動生理学） 2

解剖生理学実験 1 45 必修 実験 2年 生理学実習 1

解剖生理学Ⅱ 2 15 必修 講義 3年

医学一般Ⅰ 2 15 必修 講義 2年 人体構造学 2

医学一般Ⅱ 2 15 必修 講義 3年 病気のしくみ 2

医学一般Ⅲ 2 15 必修 講義 3年

食品学Ⅰ 2 15 必修 講義 1年 食品学Ⅰ 2

食品学Ⅱ 2 15 必修 講義 2年 食品学Ⅱ 2

分析化学実験 1 45 必修 実験 1年

食品学実験 1 45 必修 実験 2年 食品学実験 1

食品加工学 2 15 必修 講義 3年

食品加工学実習 1 45 必修 実習 3年

食品衛生学 2 15 必修 講義 2年 食品衛生学 2

食品衛生学実験 1 45 必修 実験 3年 食品衛生学実験 1

調理学 2 15 必修 講義 1年 調理学 2

調理学実習Ⅰ 1 45 必修 実習 1年 調理学実習Ａ 1

調理学実習Ⅱ 1 45 必修 実習 1年 調理学実習Ｂ 1

調理学実習Ⅲ 1 45 必修 実習 2年 調理学実習Ｃ 1

基礎栄養学 2 15 必修 講義 1年 基礎栄養学 2

基礎栄養学実験 1 45 必修 実験 2年

応用栄養学Ⅰ 2 15 必修 講義 2年 応用栄養学 2

応用栄養学Ⅱ 2 15 必修 講義 2年

応用栄養学実習Ⅰ 1 45 必修 実習 3年 応用栄養学実習 1

応用栄養学Ⅲ 2 15 必修 講義 3年

応用栄養学実習Ⅱ 1 45 必修 実習 3年

栄養教育論Ⅰ 2 15 必修 講義 2年 栄養指導論Ⅰ 2

栄養教育論Ⅱ 2 15 必修 講義 2年 栄養指導論Ⅱ 2

栄養教育論実習Ⅰ 1 45 必修 実習 3年 栄養指導論実習 1

栄養教育論Ⅲ 2 15 必修 講義 3年

栄養教育論実習Ⅱ 1 45 必修 実習 3年

臨床栄養学Ⅰ 2 15 必修 講義 2年 臨床栄養学Ⅰ 2

臨床栄養学演習 2 30 必修 演習 2年

臨床栄養学Ⅱ 2 15 必修 講義 2年 臨床栄養学Ⅱ 2

臨床栄養学実習Ⅰ 1 45 必修 実習 3年 臨床栄養学実習 1

臨床栄養学Ⅲ 2 15 必修 講義 3年

臨床栄養学実習Ⅱ 1 45 必修 実習 3年

公衆栄養学Ⅰ 2 15 必修 講義 2年 公衆栄養学 2

公衆栄養学Ⅱ 2 15 必修 講義 3年

公衆栄養学実習 1 45 必修 実習 3年

給食経営管理論Ⅰ 2 15 必修 講義 1年 給食実務論（含計画） 2

給食経営管理実習Ⅰ 1 45 必修 実習 2年 給食管理実習Ⅰ

給食経営管理論Ⅱ 2 15 必修 講義 2年 給食管理実習Ⅱ

給食経営管理実習Ⅱ 1 45 必修 実習 3年

総合演習Ⅰ 2 30 必修 演習 3年

総合演習Ⅱ 2 30 必修 演習 4年

臨地実習Ⅰ（給食の運営） 1 45 必修 実習 3年 校外実習 1

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野） 1 45 選択 実習 3･4年

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野） 1 45 選択 実習 4年

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野） 2 90 選択 実習 4年

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野） 1 45 選択 実習 4年

　*1　「臨地実習Ⅱ～Ⅳ」から３単位以上修得すること。

*1

講
義
・
演
習

実
験
・
実
習

専
門
基
礎
分
野

社会・環境と健康 6

10

人体の構造と機能及
び疾病の成り立ち

教育内容 学科目名

基準

14

食べ物と健康 8

必
修
選
択

の
別

専
門
分
野

基礎栄養学 2

4

総合演習 2

公衆栄養学 4

給食経営管理論

応用栄養学 6

栄養教育論 6

臨床栄養学 8

北陸学院大学短期大学部　単位読替科目

---

臨地実習 --- 4

基準

講
義
・
演
習

実
験
・
実
習

学科目名

8

形
態

配
当
年
次

備考
単
位

１
単
位

時
間
数
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本学短期⼤学部⾷物栄養学科卒業⽣が
編⼊学した場合の履修モデル

1 1

2

1 1

1

1

2 2 2 2

2 2

1 1 1 1

1 1

2 ●

2 ●●●

2 ●

2 ●● 2 ●

1 ●● 1 ●●

2 ●●

2 ●● 2 ● 1 ●●

2 ●● 1 ● 2 ●

2 ●● 2 ● 1 ●

2 ●

2 ● 1 ●●●

2 ●● 1 ●●●

1 ● 1 ● 1 ● 1 ●

1 ●● 2 ●

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1

25.5 19.5 14.5 9.5

69

（注）通年科⽬は便宜的に半期ごとに単位を記⼊。

応⽤
科⽬

地域の⾷と健康・環境Ⅲ

応⽤栄養学実習Ⅱ

栄養教育論Ⅲ

臨床栄養学実習Ⅱ

公衆栄養学実習

給⾷経営管理論Ⅱ 給⾷経営管理実習Ⅱ

応⽤栄養学Ⅲ

合計

キリスト教⼈間論Ⅰ キリスト教⼈間論Ⅱ

⽇本国憲法

中国語Ⅰ

専
⾨
科
⽬

栄養教育論Ⅱ 栄養教育論実習Ⅱ

医学⼀般Ⅲ

分析化学実験 ⾷品加⼯学実習
専
⾨
基
礎
科
⽬

地域の⾷と健康・環境Ⅱ

キャリアデザインⅣ

管理栄養⼠への道Ⅰ 管理栄養⼠への道Ⅱ

臨地実習ⅢB
（臨床栄養学分野）

健康・栄養総合演習Ⅰ 健康・栄養総合演習Ⅱ

臨地実習Ⅱ
（給⾷経営管理論分野）

公衆栄養学Ⅱ

総合演習Ⅰ 総合演習Ⅱ

臨床栄養学Ⅱ 臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学演習

応⽤栄養学Ⅱ

分析化学

健康管理概論

解剖⽣理学Ⅱ

⾷品加⼯学

基礎栄養学

専⾨ゼミⅡ

キャリアデザインⅤ

学
科
専
⾨
科
⽬

基
幹
科
⽬

学部共通科⽬

専⾨ゼミⅠ

キャリアデザインⅢ キャリアデザインⅥ

後期 前期 後期

⽣涯スポーツＢ

初年次
教育科
⽬

⾔語教
育科⽬

ｽﾎﾟｰﾂ･
健康科⽬

中国語Ⅱ

情報機器演習B

３年次 ４年次

科⽬区分 前期

データサイエンス⼊⾨ キリスト教といのち

⼤
学
共
通
科
⽬

北陸学
院科⽬

⼀般教
養科⽬

単位数 資格

凡例

科⽬名

資格
●：管理栄養⼠課程
●：栄養⼠課程
●：⾷品衛⽣管理者
●：栄養教諭

※ 科⽬名に下線を付
した科⽬は選択科⽬。
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校外実習および臨地実習のガイドライン 

2021（令和３年）10 月 

北陸学院大学健康科学部栄養学科 

（設置構想中） 
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校外実習および臨地実習のガイドライン策定に当たり 

我が国は、少子・超高齢社会に対応した諸制度を創設し、世界に先駆けて保健・医療・福祉・教育

などの各分野において、様々な施策をおこなっています。その中で管理栄養士・栄養士も多様で高度

な専門性が求められるようになってきました。 

校外実習や臨地実習のような現場での体験型学修は、非常に重要な専門職育成プログラムの一つで

す。プロフェッショナルとして社会で躍動している管理栄養士や栄養士の先輩たちと交わることの重

要性を養成する者と実習指導を行う者が共有して、校外実習や臨地実習の現場で専門職を育てていか

なければなりません。 

管理栄養士・栄養士を養成する者は、管理栄養士・栄養士の専門職教育において、管理栄養士・栄

養士が身につけるべき態度や行動、そして、職業倫理観などにも折に触れて意識を高めることが必要

です。管理栄養士・栄養士の実習指導を行う者は、それぞれの施設においては事情が異なることは当

然ですが、校外実習や臨地実習の重要性を理解していただき、限られた実習時間内で、教育効果の高

い実習内容を達成できるように、本ガイドラインを有効に活用していただければ幸いです。 

臨地実習及び校外実習の実際（2014年版) 平成26年４月 

（公社）日本栄養士会、（一社）全国栄養士養成施設協会編 を改変 
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はじめに（ガイドライン作成の趣旨） 

平成12年４月７日、栄養士法の一部を改正する法律が公布され管理栄養士の業務内容の明確化、登

録制から免許制、国家試験受験資格の見直しなどが行われました。 

その後、平成13年９月５日に施行令および施行規則が定められ、平成13年９月21日には、カリキュ

ラムの改正が行われ、平成14年４月１日から施行されています。

カリキュラム改正の基本的視点は、「高度な専門的知識及び技術を持った資質の高い管理栄養士の

養成を図ることを目的として、①管理栄養士として必要な知識及び技術が系統的に修得でき、養成施

設が教育内容の強化並びに効果的な教育をねらいとしたカリキュラム編成に積極的に取り組めるよう

カリキュラムの体系化を図る。②栄養評価・判定に基づく適切な指導を行うための高度な専門的知識

及び技術全般を修得できるよう、臨床栄養を中心とした専門分野の教育内容の充実、演習や実習の強

化を図る。③専門分野の教育内容の充実強化に対応できるよう、教員に関する事項とともに、施設・

設備の改正を行う。また、管理栄養士、栄養士養成カリキュラムの整合性を図りつつ、それぞれの専

門性を明確にするため、管理栄養士養成施設とともに、栄養士養成施設のカリキュラム等についても

改正を行うこととした。」とされています。 

これにより、管理栄養士の専門分野が明確にされるとともに、各養成施設の独自性を生かした教科

目の構築が可能になりました。また、管理栄養士・栄養士の養成における主な専門分野の教育は管理

栄養士が担当し、管理栄養士の養成における校外実習は「臨地実習」と呼称が変更され、実習内容の

大幅な充実・強化が図られることになりました。 

これらを受けて、（社）日本栄養士会と（社）全国栄養士養成施設協会は、平成13年９月「臨地・

校外実習のあり方検討会」を設置し、法改正の趣旨、「21世紀の管理栄養士等あり方検討会報告」、

「管理栄養士・栄養士養成施設カリキュラム等に関する検討会報告」などに示される実践能力を身に

つけるための実習の重要性、並びに平成14年４月１日付けで文部科学省および厚生労働省より通知さ

れた「管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養成施設における校外実習要領」の内容も踏

まえた上で、「臨地実習及び校外実習の実際（2014年版）」が作成されました。 

この「臨地実習及び校外実習の実際（2014年版）」を基に、養成施設および実習施設において、よ

り教育効果の高い実習体制が整えられ、21世紀を担う管理栄養士・栄養士の養成が図られることを念

願して、北陸学院大学臨地実習検討チームにおいて「校外実習および臨地実習のガイドライン」を策

定致しました。今後も、より充実した内容として改定できるよう、継続して検討を加えていきたいと

考えております。 

2021（令和３）年10月 

北陸学院大学健康科学部栄養学科（設置構想中） 

臨地実習検討チーム 
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Ａ「校外実習および臨地実習」の基本的事項 

１ 栄養士法改正の趣旨と栄養士・管理栄養士資格の定義 

（１）栄養士法改正の趣旨

平成12年４月７日公布、平成14年４月１日に施行された、栄養士法改正の趣旨は、「近年、がん、

脳卒中、心臓病、糖尿病等の生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となっており、これらの

疾病の発症と進行を防ぐには、生活習慣の改善、なかでも食生活の改善が重要な課題となっている。

こうした中で、栄養指導の分野においては、個人の身体状況や栄養状態等を総合的・継続的に判断し

指導する栄養評価・判定の手法の普及が急がれており、特に傷病者に対する療養のため必要な栄養の

指導に際しては、栄養評価・判定に基づく適切な指導を行うための高度な専門知識・技能が必要であ

ることから、こうした業務に対応できる管理栄養士を育成するための所要の法律改正を行うものであ

る。」とされています。 

改 正 の 主 な 内 容 

（１） 管理栄養士が行う「複雑又は困難」な業務の例示として「傷病者に対する療養のため必要な

栄養の指導」等の栄養に関する指導の業務を位置づける。 

この場合、管理栄養士が傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、

主治の医師の指導を受けることとする。 

（２） 管理栄養士の資格を「登録制」から「免許制」にする。

（３） 管理栄養士国家試験の受験資格を見直し、専門知識や技能の一層の高度化を図る。

（２）栄養士・管理栄養士資格の定義

栄養士法においては、栄養士および管理栄養士の定義を次の通り定めています。 

（栄養士法第１条最終改正平成19年６月27日平成19年法律第96号） 

栄養士 管理栄養士 

都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称

を用いて栄養の指導に従事することを業とする

者 

厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名

称を用いて、 

〇傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導 

〇個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の

専門的知識及び技術を要する健康の保持増進の

ための栄養の指導 

〇特定多数人に対して継続的に食事を供給する施

設における利用者の身体の状況、栄養状態、利

用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給

食管理 

〇これらの施設に対する栄養改善上必要な指導 

等を行うことを業とする者 
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２ 栄養士・管理栄養士養成における「校外実習および臨地実習」の基本事項 

（１）栄養士養成におけるカリキュラム改正の要点

「管理栄養士・栄養士養成施設カリキュラム等に関する検討会」報告は、栄養士養成施設カリキ

ュラム改正の基本的な考え方として、以下の事項を挙げています。 

①栄養士が果たすべき専門領域に関する基本となる能力を養うこと。

②栄養士に必要とされる知識、技能、態度及び考え方の総合的能力を養うこと。

③栄養の指導や給食の運営を行うために必要な能力を養うこと。

（２）管理栄養士養成におけるカリキュラム改正の要点

「管理栄養士・栄養士養成施設カリキュラム等に関する検討会」報告は、管理栄養士養成施設カ

リキュラム改正の基本的な考え方として、以下の事柄を挙げています。

①管理栄養士が果たすべき多様な専門領域に関する基本となる能力を養うこと。

②管理栄養士に必要とされる知識、技能、態度及び考え方の総合的能力を養うこと。

③チーム医療の重要性を理解し、多職種や患者とのコミュニケーションを円滑に進める能力を養う

こと。 

④公衆衛生を理解し、保健・医療・福祉・介護システムの中で、栄養・給食関連サービスのマネジ

メントを行うことができる能力を養うこと。

⑤健康の保持増進、疾病の一次、二次、三次予防のための栄養指導を行う能力を養うこと。

（３）「校外実習および臨地実習」の重要性

今回のカリキュラム改正において、「臨地実習」は管理栄養士の実践教育科目として重要な位置

を占めています。特に、管理栄養士業務は従来の献立・食品・栄養成分といったモノ中心の業務か

ら、実際に生活し、人間の自立した食生活や健康を維持するための栄養ケアを支援するという、ヒ

トを中心とした業務への転換を図ろうとするところに重点が置かれており、臨地実習はその実践能

力を身につけるための重要な役割をなすものです。 

これらの基本的な考え方により、カリキュラムは管理栄養士の専門性を高めることをねらいとし

て、その基盤となる「専門基礎分野」、高度で専門的な知識や技能を習得するための「専門分野」

に大別されました。 

「専門分野」を構成する科目は、「基礎栄養学」「応用栄養学」「栄養教育論」「臨床栄養学」 

「公衆栄養学」「給食経営管理論」です。このうち、人とのかかわりについての実践の場を考慮し 

た「臨床栄養学」を中心とし、「公衆栄養学」、「給食経営管理論」のいずれかで（いずれか１つ 

の分野でも可）４単位の「臨地実習」を行うこととされています。なお、４単位には栄養士免許取 

得に係る校外実習１単位（給食の運営）が含まれます。 

また、「総合演習」として２単位が設定されましたが、その内の１単位は「校外実習」の事前・ 

事後指導としても可とされています。栄養評価・判定に基づいた適正な栄養管理を行うためには、

専門分野の教育内容ごとに習得した知識、技能を統合する能力が必要とされます。そのため、専門

分野の各教育内容を包含する総合演習を行うこととされたのは、「臨地実習」の事前・事後指導の

充実強化と養成教育のあり方を改革すべき時が来ていることを意味しているものと考えます。 

（４）「臨地実習及び校外実習」の実施要領（通知）

平成14年４月１日に各都道府県知事宛に文部科学省と厚生労働省から「管理栄養士養成施設にお

ける臨地実習及び栄養士養成施設における校外実習について」という実習要領が通知されました。

以下にその内容を記します。 
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14文科高第27号 

健発第0401009号 

平成14年４月１日 

各都道府県知事殿 

文部科学省高等教育局長 

厚生労働省健康局長 

 

管理栄養士養成施設における臨地実習及び 

栄養士養成施設における校外実習について 

 

平成14年４月１日以降、改正後の管理栄養士及び栄養士養成施設の指定の基準に基づく教育課程を適用する学生

又は生徒の臨地実習及び校外実習について、養成施設が適切な実習を実施する際の参考として、別紙のとおり実習

要領を作成したので、養成施設に対する周知をお願いする。 

また、病院、保健所、集団給食施設等に対しでも、円滑な実習が行われるようあわせて周知をお願いする。 

なお、これに伴い、「栄養士養成施設における校外実習実施基準について」（昭和61年12月26日健医発第1534号）

は廃止する。 

 

（別紙） 

管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養成施設における校外実習要領 

 

第１管理栄養士養成施設における臨地実習要領 

１実習の目的 

実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価・判定に基づく適切なマネジメントを行うために必要

とされる専門的知識及び技術の統合を図り、管理栄養士として具備すべき知識及び技能を修得させることを目

的とする。 

２実習の種類及び単位数 

「臨床栄養学」「公衆栄養学」「給食経営管理論」で４単位以上とする。 

なお、「給食の運営」に係る校外実習の1単位を含むものとすること。 

３実習の実施時期 

（１）臨地実習は、養成期間の後半に行うのを原則とし、三、四学年において行うこと。 

（２）臨地実習は、前提となる授業を修了した後順次実施するようにすること。 

（３）臨地実習は、実習施設の状況を考慮した上、年間の教育計画にあらかじめ取り入れ計画的に実施すること。 

４実習施設 

臨地実習は、その種類に応じ、次に掲げる施設において実施すること。なお、実習施設はいずれも管理栄養

士が専従する施設であること。 

（１）臨床栄養学 

病院、介護老人保健施設等の医療提供施設 

（２）公衆栄養学 

保健所、保健センター又はこれに準ずる施設 

（３）給食経営管理論 

事業所等の集団給食施設 

５実習の内容 

実習目的の達成に資するよう、「臨床栄養学」「公衆栄養学」「給食経営管理論」の各教育内容の目標に則

し、かっ専門的な知識及び技術の統合を図ることに留意した実習内容とすること。 

６実習の方法 

（１）臨地実習に当たっては、その教育効果をあげるため、原則として少数グループにより行うこと。 

（２）担当教員は、あらかじめ、実習施設の管理責任者及び直接指導に当たる管理栄養士と実習内容等について十

分協議の上、臨地実習を実施させること。 

（３）臨地実習に当たっては、その教育効果があがるよう、総合演習等学内において十分に事前及び事後評価を行

う体制を整えること。 
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（５）「校外実習」の最終目標をどのように理解するか 

平成14年４月に施行された改正栄養士法では、「校外実習」の教育目標は「給食業務を行うため

に必要な給食サービス提供に関し、栄養士として具備すべき知識および技能を習得させる」とされ

ています。すなわち、この教育目標には実践の場での「課題発見（気づき）、問題解決」と「専門

的知識と技術の統合」という２つのキーワードが含まれています。この２つの教育目標を実現する

ために、実習科目、具体的な最終目標および学習目標／行動目標の関係を図１のように整理しまし

た。 

 

（６）「臨地実習」の最終目標をどのように理解するか 

平成14年４月に施行された改正栄養士法では、「臨地実習」の教育目標は「実践活動の場での課

題発見、解決を通して、栄養評価・判定に基づく適切なマネジメントを行うために必要とされる専

門的知識及び技術の統合を図り、管理栄養士として具備すべき知識および技能を習得させる」とさ

れています。すなわち、この教育目標には実践の場での「課題発見（気づき）、問題解決」と「専

門的知識と技術の統合」という２つのキーワードが含まれています。この２つの教育目標を実現す

るために、実習科目、具体的な最終目標および学習目標/行動目標の関係を図２のように整理しまし

た。 

第２栄養士養成施設における校外実習要領 

１実習の目的 

給食業務を行うために必要な給食サービス提供に関し、栄養士として具備すべき知識及び技能を修得させることを

目的とする 

２実習の種類及び単位数 

「給食の運営」について１単位以上とする。 

３実習の実施時期 

（１）校外実習は、養成期間の後半に行うのを原則とすること。例えば養成施設が二年制の場合は二学年において

、四年制の場合は、三、四学年において行うこと。 

（２）校外実習は、実習の前提となる授業を修了した後順次実施するようにすること。 

（３）校外実習は、実習施設の状況を考慮した上、年間の教育計画にあらかじめ取り入れ計画的に実施すること。 

４実習施設 

校外実習は、事業所等の集団給食施設において実施すること。なお、実習施設はいずれも管理栄養士又は栄養士が

専従する施設であること。 

５実習の内容 

「給食の運営」の教育目標に則し、給食業務の概要について理解するとともに、給食計画を含め、給食の実務の実

際について理解することに留意した実習内容とすること。 

６実習の方法 

（１）校外実習に当たっては、その教育効果をあげるため、原則として少数グループにより行うこと。 

（２）担当教員は、あらかじめ、実習施設の管理責任者及び直接指導に当たる管理栄養士又は栄養士と実習内容等

について十分協議の上、校外実習を実施させること。 

（３）校外実習に当たっては、その教育効果があがるよう、学内において事前及び事後評価を行う体制を整えるこ

と。 
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図１校外実習における実習施設、実習の最終目標及び学習目標／行動目標 

２１世紀を担う高度な栄養士の養成 

校外実習（給食の運営） 

その他 医療施設 学 校 事業所 福祉施設 

校外実習では、給食業務を行うために必要な、食事の計画や調理を含めた給

食サービス提供に関す技術を修得する。 

課題発見（気づき）・問題解決 

 

☆実習施設での気づき 
 

〇給食は施設の目的、対象者の特性に応じて実施されていることに気づく。 

〇給食の計画では、考慮すべき点が多岐にわたっていることに気づく。 

〇業務が、計画通りに進まないことが多いことに気づく。 

〇給食施設のレイアウトが作業動線や衛生管理などの理にかなったものであ

ることに気づく。 

〇時間内に処理することの難しさと現場従事者の工夫などについて気づく。 

専門的知識と技術の統合 

 

☆養成施設で修得した様々な知識や技術を使う・観察する 
 

〇どのような法律に基づいて給食が提供されているかを学ぶ。 

〇献立の作成から栄養・食事管理、給食の提供までの一連の業務に必要な知

識と技術を学ぶ。 

〇大量調理の特性と留意点を知り、生産（調理）作業にどのように反映され

ているかを学ぶ。 

〇衛生管理が給食の現場でどのように実施されているかを学習し、体験す

る。 

〇給食運営を行うための施設・設備管理、作業領域について学ぶ。 
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図２臨地実習における実習施設、実習の最終目標及び学習目標／行動目標 

21 世紀を担う高度な管理栄養士の養成 

臨地実習（臨床栄養学・公衆栄養学・給食経営管理論） 

事業所 医療施設 福祉施設 保健所・保健センター 

臨地実習では、実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価・判定

に基づく適切な栄養管理を行うために必要とされる専門的知識及び技術の統

合を図る。 

課題発見（気づき）・問題解決 

 

☆実習施設での気づき 

〇業務上の問題点や課題があることに気づく。 

〇個人の多様性や喫食者ニーズの変化に気づく。 

〇予定外や予想外の出来事や要求に臨機応変に対応する必要があることに気

づく。 

〇栄養摂取状況から栄養管理を必要とする人が多いことに気づく。 

〇問題点や課題への取り組みの重要性に気づく。 

〇管理栄養士・栄養士の業務の重要性に気づく。 

専門的知識と技術の統合 

 

☆養成施設で修得した様々な知識や技術を使う・観察する 

〇栄養・給食部門業務の全体像の概略を把握する。 

〇食事の提供場面、喫食者の食事場面を観察する。 

〇実際にどのような健康管理・栄養管理が行われているかを実習する。 

〇実践体験から健康・栄養食事指導に必要な能力とはどのようなものかを学

ぶ。 

〇栄養評価・判定について実習する。 

〇地域社会の栄養問題の必要性を知り、事業を実習する。 

〇食事サービスによる栄養管理と経営管理のマネジメント方法について学

び、他部署・部門、他職種との連携をはかる。 
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（７）実習施設と養成施設の役割 

図１と図２からもわかるとおり、校外実習と臨地実習に対して実習施設と養成施設ではできる

ことや役割が異なっています。臨地実習における具体的な最終目標および学習目標／行動目標が

達成されるためには、両者のできることは何かを考え、それを実践に移すことが大切です。すな

わち、双方の役割は次のように整理できます。 

 

① 実習施設の役割 

単に実務指導を行うだけでなく、教育目標である課題への気づきや問題解決への取り組みを促 

すために、実践活動の場を提供し、学生へ将来に向けた動機づけを果たす役割を担っています。 

 

② 養成施設の役割 

教育目標である「専門的知識と技術の統合を図り、管理栄養士として具備すべき知識および技 

  能を習得させる」ために必要な教育を実習の前に行っておくことが基本になります。そして、事

前準備や事前事後の教育を十分に行うことが必要です。単に学生に目的意識を持たせずに実習に

出しているという認識では、教育効果はあがらないばかりか、栄養士法改正の目的から逸脱する

ことになります。「総合演習」１～２単位を利用して、実践活動としての実習効果をより高める

ものとする努力を行うことが求められます。 
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Ｂ 養成施設編 

 

本編では、養成施設において、「校外実習」と「臨地実習」についてどのような取り組みが必要か

をまとめました。 

 

１ 導入教育の必要性 

 

【背景】 

様々な制度改革が進められる中、管理栄養士・栄養士を取り巻く環境は大きく変化しています。国

際栄養士連盟（ICDA）から発表されている栄養士養成の国際基準は、４年制大学では臨床研修500時間

（12.5週）以上が最低必須条件となっており、病院、保健所、高齢者福祉施設、学校給食の栄養士を

対象に実施した平成18・19年度の「臨地・校外実習マニュアル改訂に向けての実態調査結果」におい

ても、約半数の人たちが、500時間以上の必要性を認めています。 

さらに、諸外国の栄養士養成のおよび臨地実習の現状を見ると、10週以下の国は日本とノルウェー

の２カ国のみであり、他国は11～20週、21週～30週、31週～40週、41週以上などです。 

また、他国の実習の特徴として、アメリカ及びカナダでは、養成校を卒業した後にインターンシッ

プの形で校外実習および臨地実習を実施し、イギリスでは、Ａ（仕事内容や役割、環境を知る）→Ｂ

（特定の患者、集団を対象とした場合の理論、知識、スキルを獲得する）→Ｃ（臨床的な理論を実践

に応用する）のような３段階の実習を実施する、等の工夫がなされています。このようなステップア

ップ形式の臨地実習は、日本の看護師教育等でも行われています。 

これらを踏まえ、日本の管理栄養士・栄養士教育においても、より高度な専門知識と技術の統合を

図るためには、段階的な実習を考慮、に入れ、入学後早い時期に導入教育を行うことが必要であると

考えられます。 

 

【最終目標】 

ＰＢＬチュートリアル教育1）や保健・医療・福祉・介護・給食現場等の見学研修等を通し、「課題発

見力と問題解決能力」「良好な人間関係やコミュニケーションをとる力」「食をとおして人々の健康

と幸せに寄与したいと思う意欲」「管理栄養士・栄養士として専門的な知識や技術を向上させたいと

思う態度」等の基礎力を高めることを目標とします。 

 

1）ＰＢＬチュートリアル教育：Problem-basedlearningの略。 

課題に立脚しながら学習を進める方法であり、基本理念は「学生自身による自己学習・自己評価」学

生の問題発見能力と問題解決能力を伸ばし、生涯学習の態度を身につける教育法の一つ。 
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【学習目標／行動目標】 

①周りの人に配慮し、良好な人間関係を築くことができる。 

②地域、学校、病院、社会福祉施設、事業所等には、どのような人たちがいて、どのような健康課題

を抱えているのかを把握する。 

③地域、学校、病院、社会福祉施設、事業所等の対象者は、どのような食事をしている人がいるのか

を把握する。 

④保健・医療・福祉現場における管理栄養士・栄養士の主な活動を把握する。 

⑤上記の内容を踏まえ、専門職としての使命、習得すべき資質・知識・技術を考え、カリキュラムと

の関連性を把握する。 

⑥自己の課題を明確にし、目標を設定することができる。 

 

【教育内容】１年次：１単位（45時間）の例 

 

 

  

 内容（例） 
学習目標 
行動目標 

１ 

（学内演習；PBLチュートリアル教育）0.5日 

・保健所・保健センター、学校、病院、福祉施設、事業所等の専門職の方々と接す

る際、良好な人間関係を築くためには、何が必要かを考え発表する。 

・保健所・保健センター、学校、病院、福祉施設、事業所等の対象者の方々と接す

る際、気をつけなければいけないことは何かを考え、発表する。 

＊個人情報保護、守秘義務等について学習する 

① 

２ 

（保健所・保健センター、学校、病院、福祉施設、事業所等の見学研修）３日 

・どのような健康課題を抱えている人がいるのかを把握する。 

・どのような食事をしている人がいるのかを把握する。 

・管理栄養士・栄養士の主な活動を把握する。 

（見学が難しい場合は、学内演習） 

・調査資料の検索、ビデオ鑑賞、現場の管理栄養士・栄養士を招き、話を聞く等し

て上記の内容を把握する。 

① 

② 

③ 

④ 

３ 

（学内演習：ＰＢＬチュートリアル教育）１日 

・見学研修あるいは学内演習を通じ、専門職としての使命、習得すべき知識・態度

・技術を考え、カリキュラムとの関連性を把握する。 

⑤ 

４ 
（学内演習）0.5日 

・導入教育での学びを通し、自己の課題を明確にし、今後の目標を設定する。 
⑥ 

― 設置等の趣旨（資料） ― 146 ―



２ 現カリキュラムにおける「校外実習及び臨地実習」の位置付け 

 

（１）「校外実習」の位置付け 

  「校外実習」は、栄養士免許取得のために必要な実習単位である「給食の運営」を、給食現場に

おける実践を通して「給食業務を行うために必要な、食事の計画や調理を含めた給食サービス提供

に関する技術を習得する」ために行う実習です。管理栄養士においても栄養士免許を取得すること

から、臨地実習4単位のうち1単位はこの「給食の運営」とすることとされています。 

 

（２）「臨地実習」の位置付け 

  「臨地実習」は、「実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価・判定に基づく適切な

マネジメントを行うために、必要とされる専門的知識及び技術の統合を図る。」ために行う実習で

す。「学内で習得する知識・技術を栄養管理の実践の場面に適用し、理論と実践を結びつけて理解

できること」をねらいとして「臨地実習」の充実強化を図ることとされました。特に、『栄養評価

・判定が行われる場で直接人に接する実習を推進するよう、「臨床栄養学」を中心とし、「公衆栄

養学」、「給食経営管理論」のいずれかで行う』とされ、「臨床栄養学」を重視した内容になって

います。 

 

３ 「校外実習及び臨地実習」について養成施設に求められること 

  現カリキュラムにおいて「臨地実習」は、従来の「校外実習」にはない積極的な意味合いを持た

せていることを認識しています。養成施設においては、本編で扱う事柄について、十分に確認し不

備な事項があれば早めに対応が必要です。また「臨地実習」が強化されていることを学科内の全教

員はもちろんのこと、学校経営陣にも共通に理解してもらうことが重要となります。 

 そこで、養成施設に求められる重要な項目を次の3つに絞って、以下に示します。 

 

  （１）実習科目に関する理解の徹底 

  （２）事前・事後教育の充実 

  （３）実習施設との連携強化 
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（１）実習科目に関する理解の徹底 

   「校外実習」と「臨地実習」の最終目標は明らかに異なることから、実習科目の設定には注意

が必要です。混乱が生じやすい事柄として次のような点が考えられます。 

  １） 「給食の運営」と「給食経営管理論」の混同 

  ２） 実習における科目の設定と実習内容の整合性 

  ３） 「臨床栄養学」の重視をどのように考えるか 

  ４） 必要な科目の実習施設が不足する場合 

 

１）「給食の運営」（校外実習）と「給食経営管理論」（臨地実習）の混同 

   両科目における実習の最終目標の違いについては『実習施設編』表3「給食の運営」と「給食経 

営管理論」の比較（p.24）に示します。 

   「校外実習」は、「給食の運営に必要な給食費、献立作成、食材管理、食材発注、検収、食数

管理、調理作業、配膳、提供サービス等の基本的な業務に関する実習」です。 

   一方、「臨地実習」は「経営資源を活用して給食運営を総合的にマネジメントできるよう視野

を広げると同時に、特定の業務を深く探求する実習」です。例えば、利用者への適切な栄養・食

事管理、生産（調理）工程の作業分析・標準化、食材等の重点管理、衛生管理、従業員への衛生

教育、利用者への栄養教育、マーケティング手法を取り入れた経営戦略等、管理栄養士業務全般

を通して課題を発見し、問題の解決策を検討する等が考えられます。 

   したがって、実習担当教員はこの区別をしっかり認識し、実習施設に対して「希望する実習内

容を明確に伝える」必要があります。「実習場所は違うが実習の内容はあまり変わらない」とい

った事態にならないように注意が必要です。また、管理栄養士養成課程においても「給食の運営

」は１単位必須であることを再確認することが必要です。ただし、実習施設において可能な実習

は限度があると思われ施設別に十分な話し合いを行っておくことが肝要です。【「３）実習施設

との連携強化」(p.15）参照】 

 

２）実習における科目の設定と実習内容の整合性 

   病院等で２単位の実習を行う場合、「給食の運営」または「給食経営管理論」１単位と「臨床

栄養学」１単位の計２単位とするのか、「臨床栄養学」２単位とするのかで実習内容は当然異な

ってきます。例えば、「臨床栄養学」２単位と見なして実習に出したが、実際の内容は「給食の

運営」が半分以上を占めた、等の事態が発生することが予測されます。これを「臨床栄養学」だ

と見なして単位を出すことは本来の趣旨からは逸脱していることを認識して、改善に努めていた

だきたいと思います。 

   そのためには、実習施設とあらかじめ、十分な時間をかけて実習内容の打ち合わせを行うこと

が必要であることは言うまでもありません。 

   実習単位の配分について、考えられるパターンの例を表１に示しました。 
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表１ 実習単位の配分例 

※Ａ、Ｃ、Ⅾは「給食の運営」１単位以外に「給食経営管理論」１単位を設定するので、実習内容の

区別を明確にすることが必要です。Ｄは病院を中心に３単位以上の実習することが可能となります。 

 

３）「臨床栄養学」の重視をどのように考えるか 

 現カリキュラムでは、講義については、いわゆる「基礎医学」や「臨床医学」が専門基礎分野に

配置され、専門分野である「臨床栄養学」が8単位以上になりました。従来「基礎医学を含んだ「臨

床栄養学」が４単位であったことを考えると、倍以上に強化されたことになります。しかも専門科

目の教育は管理栄養士が主として行うことになり、従来の臨床栄養学とは明確に教育内容が異なっ

てくることを認識する必要があります。「臨地実習」は「臨床栄養学」中心と明示されており、実

習単位の配分にはこの点を考慮することが必要です。 

しかし、臨地実習としての「臨床栄養学」中心を受け入れることが可能な施設はどの程度あるの

かも問題となります。一方で、「臨床栄養学」臨地実習の受け入れを機会に業務の充実が図られる

施設も少なくないと思われ、いずれにしても養成施設と実習施設との十分な話し合いが必要となっ

てきます。 

図３は病院における実際の業務状況と受け入れ可能な科目についての想定図です。必ずしも厳密

にとらえる必要はありませんが、実習を依頼する際の実習施設との話し合いの参考にしていただき

たいと考えます。 

 

４）必要な科目の実習施設が不足する場合 

  特に管理栄養士養成施設が集中している地域では、「臨床栄養学」「公衆栄養学」の実習先が固

定化され、少ない実習施設に多くの養成施設からの依頼がなされるという事態が見受けられます。 

  実習科目の設定においても柔軟に対応できるよう、実習施設を幅広く見極めた上で、可能な限り

実習施設と協議して体制整備等の工夫に心掛けることが必要です。地域特性を配慮することや学生

の希望に応じて取得科目の自由度を広げることも一案と思われます。 
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Ａ 

１ １  １   １ ４ 
 

「臨床栄養」 

「給食経営管理論」 

「公衆栄養学」 

各１単位 

１ １    １ １ ４ 

１  １   １ １ ４ 

Ｂ １ ２     １ ４ 
「臨床栄養」2単位 

「給食経営管理論」 

又は「公衆栄養学」 Ｃ １ ２   １   ４ 

Ｄ １ ２  １    ４ 「臨床栄養」3単位 
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図３ 病院における実際の業務状況と受け入れ可能な科目の想定図 

 

（２）事前・事後教育の充実 

１）事前・事後教育の重要性 

   校外実習および臨地実習における学習目標／行動目標においては、大きく「課題発見（気づ

き）、問題解決」と「専門的知識と技術の統合」の２項目が設定されています。したがって、実

習の前に関連科目の履修を終えることや、事前準備に十分な時間をかけて実習の目的や目標、実

習施設の概略を学生に周知・動機付け、知識の整理、研究課題の検討等を行うことが求められま

す。 

   また、実習終了後においても、それぞれの実習施設における実習内容、研究課題の報告、実践

の場で学んだ事柄等の情報交換や指導等、総合的な事後教育を行い、校内での学習と臨地実習を

より有機的に結び付け、知識と技術の統合に努める必要があります。 

   「総合演習」２単位のうち１単位は「校外実習」の事前・事後指導としても可とされており、

「臨地実習」の事前・事後教育の充実をねらった内容となっています。 

    

 

Ａグループ 給食管理、栄養食事指導、栄養管理の３業務がほぼ実現できている。「臨床栄養学」

の実習施設として最適であり積極的に受け入れをしていただきたい施設。また、「給食

経営管理論」「給食の運営」の実習施設としても可能。 
 

Ｂグループ 給食管理、栄養食事指導の２業務がほぼ実現できている。「臨床栄養学」の実習施設

として、十分に可能である。また、「給食経営管理論」「給食の運営」の実習施設とし

ても可能。 
 

Ｃグループ 給食管理が主要な業務として、実施されている。「給食経営管理論」「給食の運営」

の実習施設として受け入れは可能であるが、「臨床栄養学」は困難だと思われる。 
 

給食管理業務は概ね実施できている。 

給食管理はコンピュータ化されている。 

栄養サポートチーム（NST）を稼働している。 

ベッドサイドにて医師・看護師と連携した栄養管理を行

っている。 

外来の栄養食事指導を定期的に実施できている。 

入院患者への栄養相談を定期的に行っている。 

ベッドサイドへの患者訪問を行っている。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

実施できている 
業務分野 
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２）事前・事後教育の内容 

 ① 事前教育 

  事前教育内容の項目については、下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 実習施設の管理栄養士による事前講義も効果があります。 

 

② 事後教育 

  実習が終了した後、実習内容や研究課題の報告会等を実施し、それぞれの学生が経験したことを 

持ち寄り実習内容を整理させることが大切です。具体的な項目の例を下表に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）実習の最終目標、学習目標／行動目標等の説明 

（２）実習にあたっての心構え 

  ① 学ぶ姿勢 

  ② 意見の的確な表現 

  ③ 専門職としての自覚と職業倫理 

（３）事前の準備の徹底 

  ① 事前指導への出席 

  ② 実習の班割 

  ③ 課題の設定 

  ④ 実習施設への事前訪問・提出物 

（４）実習開始時と実習中の注意 

  ① 服装・身だしなみ 

  ② 出勤・退勤時間 

  ③ 言葉づかいや礼儀、接遇 

  ④ 守秘義務 

（５）調理作業中の注意 

  ① 衛生管理（感染防止対策を含め） 

  ② 作業への集中 

  ③ 不明な事項の確認、 

  ④ 怪我や事故の予防 

（６）喫食者や患者への訪問時の注意点 

（７）病気や怪我をしたとき 

（８）休憩時間の過ごし方 

（９）実習終了時の対応 

（10）実習レポートの提出 

（11）自然災害時の対応 

（１）各班や個人からの実習課題への取り組みへの報告と討論 

（２）実習施設への礼状の作成 

（３）実習時に起きたトラブルや注意された事の報告 

（４）管理栄養士・栄養士の仕事に関する感想、 

（５）実習施設の概況と特殊性（特長） 

（６）実習内容 

（７）その他 
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（３）実習施設との連携強化 

 

  １）実習施設の選定 

   実習施設の選定は、学生の数、「校外実習および臨地実習」の種別と実習施設の種類、実習時

期と期間等を勘案して、実習施設の種類別に必要な実習施設を確保する必要があります。教員聞

における情報交換や従来の実績、実習施設の規模・管理栄養士数等を基に、それぞれの養成施設

の独自性に適した実習施設を選定したいものです。 

   地域によっては県内の養成施設が連携して、当番校の持ち回りで実習施設と調整にあたってい

るところもあります。 

   また、養成施設によっては、実習施設との定期的な連絡会を持って、連携を深めながら、安定

した実習施設を確保している事例もあります。 

 

２）実習の依頼 

   事前に、実習施設の栄養部門責任者に実習内容の要望、期間、人数等を伝えて、実習受け入れ

の了解を得た後に、実習施設長に文書をもって正式な実習の依頼を行います。 

   新規に実習を依頼する際は、実習施設の環境や業務内容、受入体制（実習内容）等を確認し、

無理な依頼とならないように考慮することが必要です。また、本マニュアルを持参し、実習の最

終目標、学習目標／行動自標等についてもあらかじめ説明し、十分な打ち合わせを行うことが肝

要です。 

 

３）実習施設への要望 

   現在、それぞれの施設は合理化による人員削減と、それに伴う一人当たりの業務量の増加等に

よって、学生を受け入れる十分な余裕があるとはいえない場合が多くなっています。一方で、養

成施設としては実習内容より学生の受け入れ先の確保を優先せざるをえない実情もあると聞きま

す。しかし、「校外実習および臨地実習」は栄養士法改正の趣旨を達成するために重要となりま

す。実習の最終目標、学習目標／行動目標、実習内容の要望を明確に伝えて、実習施設の理解と

協力を得る努力が必要です。養成施設と実習施設の担当者が十分に話し合い、何が出来て、何が

出来ないのかをあらかじめ十分打ち合わせた上で依頼する内容を決めることが大切です。 

   また、養成施設から「これをやって欲しい」と何の事前調整もなく無理な要望が出されて困っ

ている実習施設も少なくないと聞きます。日ごろから、実習内容について実習施設の指導責任者

などとよく協議を行い、良い信頼関係を作っておくことが重要です。 
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４）養成施設の実習施設への配慮 

   実習は養成施設と実習施設との信頼関係の上に成り立ちます。実習の教育効果は相互の信頼関

係が深いほど高いものが期待できます。 

   少なくとも、実習施設に対して学生の受け入れを依頼するにあたっては、次の点について十分

な配慮をすることが望まれます。 

 

  ① 実習の日程や人員、内容などは前もって連絡して、関連部署部門の責任者の理解を得た後に

施設長に対し正式な依頼文書を発送する。 

  ② 学生に対して十分な事前指導を行う。 

  ③ 前年度の実習時において、要望などが出された事項については必ず対応する。 

  ④ 実習期間中は、実習指導担当者と日程を調整して施設を訪問し、実習の実施状況を確認する

とともに、より充実した実習の実施に向けて意見交換や必要な調整を行う。 

  ⑤ 実習終了後は、施設長に対する礼状のほか、栄養部門に対し学生から礼状を出させる。 

⑥ 必要に応じて学内における実習報告会や実習担当教員との打合せ会などに実習施設の管理栄

養士などの出席を得て、実習体制の整備に向けて意見交換等を行う。 

  ⑦ 実習施設の管理栄養士を非常勤講師として依頼すること等の検討も、実習を充実する上で重

要と考えられる。 

  ⑧ 実習施設の管理栄養士・栄養士の研究や研修を支援や必要に応じて学内の図書館の利用を認

める等、実習施設の発展・向上に協力する。 

  ⑨ 学生に身体の障害等のある場合は、実習前に実習施設側の承諾を得る。 

 

４ 実習中の施設訪問 

 事前に日程を調整して実習期間に実習施設を訪問します。訪問した際は、実習施設の栄養部門責任

者に実習の実施にあたっての周知不足や不都合などの有無、学生の実習態度、教育上の改善事項など

を確認しておきます。併せて、実習の日程や内容の確認、実習関係資料の収受、意見交換を行うとと

もに、実習の実施にあたって今後の要望や教育方針等を説明し、相互理解を深めるように努めます。 

 また、必要に応じて、実習施設長や関連部署の責任者に挨拶をする等、実習が円滑に継続できるよ

うに努める配慮が重要なポイントです。 
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Ｃ 実習施設編 

 

１ 「校外実習および臨地実習」の受け入れに際しての基本的な考え方 

（１）現カリキュラムの「校外実習および臨地実習」の最終目標、学習目標／行動目標を十分理解し

ておく 

   管理栄養士・栄養士養成施設カリキュラムや専門分野の教育目標を理解して実習内容の充実に

努め、より教育効果の高い実習を実施できる体制に整備する必要があります。校外実習は「給食

業務を行うために必要な給食サービス提供に関し、栄養士として具備すべき知識及び技能を習得

させることを目的とする」とされ「給食の運営」という科目になり、栄養士・管理栄養士共に必

須となっています。 

臨地実習は「実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価・判定に基づく適切なマネ

ジメントを行うために必要とされる専門的知識および技術の統合を図り、管理栄養士として具備

すべき知識および技能を修得させることを目的とする。」とされています。すなわち、「実践活

動の場での課題発見、解決」「専門的知識および技術の統合」の2つの観点が必要です。 

実習を受け入れる施設においては、課題発見（気づき）や問題解決等現場でしかできない実践

活動の場を提供するという視点が必要です。 

 

（２）課題発見を重視して 

 １）特定の課題を取り上げた重点的な実習 

   実習の目標に掲げられたすべての学習目標／行動目標を1つの実習施設で、達成することは不可

能と考えます。そのため、短い期間に、実習にきた学生に「何を」学んでもらうのかを検討して

みる必要があります。教育目標にある課題発見（気づき）に焦点をあてるとわかるように、あれ

もこれもと実習内容を欲張らないで、これからの管理栄養士・栄養士になる人には是非、これだ

けは現場で学んでほしいと考えるものを実習させる「重点主義」も重要なカリキュラム立案法で

あると言えます。 

２）学生が自ら考えて取り組める実習 

   近年の詰め込み型の知識教育には、多くの学生は慣れています。しかし、管理栄養士・栄養士

が働く現場では、常に多様で、予定外のことに対処して、次々発生する課題に取り組んでいるこ

とについて、多くの学生は理解していない現状があります。「校外実習および臨地実習」では、

型に当てはめられない現場の多様性を学ばせることが大切です。 

   したがって、学生各自に実習テーマを与えて、実習期間を通じて取り組ませるなど「自らが動

いて、考えて、気づく」ことを学ぶ実習も必要です。 

３）実習施設で経験できる実習内容とする 

   実習で学ぶべきことは多くありますが、現場で経験できることは、“患者や入所者や住民との

面談や観察”“依頼者と管理栄養士・栄養士の食事オーダーのやり取り”“医師や看護師など多

職種との連携”等の「動的変化」「個別多様性」「予定外・予想外への柔軟性・適応性」「職場

の厳しさや協調性」といったことと考えます。それらに、「気づき」「感動し」「希望を持ち」

そして管理栄養士・栄養士の業務に学生が憧れを抱ければと思います。これらは、通常の業務に

おいて、施設内での管理栄養士・栄養士や他部署・他部門とのかかわり等で経験ができることと

考えます。したがって、それぞれの実習施設で出来ることを考えて、その範囲内で、実習内容を

組み立ててください。 
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２ 受け入れを行うべきか迷ったとき 

  実習を受け入れると業務量が増加するだけでなく、精神的にも負担になることと思います。特に

初めて学生を受け入れようとする際には、さまざまな問題に対応し、受け入れを決断されるものと

考えます。そこで、漠然と悩むのではなく実習を受け入れるとどのように良いことがあるのかを検

討してみてはいかがでしょうか。そして、現在、管理栄養士・栄養士として働いているほとんどす

べての人は、学生時代に「校外実習」あるいは「臨地実習」として先輩管理栄養士・栄養士のお世

話になってきたという事実を思い起こしてください。 

 

（１）実習受け入れのメリット 

  学生を受け入れるメリットとしては、①業務を見直し、整備を図るよい機会になる、②学生を指

導することにより、管理栄養士・栄養士のみならず従事者が業務を再認識し、改めて業務を理解す

る機会になる、③養成施設（学生）の協力を得て、調査・研究などの管理栄養士業務の科学的根拠

の蓄積につながる、等が考えられます。例えば、「嗜好調査」「喫食調査」等を実施し、分析する

良い機会です。すなわち、実習の受け入れは、必ずしも負担だけではないのです。 

 

（２）業務量が過重にならない工夫 

  学生を受け入れることにより業務量が過重になると考えて迷うときは、①前もって実習期間中に

処理しなければならない業務を、事前に処理して実習期間中の業務量の軽減を図ることが可能か、

②学生の実習内容に、実際の業務の一部を組み込むことにより業務量の軽減を図りつつ、日常の業

務と実習を円滑に両立させることが可能か、等を含めて検討をお願いします。 

 

（３）実習内容に迷う時 

  どのような実習内容としたらよいか迷うときには、①養成施設の実習担当教員や実習を受け入れ

ている施設の管理栄養士・栄養士等に、内容や日程等を相談する、②実習施設の特殊性や業務の特

色を生かした内容や日程を組んでみる、③重点主義を考慮して、実習で触れることができない業務

に関しては資料の配布や講義時間を設けて簡単に触れる、④無理をしない。 

  何度も触れますが、教育リストを作ってあれもこれもと教える必要はありません。それぞれの実

習における学習目標／行動目標に記載されているように、「校外実習・臨地実習」では、知識や技

術を教えるだけではなく、普段のありのままの職場や管理栄養士・栄養士の姿や周囲の人々との関

わりを見せることにより、気づき（課題発見）を促すこともできます。この点を踏まえて実習内容

を組み立てることが大切です。 

 

３ 学生指導を受け持つ実習施設の管理栄養士・栄養士の心構え 

 

（１）学生は何もできない 

   学生は社会的（実践面）にも学問的にも十分に熟知していません。「こんなことも知らないの

か」と思う部分も多いかと考えますが、基本的な事項について指導を行っていただければ幸いで

す。自分が学生だったころのことを思い起こし、学内では学ぶことのできない貴重な経験をさせ

てあげているとの思いで、学生教育を受け持ち、根気よく指導してすることが学生教育を受け持

つうえで大切です。 
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（２）管理栄養士・栄養士養成に貢献している誇りを持つ 

   栄養士法が改正され、管理栄養士の養成のあり方が大きく変化する中で、現在の実社会で栄養

管理を担っている現場の管理栄養士・栄養士として、学生を大きく育てる責任の一端を担ってい

るという誇りを持って、学生に接することが大切です。 

 

４ 実習受け入れのための自己研鎖 

  養成施設の学生の受け入れは、管理栄養士・栄養士養成の一翼を担うことになります。そのため

専門知識や技術、あるいは関係する法律や各種の通知など知識の習得に努めることが、教育効果の

高い実習を行う上で大切な事柄になります。栄養士会が行っている生涯学習研修会等、様々な機会

を通じて自己研績に心掛けたいものです。 

 

５ 実習受け入れの準備 

 

（１）所属長・施設長・組織の決定機関との事前準備 

   養成施設から実習の受け入れの打診がありましたら、実習内容の要望、期間、人数等を確認し

関連部署内と話し合い、受け入れの可否についてご検討をお願いいたします。受け入れが可能と

なりましたら、直属の上司に伝えて了解を得ていただければ幸いです。所属長・施設長までの了

解を得る必要がありましたら、施設長にまでお伝えし了解をお願いします。（この機会に、学生

を受け入れることの意義なども説明していただければ幸いです。）次に、養成施設の実習担当教

員に、受け入れる旨を伝え、文書による正式な手続きを依頼してください。 

 

（２）公文書の取り扱い 

１）依頼文書は所属長・施設長宛 

    実習の依頼文書の宛名は、基本的には所属長・施設長宛（受託給食会社の場合は代表取締役

社長）とさせていただきます。しかし、承諾の可否は、施設によって異なりますので、封筒の

宛名に関して指定がありましたら連絡してください。 

 ２）受け入れの可否 

    学生の受け入れ可否の決定は、実習に関わる関係部署の責任者にも意見を伺って判断してく

ださい。 

 ３）文書を保存する 

    受け入れの可否決定後に依頼文書が実習担当部署に残る場合は、腸内細菌検査結果をはじめ

とする関係文書のほか、実習カリキュラム、実習日程、資料、礼状等をまとめて綴り、保管を

お願いします。 

    但し、個人情報保護の観点より、必要文書以外のものを養成校へ返却する場合もあります。 

 

（３）危機管理（事故などへの対応） 

 １）実習期間中あるいは移動途上の事故、自然災害 

    オリエンテーションや集中講義の際に、事故が起こった時は必ず養成施設と実習施設双方に

連絡する旨を実習生に徹底しています。また、学生は養成施設にて、事前に傷害保険へ加入し

ていますので、確認などの必要がありましたら養成施設へ連絡してください。 

 ２）実習中の急な体調不良、転倒、火傷、刃物などによる切り傷などの事故 
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    実習の初日に危険箇所等を十分に説明して、事故の防止に努めさせると共に、発生した場合

の救急措置についてあらかじめ手順を定めておいてください。 

 ３）衛生管理の未熟による事故 

    学生は衛生管理についても学習してきていますが、施設ごとに状況も異なりますので、調理

場において実習させる場合には、衛生管理に関する基本的な事柄について十分にご指導くださ

い。併せて、異物の混入を防止する上で必要な事項等も説明してください。 

 ４）貴重品の紛失・盗難 

    貴重品は持ってこないよう指示してください。万一、盗難が発生した場合には、速やかに報

告するようにあらかじめご指示ください。また、学生実習用に用いることができるロッカーな

どがあれば借用できるように関連部門の許可をお願いします。 

 ５）関係職員やクライアントとのトラブル 

    実習中にトラブルが生じた際には、直ちに、養成施設へ連絡をお願いします。養成施設の担

当者が現場に出向いて、状況を把握して対処します。この際、学生が矢面に立たないよう配慮

をお願いします。 

 

（４）協力を得る他部署・他部門との打ち合わせと連携 

 １）他部署・他部門との連携 

    他部署・他部門との連携、患者や住民、給食利用者と接するなど、対人業務に関する実習が

重要視されています。したがって、実習中に他部署・他部門の関係者に協力を得る機会が増加

すると考えられますのでお願いします。 

 ２）事前に了解を得る 

    実習時に講義や説明等を依頼するときは、必ず事前に了承を得ておくことが必要です。自身

が所属する部署以外が管理している休憩室や更衣室、会議室等を実習中に使用する時には、事

前に該当する部門の責任者に使用の許可を得ておくことをお願いします。病院では、病棟等他

の部門が管理する場所に立ち入る場合も同様です。また、大きな組織では、看護部門等の月例

会議で説明する等の対応も必要かと思います。受託給食会社の場合は、あらかじめ委託先の理

解や協力を得る必要があるかと恩われますが、対応をお願いします。 

 ３）管理者や関係部署・部門への挨拶 

    実習の初日と最終日に、施設長や関係部署・部門の責任者等に挨拶回りが必要とご判断され

た場合には、よろしくご指導ください。 

 

（５）倫理的配慮 

 １）インフォームド・コンセント 

    学生が直接患者や住民等と接する場合には、学生が参加している旨の説明と同席の許可を得

ていただきますようにお願いします。 

 ２）守秘義務 

    施設において、個人情報や企業情報等、守秘義務があるものに対しては、学生への提示を配

慮してください。特にレポート、その他持ち帰るものには、個人を特定できるような記載をさ

せないでください。 

 ３）実習受入れ協定書 

    実習中や研修の往復途中の事故等の対応として、養成施設の責任の範囲で、事前に実習受入

― 設置等の趣旨（資料） ― 157 ―



れ協定書等を交わすことが必要な場合には指示してください。 

 

（６）養成施設との事前協議 

   実習の受け入れに際しては、実習の最終目標、学習目標／行動目標、実習内容の要望、期間、

人数等について養成施設の実習担当教員と十分な打ち合わせをお願いします。 

   特に、養成施設の教育方針や実習の目標と到達点等の要望を十分に確認し、実習の内容の組み

立て、評価の方法、関係書類の処理、学生への周知事項等について、養成施設とすり合わせをお

願いします。 

 

（７）実習費の受け入れ手続き 

   実習費の受け入れ手続きは、事務部門の担当者に確認して適切な受け入れ手続きを行ってくだ

さい。実習費は実習を受け入れていただいたことへの謝礼です。施設の規定があればその規定に

応じてください。 

 

（８）養成施設教員の訪問 

   実習期間中に、養成施設の実習担当教員が事前連絡をもって実習施設へお伺いします。その際

実習の内容や進捗の説明をお願いします。事前指導の部分で徹底されていない事項や、学生の学

ぶ姿勢や態度等で問題があれば、事後指導で補うとともに、次年度の事前指導において周知・徹

底しますので、ご指摘ください。養成施設とのコミュニケーションを図り、双方向から学生教育

ができるようお願いします。 

 

６ 実習カリキュラムの作成と学生教育 

 

（１）実習カリキュラムと実習日程の作成 

 １）実習カリキュラムの作成 

   実習カリキュラムの作成は、実習の最終目標、学習目標／行動目標をご理解したうえで、自ら 

の施設で可能な内容でお願いします。各論に「給食の運営」「臨床栄養学」「給食経営管理論」 

「公衆栄養学」に関する実習日程例を添付しています。資料には考えられる項目を列挙していま 

すが、これらをすべてやらなければならないという意味ではありません。これまでも述べてきた 

ように、現場のありのままの姿をみせることから考えてください。 

２）実習日程表の作成 

   実習カリキュラムを基に、通常の業務に支障がないよう、また、学生にとって無理のない実習 

日程となるように配慮してください。 

 ３）実習資料の作成 

   実習カリキュラムや実習日程に従って、実習を円滑に進めることができるよう必要な資料の準 

備をお願いします。 

 

（２）事前オリエンテーションの実施 

   実習の日が近くなってきましたら、養成施設の実習担当教員もしくは学生の代表（班長）より

事前オリエンテーションの打ち合わせについて連絡します。オリエンテーションの日時を決めて

実習を行うにあたって必要な事項の打ち合わせをお願いします。オリエンテーションには学生全
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員を参加させて、実習の内容、持ち物、実習時間、実習中の態度、注意事項、昼食、更衣・休憩

場所等の基本的な事項を説明してください。通常、実習の数週間前でよいと思います。 

   また、臨地実習では課題発見（気づき）や問題解決が重視されていることから、研究課題や学

びたい事柄等を聞いてください。研究課題は、施設の特徴や特殊性（診療内容、対象者、給食の

目的等）を考慮し、可能かどうかを判断して自施設で可能な内容となるよう修正してください。

また、事前に準備や学習することが必要な事項があれば併せて確認をお願いします。 

 

（３）実習の流れ 

１）実習の開始 

   遅くとも実習の開始日には、直近の腸内細菌検査結果や抗体検査結果など実習に必要となる証 

明書の提出を受けてください。 

   栄養部門・給食部門の従事者へ学生の紹介をお願いします。また、上司や施設長、実習に関わ 

る関連部署の責任者に、可能でしたら同行の上挨拶回りをさせてください。 

   実習の日程や実習中の注意などの確認を再度お願いします。 

 ２）実習の円滑な進行 

   実習を円滑に行うためには、事前に予習を行っておくようにオリエンテーションの段階で指示 

をお願いします。そのためには、実習内容をオリエンテーションの際に提示していただくことが 

望ましいと思います。 

   また、学問や社会的にも未熟な学生が、進んで、質問できる環境づくりをお願いします。随時 

実習の進行状況を実習指導担当者等に確認し、昼食や休憩、帰宅時間等が適切に行われるように 

配慮して、円滑な実習の確保をお願いします。 

   実習ノートは、必要に応じて提出させ内容を確認し、内容によっては学生に説明や話し合いを 

行ってください。 

 ３）実習のまとめの実施 

   実習最終日に、実習ノートの記録や課題の記録等を基に、総合的・補足的な講義やディスカッ 

ション・反省会を行ってください。今までの実習で、疑問に思ったことや質問等を受け、必要な 

指導を行ってください。個々の学生から実習で得たこと、実習の感想、反省等を聞き、今後、管 

理栄養士・栄養士として学んで欲しいことや学ぶ姿勢などを指導してください。また、最終的な 

まとめが終った実習ノートの提出を受け、必要があれば指導をお願いします。 

 

（４）実習の終了 

 １）評価点の付け方 

   往々にして実習の評価は主観が入り易いものです。それぞれの実習の学習目標／行動目標に対 

する達成状況等に対し、一定の評価基準を設ける等、事前に養成施設の実習担当教員と話し合い 

公平な評価をお願いいたします。 

 ２）実習後の反省と内容の点検 

   終了後、実習担当者は、①カリキュラムや実習日程、②事前打ち合わせの内容、③指導の方法 

④他部署・他部門との調整、⑤実習全般などについて反省点・問題点を出し合い、養成施設側に 

て対応する事項がありましたら連絡してください。 
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（５）実習施設と実習科目の関係 

  実習施設によって担当できる科目が異なるので表２を参考にしてください。 

  また、『養成施設編』「３（１） 実習科目に関する理解の徹底 ２）実習における科目の設定

と実習内容の整合性」(p.11-12）に病院を例に実際の業務状況と受け入れ可能な科目についての想

定図を示しました。ご自分の施設がどのグループに属するのかを確認して、受け入れ可能な実習科

目や内容をご検討ください。 

 

表２ 実習施設と実習内容の整合性 
 

注）〇適用 △医療提供施設の場合は適用 

 

（６）「給食の運営」と「給食経営管理論」は異なるのか 

栄養士養成課程における「給食の運営」と管理栄養士養成課程における「給食経営管理論」 

について実習内容を変えるべきかどうかで迷うかもしれません。厳密に分けて考えた場合、 

表３のように分けることができます。しかし、現実的には実習施設では分けて対応することが困 

難であり、混合した内容の実習を組む場合も多いと考えられます。養成施設との十分な協議を 

お願いします。 

  

区分 

 

実習施設 

給食の運営 給食経営管理論 臨床栄養学 公衆栄養学 

（校外実習） （臨地実習） （臨地実習） （臨地実習） 

管理栄養士 
栄養士 

管理栄養士 管理栄養士 管理栄養士 

病院 〇 〇 〇  

介護老人保健施設 〇 〇 〇  

社会福祉施設 〇 〇 △  

児童福祉施設 〇    

保健所    〇 

保健センター    〇 

学校 〇    

事業所 〇 〇   
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表３ 「給食の運営」と「給食経営管理論」の比較 

 

  

 
給食の運営 

（校外実習） 

給食経営管理論 

（臨地実習） 

最 終 目 標 

 給食業務を行うために必要な

、食事の計画や調理を含めた給

食サーピス提供に関する技術を

習得する。 

 給食運営や関連の資源を総合

的に判断し、栄養面、安全面、

経済面全般のマネジメントを行

う能カを養うこととし、マーケ

ティングの原理や応用について

理解するとともに、組織管理な

どのマネジメントの基本的な考

え方や方法を習得する。 

実 習 内 容 

 給食の運営に必要な給食費、

献立作成、材料発注、検収、食

数管理、調理作業、配膳などの

基本的業務に関する実習。 

 給食全般のマネジメントがで

きるように視野を広げ、特定の

業務を深く探求する実習。例え

ば、喫食状況の把握、栄養・食

事管理、食材料管理、生産（調

理）作業の分析、衛生管理、従

業員への衛生教育、経営分析等

を通して課題を発見し、問題解

決策を検討するなどが考えられ

る。 

実習の組み立ての例 

 

 

給食システムの解説と見学 

 

献 立 作 成 

 

食 数 管 理 

 

食 材 料 管 理 

 

調理・配膳・下膳 

 

検討・意見交換 

 

 

発 表 会 
 

 

 

給食システムの解説と見学 

 

実習テーマの設定 

 

実習テーマの計画づくり 

 

実習テーマへの取り組み 

 

実習テーマのまとめ・整理 

 

検討・意見交換 

 

 

発 表 会 
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７ 臨地実習のフィローチャート 

 

く事業所例＞実習期聞が６月～翌年３月までの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 

※１ 実習施設が受託給食会社の場合、依頼先の窓口が本社の人事部門であるケースが多いため、確

認をする 

※２ 別紙モデルフォーマット参照 

※３ 郵送、メール送信のいずれかで送付 

※４ 別紙モデルフォーマット参照 

※５ 別紙モデルフォーマット参照 

※６ 検査基準項目は、赤痢菌・サルモネラ・チフス菌・パラチフス菌・腸管出血性大腸菌Ｏ１５７

その他（ノロウイルス等） 

・ 実習期間が４月～５月の場合は依頼①の目安時期が12月～、事前オリエンテーションは３月～ 

・ 実習施設が受託給食の場合は、委託契約条件の変更や指導管理栄養士・栄養士の異動により、実

習施設が変更になる場合があるため、関係部署間で調整する。 

  

依頼①〈目安時期３月〉 

養成施設から実習受入施設担当部署・部門（※１）に電話依頼 

依頼②〈目安時期４月〉 

正式依頼状（※２）を養成施設から実習受入施設担当部署・部門に送付（※３) 

回答（目安時期５月） 

回答書（※４）を実習受入施設担当部署・部門から養成施設に送付（※３) 

協定〈目安時期５月〉 

 

提出〈目安時期６月〉 

実習生名簿、健康診断証明書、腸内細菌検査結果（※６）を実習受入施設担当部署・部門に送付 

事前オリエンテーション〈目安時期６月～〉 

養成施設担当教員、実習生、施設責任者、施設担当管理栄養士・栄養士参加 
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＜モデルフォーマット＞ 

 

  

 

令和〇〇年〇月〇日 

〇〇会社 

 代表取締役  〇〇 〇〇 殿 

 

 

                                〇〇〇大学（学校） 

                                 学 長  〇〇 〇〇 

 

 

校外実習・臨地実習の依頼について 

 

拝啓 

                                             

                                             

                                             

                                             

 

 

敬具 

 

記 

 １．実習期間 

 

 ２．実習生数 

 

 ３．実習時間 

 

 ４．連絡先 

 

 

以上 
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＜モデルフォーマット＞ 

 

  

 

令和〇〇年〇月〇日 

 〇〇大学（学校） 

 学長  〇〇 〇〇 殿 

                                 事業所名 

                                   代表者名   印 

 

校外実習・臨地実習受入れ回答書 

 

令和〇〇年〇月〇日付実習依頼について下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  １．受け入れの可否 

   ・ 受け入れます 

   ・ この度は、応じかねます。 
 

  ２．期間および実習生数 

   ① 令和〇〇年〇月〇日～〇月〇日(〇名） 

   ② 令和〇〇年〇月〇日～〇月〇日(〇名） 

   ③ 令和〇〇年〇月〇日～〇月〇日(〇名） 
 

  ３．提出書類の要否 

   ① 実習生委託契約書（要・否） 

   ② 健康診断証明書（要・否） 

   ③ 腸内細菌検査項目 

     ※ 検査項目：赤痢菌・サルモネラ・チフス菌・パラチフス菌・Ｏ157 

           （その他）                      

   ④ 学生名簿（要・否） 

   ⑤ その他 
 

  ４．実習施設について 

    施設名（会社名）                          

    住所                                

    電話番号                              

    実習施設責任者名                          

    指導担当管理栄養士名                        

                                          以上 
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＜モデルフォーマット＞ 

 

  

 

校外実習・臨地実習生受入れ協定書 

 

〇〇会社（以下「甲」という）と、△△大学（以下「乙」という）とは、乙の学生の校外実習・

臨地実習について、次の条項により、協定書を締結する。 

（協定内容） 

第１条 甲が乙に依頼する実習内容については次のとおりとする。 

（１）実習内容： 

（２）実習生人数： 

（３）実習時間： 

（４）実習場所：〇〇〇〇（Ａ） 

         △△△△（Ｂ） 

（５）実習期間：（Ａ）令和〇〇年〇月〇日～〇月〇日 

         （Ｂ）令和〇〇年〇月〇日～〇月〇日 

第２条 前条の実習に必要な消耗品は甲の負担とする。 

第３条 甲は、やむを得ない事由があるときは受託を中止し、文は、実習場所の変更、実習期間

を変更することができるものとする。 

第４条 甲は実習生の受入れ期間中、責任を持って指導をする。 

第５条 実習生は実習期間中、施設側実習担当管理栄養士の責任のもとに実習を行うものとし、

実習中は諸規則を遵守し、指導者の指示に従うものとする。 

第６条 実習生は、実習中に知り得た甲に関する情報ならびに職員、従業員及び利用者に関する

個人情報について外部に漏らしてはならない。 

第７条 実習期間中の実習施設への往復路における、学生の事故、負傷及び疾病については、甲

の重大な過失による場合を除き、乙が責任を持って処理する。 

第８条 実習生が故意又は過失によって甲に損害を与えた場合は、乙が責任を負う。 

（委託料の支払い） 

第９条 乙は、甲に対して実習費として、１名につき 〇〇円を支払う。 

（協議事項） 

第10条 この協定書に定める事項の変更及びこの協定書に定めのない事項文は疑義が生じた事項

については、その都度、甲、乙協議の上定めることとする。 
 

  上記の協定を証するため、本協定書を２通作成し、甲、乙双方で各自１通保有する。 

 

  令和〇〇年〇月〇日 

 

      甲）住所 

         氏名                         印 

 

      乙）住所 

         氏名                         印 
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＜モデルフォーマット＞ 

 

  

 

校外実習評価表（給食の運営）  

 

病院・介護老人保健施設、社会福祉施設、事業所用 

令和〇〇年度  

 

校外実習評価表 

 

施設名   

施設長名 実習指導者名            印 

実施期間  令和〇〇年〇月〇日（月）～〇月〇日（金） 

 上記の期間、当施設において臨地実習に従事したことを証明する。  年  月  日 

 

評価の観点 
学生氏名 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

時間、指示、規則を守っていたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

身だしなみが実習に適切であったか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

挨拶・言葉遣いが適切であったか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

諸注意を守り節度・協調的態度であったか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

積極的に実習に取り緩んでいたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

仕事に責任惑をもっていたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

実習指導者への連絡・報告・記録を速やか

にできたか 
ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

実習目標は達成されたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

総合評価 ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

お気づきの点がございましたら、記入をお願い致します 

 

 

 

【記入上のお顛い】 

評価の欄（ABCDE）についは、以下の基準でお願い致します。 

  Ａ：大変優れている 

  Ｂ：優れている 

  Ｃ：普通である 

  Ｄ：やや努力が不足している 

  Ｅ：努力が足りない 
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＜モデルフォーマット＞ 

 

 

 

臨地実習評価表（臨床栄養学・給食経営管理論）  

 

病院・介護老人保健施設、社会福祉施設、事業所用 

令和〇〇年度  

 

臨地実習評価表 

 

施設名   

施設長名 実習指導者名            印 

実施期間  令和〇〇年〇月〇日（月）～〇月〇日（金） 

 上記の期間、当施設において臨地実習に従事したことを証明する。  年  月  日 

 

評価の観点 
学生氏名 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

時間、指示、規則を守っていたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

身だしなみが実習に適切であったか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

挨拶・言葉遣いが適切であったか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

諸注意を守り節度・協調的態度であったか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

積極的に実習に取り緩んでいたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

仕事に責任惑をもっていたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

実習指導者への連絡・報告・記録を速やか

にできたか 
ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

実習目標は達成されたか ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

総合評価 ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ ＡＢＣＤＥ 

お気づきの点がございましたら、記入をお願い致します 

 

 

 

【記入上のお顛い】 

評価の欄（ABCDE）についは、以下の基準でお願い致します。 

  Ａ：大変優れている 

  Ｂ：優れている 

  Ｃ：普通である 

  Ｄ：やや努力が不足している 

  Ｅ：努力が足りない 
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臨地実習評価表（公衆栄養学）  

 

令和〇〇年度 公衆栄養学臨地実習評価票 

 

実習生 
学生番号 氏名  

男 

女 

昭和 

   年  月  日生 

平成 

〇〇大学（令和  年度入学）  栄養学科  〇年 

実習先 

施設名  実習期間 
令和  年  月  日（ ） 

 ～     月  日（ ） 

指導者名  
事前指導日 令和  年  月  日（ ） 

事後指導日 令和  年  月  日（ ） 

出席状況 出勤日数   回 欠勤日数   回 遅刻回数   回 早退回数   回 

評価の観点 評価（〇でかこむ） 

1.人間的素質 
礼儀作法等などを含め、実習生としての自覚と責

任感をもって、積極的に取り組んでいたか 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

2.研究的態度 
調査研究・作成、指導など、謙虚に学ぼうとする

態度がみられたか 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

3.地域指導 
地域活動などの中で、積極的にかかわろうとする

熱意と情熱が見られたか 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

4.栄養指導 

栄養指導にかかわる基礎的な技術・能力を心得て

、指導案を作成したり、積極的に臨もうとする姿

勢が見られたか 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

5.給食施設指導 
施設・設備を含めた衛生・安全管理、並びに栄養

管理や給食事務の処理等に配慮ができていたか 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

6.勤務状況 

規則正しく、誠意を持って仕事に従事し、指導者

などの指導・助言に謙虚に従い、自己改善に努め

ていたか 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

7.公衆栄養活動 
公衆栄養学を踏まえた管理栄養士の目指す活動の

在り方や方向性が理解できたか 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

所

見

欄 

 総
合
成
績 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

所見欄には概評をお願いいたします，， 

【記入上のお願い】評価および総合成績（ABCDE）の欄については、以下の基準で評価をお願いいたします。 

Ａ 大変優れている    Ｄ やや努力が不足している 

Ｂ 優れている      Ｅ 努力が足りない 

Ｃ 普通である 

令和   年   月   日 

            施設名                

            施設長               印 
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各   論 
 

 

 

 

 

 

１ 栄養士養成における校外実習の「給食の運営」および管理栄養士養成における臨地実習の「臨床

栄養学」、「公衆栄養学」、「給食経営管理論」について、教育目標、実習の目的、具体的な目標

および実習施設・養成施設としてできることを例示しました。 

 

２ 実習日程例は、実際例等を参考として作成したものです。施設・設備・人等の条件によって変り

得るものです。実習施設と養成施設との事前協議を十分に行うことが必要であると考えています。 
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Ａ 校外実習「給食の運営」の考え方 
 

給食の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全で利用者に適した給食の提供を担う栄養士の養成 

校外実習（給食の運営） 

その他 医療施設 学 校 事業所 福祉施設 

給食の運営においては、給食業務を行うために必要な、食事の計画や調理を

含めた給食サービス提供に関する技術を修得する。 

課題発見（気づき）・問題解決 

 

☆実習施設での気づき 
 

〇給食は施設の目的、対象者の特性に応じて実施されていることに気づく。 

〇給食の計画では、考慮すべき点が多岐にわたっていることに気づく。 

〇業務が、計画通りに進まないことが多いことに気づく。 

〇給食施設のレイアウトが作業同線や衛生管理などの理にかなったものであ

ることに気づく。 

〇時間内に処理することの難しさと現場従事者の工夫などについて気づく。 

専門的知識と技術の統合 

 

☆養成施設で修得した様々な知識や技術を使う・観察する 
 

〇どのような法律に基づいて給食が提供されているかを学ぶ。 

〇献立の作成から栄養・食事管理、給食の提供までの弁連の業務に必要な知

識と技術を学ぶ。 

〇大量調理の特性と留意点を知り、生産（調理）作業にどのように反映され

ているかを学ぶ。 

〇衛生管理が給食の現場でどのように実施されているかを学習し、体験す

る。 

〇給食運営を行うための施設・設備管理、作業領域について学ぶ。 

実
習
科
目 

実
習
施
設 

最
終
目
標 

学
習
目
標
（
知
識
・
態
度
・
ス
キ
ル
）
／
行
動
目
標 
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★ できることをチェックしてください。 

 

Ａ 実習施設としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 実習施設の管理栄養士としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 行うことをチェックしてください。 

 

Ａ 養成施設として行うこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 学生自らが行うこと 
 

 

 

〔  〕給食施設内での学習や生産（調理）作業が行える場所を確保する。 

〔  〕給食運営に用いる各種帳票や資料の閲覧等を許可する。 

〔  〕献立作成から食事提供までの実務業務に携わる機会を与える。 

〔  〕校外実習指定施設として恒常的な受け入れを行う。受託給食施設の場合は、受け

入れ可否を給食会社（本社等）と調整する。 

〔  〕給食の運営全般について説明し実習させる。 

〔  〕厨房等で給食運営の実務を体験させ、その基本を指導する。 

〔  〕給食運営業務に用いる各種帳票や資料について説明する。 

〔  〕給食のコンピュータシステムの概要を説明し、作業の一部を実体験させる。 

〔  〕衛生管理全般について講話をする。 

〔  〕校外実習の前に専門知識や技術の基礎を習得させる。 

〔  〕事前学習に十分な時間をとり、予備知識と心構えを習得させる。 

〔  〕あらかじめ実習施設と十分に協議し、施設ごとの実習内容を調整する。 

〔  〕受託給食会社が運営する施設で実習させる場合は、委託側と受託側の関係を理解

させる。 

〔  〕社会人として常識的な行動をとるように指導する。 

〔  〕あらかじめ実習施設の概要等、特徴を調べておく。 

〔  〕実習施設での実習内容を予め把握し、予習や予備練習を行う。 

〔  〕同じ施設へ実習に行くメンバーと予め打ち合わせや勉強会を行う。 

〔  〕実習に向けて、研究課題のテーマ設定を行い、文献や資料を準備する。 

〔  〕何を学びたいか、明確な目的・目標をもって実習に臨む。 
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Ｂ 施設別の実習カリキュラムと実習日程例 

 

１ 病院・介護老人保健施設 

 

（１）校外実習「給食の運営」として実施する場合  

  医療の一環として、疾病の治療および進展防止という目的で行われる病院給食の特性を知り、そ 

の実施状況、特に栄養士によるクリニカルサービスとフードサービスマネジメントの状況を把握し

、一般食、特別食の調理（生産）作業を通して、給食サービス提供に関する技術を習得します。 

 

【実習の内容】 

  ① 医療関連施設における栄養部門業務全般について、基本的な理解を深める。 

  ② 献立の立案から配騰に至る一連の業務（全般または一部）を学習する。 

  ③ フードサーピスの視点からどのような工夫や技術が活用されているかを体験しながら学習す

る。 

  ④ 実習施設における食事オーダー管理がどのような体制やシステムで運営されているかを見学

し、学習する（食数管理、食事オーダー管理）。 

  ⑤ 特に、医療機関では食種が多く、また、介護老人保健施設では嚥下食等食事形態の要望等特

別に複雑な食事内容が要求される場合も少なくない。献立管理や調理作業上、どのように対応

しているのかを学習する（献立管理、食数管理、作業管理等）。 

  ⑥ 適時・適温配膳において、どのような機器や備品が用いられて作業が行われているかを学習

し、考察する（作業管理、温度管理、施設・備品管理等）。 

  ⑦ 衛生管理について、院内感染の予防、食中毒の予防等の観点から学習する。 

   （衛生管理、危機管理、HACCP等） 

 

 

 

 

実習テーマの例 
 

 

 

 ・ 食数把握システムの概要と特徴 

 ・ 噌好調査、喫食調査（残食調査） 

 ・ ITを活用した給食システムの概要と特徴 

 ・ HACCPにもとづく給食の衛生管理について施設面とソフト面の概要と特徴 

 ・ 食事温度の管理と現状 

 ・ 調理や盛り付け作業、ベルトコンベア作業における配膳作業  
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【病院・介護老人保健施設】 

実 習 日 程（例） 

校外実習「給食の運営」１単位（45時間） 

 

 

＊実習終了後、養成施設だけでなく実習施設へもレポートを提出することが望ましい。 

  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

◇施設の概要（組織・運営方針等の特徴説明） 

◇栄養部門業務の概要（栄養管理・給食管理等）2) 

 

１）実習概要・実習自

標・注意事項・自己

紹介・課題等 
2)患者の食事管理の

システムや栄養指導

の体制、栄養管理の

体制等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇給食施設の見学（施設・設備

・衛生対策等を含む） 

◇栄養部門の給食運営の概要説

明 

◇学生の実習テーマ・課題等確

認
3)
 

3)
 テーマは下表の個

人別実習テーマの例

を参照すること 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇実習施設における食事の種類

や献立に関する講義と献立立案

シミュレーション 

◇配膳作業の確認
４）

 

◇食数処理の体験（食事オーダ

ーの締め切りから、配膳に至る

までのオーダー情報の流れをフ

ローチャートとして模式化させ

てみる） 

４）
配膳作業は漠然と

見せるのではなく、

人の配置や温度への

気遣い等、個別に何

かに注目させて、考

えさせる。 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇食品の発注・検収 

◇作業管理 

◇配膳作業への参加 

◇昼食後の患者訪問 

◇患者訪問の報告会 

 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇衛生管理の実習 

◇衛生面の観点から、大量調理

衛生マニュアルにもとづく厨房

巡回実習 

◇夕食の調理作業への参加（配

膳まで行う） 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇給食管理におけるコンピュー

タシステムを基本としたＩＴ化

に関する講義と見学・実習
５）

 

◇食品管理等未実施項目の実施 

◇反省会 

５）
IT関連の経験に対

応できない施設は別

メニューでよい。 
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（２）校外実習「給食の運営」と臨地実習「臨床栄養学」を組合せて２単位以上の実習を行う場合 

  実際には「給食の運営」と「臨床栄養学」を組合せて、２単位以上の実習を計画する場合が多い

と考えられます。この場合は、「給食の運営」と「臨床栄養学」の内容を混在させて、実習計画を

立案します。 

 

【病院】 

実 習 日 程（例） 

校外実習「給食の運営」1単位＋臨地実習「臨床栄養学」１単位（90時間） 

 

 

＊   部分は〈給食の運営〉に関する実習  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

 

１）実習概要・実習自

標・注意事項・自己

紹介等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇施設の概要と特徴説明 

◇施設の見学 

◇講義：栄養部門業務の概要  

２日目 〇／〇 

（火） 

◇病院給食の献立の成り立ち 

◇配膳作業の見学 

◇食数処理の体験 

◇食事オーダーの確認 

 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇食品の発注・検収 

◇作業管理 

◇配膳作業への参加 

◇栄養指導やベッドサイド訪問

の準備 

担当患者を決める 

◇盛り付け実習 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇衛生管理の実習 ◇担当患者の摂食量調査 

◇チーム医療へのかかわり 

NSTや祷嬉対策チームミーティン

グ、ラウンド、病棟カンファレ

ンスへの参加 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇担当患者の栄養必要量の判定 ◇担当患者の摂食量調査・栄養

評価・栄養ケアプラン作成 

中間的な反省会 

◇盛り付け・配膳作業 ◇食事オーダー・食数の管理 

６日目 〇／〇 

（月） 

◇給食・院内におけるコンピュ

ータシステムの研修 

◇個別栄養指導の準備 
 

７日目 〇／〇 

（火） 

◇個別栄養食事指導の見学と指

導記録の作成 

◇今日の個別栄養食事指導の報

告書作成およびケースカンファ

レンス 

 

８日目 〇／〇 

（水） 

◇個別栄養食事指導の見学と指

導記録の作成 

◇担当患者ベッドサイド訪問 
 

◇食事オーダー問い合わせへの

対応 

 

９日目 〇／〇 

（木） 

◇集団栄養食事指導の見学と指

導記録の作成 

◇集団栄養食事指導についての

討論会 

 

◇食事の温度管理（適温給食に

向けて） 

10日目 〇／〇 

（金） 

◇担当患者のベッドサイド訪問

および栄養評価 

◇担当患者についてのアセスメ

ント報告会・反省会 

 

  報告書の作成（実習施設、養成施設それぞれに報告書を作成し、提 

出する） 
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【介護老人保健施設】 

実 習 日 程（例） 

校外実習「給食の運営」1単位＋臨地実習「臨床栄養学」1単位（90時間） 

 

 

＊   部分は〈給食の運営〉に関する実習 

 

 

 

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

 

１）実習概要・実習自

標・注意事項・自己

紹介等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇施設の概要と特徴説明 

◇施設の見学 

◇講義：栄養部門業務の概要  

２日目 〇／〇 

（火） 

◇高齢者給食の献立の成り立ち 

◇配膳作業の見学 

◇嚥下食作成作業の見学と盛り

付け補助 

 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇食品の発注・検収 

◇作業管理 

◇配膳作業への参加 

◇栄養指導やベッドサイド訪問

の準備 

担当患者を決める 

◇盛り付け実習 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇衛生管理の実習 ◇担当入所者の摂食量調査  

５日目 〇／〇 

（金） 

◇担当入所者の栄養必要量の判

定 

◇担当入所者の摂食量調査・栄

養評価・栄養ケアプラン作成 

中間的な反省会 

◇盛り付け・配膳作業 ◇食事オーダー・食数の管理 

６日目 〇／〇 

（月） 

◇給食・院内におけるコンピュ

ータシステムの研修 

◇入所者訪問の準備 
 

７日目 〇／〇 

（火） 

◇食事介助の見学と観察記録 ◇担当入所者訪問 
 

８日目 〇／〇 

（水） 

◇食事介助の見学と観察記録 ◇担当入所者の栄養ケアプラン

の確認と点検 

 

◇食事オーダー問い合わせへの

対応 

 

９日目 〇／〇 

（木） 

◇ＡＤＬ評価の基礎と実習 

 

◇ケースカンファレンス 
 

◇食事の温度管理（適温給食に

向けて） 

10日目 〇／〇 

（金） 

◇担当入所者のベッドサイド訪

問と食事介助 

◇担当入所者についてのケース

スタディ・反省会 

 

  報告書の作成（実習施設、養成施設それぞれに報告書を作成し、提 

出する） 
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２ 福祉施設 

 

（１）校外実習「給食の運営」として実施する場合 

  福祉施設は、社会生活を営む上で様々なサービスを必要としている高齢者、心身障碍者、生活困窮 

者などを対象に、援護、育成、更生を目的とした各種治療、訓練などを行う施設であり、児童福祉施 

設と社会福祉施設とに大別されます。福祉施設利用者は、児童、障害者、高齢者で、入所者の障害や 

程度は様々です。施設の給食は、集団を対象としているとはいえ、栄養アセスメントの方法、食事摂 

取の状況そして栄養改善のアプローチについてもここへの対応が必要です。また、入所者の健康の保 

持・増進を図り、疾病の進行を抑え機能回復を促すための適正な献立作成、調理方法を配慮すること 

が大切です。 

したがって、福祉施設における栄養・給食業務の意義や目的を理解し業務の概要を実践の場で学び 

ます。また、各種関係法規に基づいた栄養・給食管理の実際を学び、業務運営の実際を習得します。 

さらに、対象者の身体の機能や栄養状態などに応じた給食の配膳など福祉施設の食事の特徴について 

実習を通して学習します。 

 

【実習の内容】 

 ①実習施設の組織や運営の特徴、給食施設の特質、給食の目的、目標などを理解する。 

 ②給食業務の基本的な流れや福祉施設給食の特徴を把握する。 

③献立作成や栄養価算定、食材管理、調理（盛り付け、配膳を含む）、衛生管理など給食の基本業務 

を習得する。 

 

 

 

 

 

実習テーマの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 施設の概要と特徴 

 ・ 献立作成、食事形態（礁下調整食等）の工夫 

 ・ 行事食等の実施 

 ・ 現場の衛生管理の実際 

 ・ 嗜好調査の実施 
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【福祉施設】 

実 習 日 程（例） 

校外実習「給食の運営」１単位（45時間）の例 

 

 

＊実習終了後、養成施設だけでなく実習施設へもレポートを提出することが望ましい。 

  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

◇施設の概要（組織・運営方針等の特徴説明） 

◇実習テーマの確認 

１）実習概要・実習自

標・注意事項・自己

紹介・課題等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇管理者・関係者への挨拶 

◇給食施設の見学（施設・設備

・衛生対策等を含む） 

◇給食業務の流れ 

◇衛生管理の方法などの講話 

◇給食献立の成り立ち 

 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇食品の発注・検収 

◇作業管理 

◇配膳作業への参加 

◇給食業務の概要 

◇盛り付け補助 

◇考案メニューの確認 

 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇調理室実習 

（仕込み・調理・盛り付けなど

の一部を体験） 

◇食数管理 

◇栄養管理、食材管理等の帳簿

作成 

 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇調理室実習 

（仕込み・調理・盛り付けなど

の一部を体験） 

◇他職種連携 

◇嗜好調査 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇試作した献立や食育指導の報

告書の作成 

 

◇反省会  

  報告書の作成（実習施設、養成施設それぞれに報告書を作成し、提 

出する） 
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３ 学校 

 

（１）校外実習「給食の運営」として実施する場合 

  給食に関する実務について体験実習をさせるとともに、学校給食における業務が単なる給食の管

理にとどまることなく、子供の成長・発育段階に応じた栄養教育に関与している事への理解を深め

る必要があります。さらに児童・生徒と接する機会を設けて、子供の視線で給食を考えることによ

り栄養教諭・学校栄養職員への理解をより深めるものと思われます。 

 

 

【実習の内容】 

 ① 給食機構の概要、給食施設の特質、給食の目的、目標等を学習する。 

 ② 献立作成および栄養価算定、物資の選定、食材の発注、納品・検収・保管、調理、衛生管理、

アレルギ一対応等の給食実務について体験実習を行う。 

 ③ 食中毒、異物混入等を防止するために、現場では衛生管理、調理師・調理員の衛生教育をどの

ように行っているかを学習する。 

 ④ 調理師や調理員等の従業員との交流やコミュニケーションを図り、学校給食の課題等について

体験し、学び、考える機会とする。 

 ⑤ 給食の時間に児童・生徒たちと交流を深めたり、食に関する指導を行う等、学校給食について

多面的に考察する。 

 

 

 

 

実習テーマの例 
 

  ・ 学校給食施設の組織の概要と特徴 

 ・ 運営方式（単独調理場方式・共同調理場方式）の概要と特徴 

 ・ 献立作成のポイント（アレルギ一対応等） 

 ・ 献立作成委員会の概要（組織、内容） 

 ・ 物資選定委員会の概要（組織、内容） 

 ・ 現場の衛生管理の実際 

― 設置等の趣旨（資料） ― 178 ―



【学校】 

実 習 日 程（例） 

校外実習「給食の運営」1単位（45時間） 

 

 

＊実習終了後、養成施設だけでなく実習施設へもレポートを提出することが望ましい。 

  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 給食時間 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 
 

１）実習概要・実

習自標・注意事

項・自己紹介・

課題 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇管理者・関連者への

挨拶 

◇施設の概要と特徴説

明 

◇業務の概要 

◇給食施設の見学 

◇教室へ 

◇児童生徒の給食状況

の把握 

◇児童生徒と給食を通

してのふれあい 

◇衛生管理の概要 

◇栄養士の役割 

 

◇子どもの発達と栄養

教育に関する講義 

 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇給食管理 

・厨房業務（検収・調

理） 

◇厨房内の衛生管理 

◇教室へ 

◇児童生徒の給食状況

の把握 

◇児童生徒と給食を通

してのふれあい 

◇厨房業務（洗浄） 

◇栄養管理・献立管理

の方法 

◇安全衛生管理の方法 

 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇給食管理 

・厨房業務（調理） 

◇教室へ 

◇児童生徒の給食状況

の把握 

◇児童生徒と給食を通

してのふれあい 

◇厨房業務（残食調査

・洗浄） 

◇学校給食に適した献

立の作成実習 

◇校内放送の栄養講話

準備 

 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇給食管理 

・厨房業務（調理） 

◇教室へ 

◇児童生徒の給食状況

の把握 

◇児童生徒と給食を通

してのふれあい 

◇学校給食に適した献

立の作成実習 

◇校内放送の栄養講話

準備 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇給食管理 

・厨房業務（調理） 

◇教室へ 

◇児童生徒と給食を通

してのふれあい 

◇校内放送にて栄養講

話 

◇学校給食や食育に関

する討論会 

◇「給食の運営」のま

とめ 

◇反省会
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４ 事業所 

 

（１）校外実習「給食の運営」として実施する場合 

  事業所給食における栄養・給食業務の意義や目的を理解し、業務の概要を実践の場で学びます。

また、各種関係法規に基づいた給食管理の実際を学び、運営の実務を体験します。衛生管理を中心

に可能であれば、給食利用者のニーズを把握して給食の改善に繋がるよう、健康管理や栄養教育の

方法についてもあわせて学びます。 

 

 

【実習の内容】 

 ① 給食施設の概要、特性、給食の目的・目標等を学ぶ。 

 ② 献立作成、栄養価計算、原価管理、食材の発注、納品・検収・保管、下処理・調理、盛り付け

・配膳、提供サービスに至るまでの一連の実務業務（全般または一部）を体験し学習する。 

 ③ 大量調理の特性を理解し、調理作業、品質管理においてどのような工夫や技術が用いられてい

るかを体験し学習する。 

 ④ 適時・適温配膳の実施において、どのような施設・設備、機器・備品が用いられ、作業が行わ

れているかを観察し学習する。 

 ⑤ 食中毒、異物混入等を防止するために、給食の現場では、衛生管理、衛生教育をどのように行

っているかを学習する。（衛生管理、作業区分、危機管理、HACCP等） 

 ⑥ 調理師や調理員等の従業員との交流やコミュニケーションを図り、事業所給食の現状や課題等

について体験し、学び、考える機会とする。 

 ⑦ 喫食者アンケートや各種フェア・イベント等も可能であれば参加し体験する。 
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【事業所】 

実 習 日 程（例） 

校外実習「給食の運営」１単位（45時間） 

 

 

＊ 実習終了後、養成施設だけでなく実習施設へもレポートを提出することが望ましい。 

＊ 実習施設ごとに施設・設備、従事者数等の諸条件が異なるため、実習内容については施設側と 

十分に調整を図ることが望まれる。 

 

 

実習テーマの例 
  

 

 

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

◇施設の概要説明（組織・経営方針・クライアントとの関係） 

◇給食部門の業務について説明（運営方法・ルール等） 

 

１）実習概要・実習日

程・課題設定・諸注

意事項・自己紹介等 

 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇管理者・関係者への挨拶 

◇施設の見学 

◇衛生教育（施設ルール） 

◇厨房業務 

◇実習指導者による講話 

安全・衛生管理とHACCPの取り組

み 

◇実習ノートのまとめ 

◇実習課題の確認と対応 

テーマは下表の個人

別実習テーマの例を

参照すること 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習指導者による講話 

◇献立管理について 

◇実習ノートのまとめ 

◇実習課題の確認と対応 

 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習指導者による講話 

食材・原価管理について 

◇実習ノートのまとめ 

◇実習課題の確認と対応 

 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習指導者による講話 

生産管理について 

◇実習ノートのまとめ 

◇実習課題の確認と対応 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習ノートのまとめ 

◇反省会 

 

 ・ 給食現場の衛生管理を実施するための技術と工夫点 

 ・ 献立作成時のポイントと原価との調整 

 ・ 大量調理における調理、品質の標準化 

 ・ 適時・適温提供を行うためのハードとソフト 

 ・ 残菜調査による給食利用者ニーズの把握 

 ・ 調理・盛り付け・提供サービスにおける技術と工夫点 
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Ｃ 臨地実習「臨床栄養学」の考え方 

 

臨床栄養学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

傷病者の病態や栄養状態に応じた適正な栄養管理を担う管理栄養士の養成 

臨地実習（臨床栄養学） 

その他 医療施設 福祉施設 

臨床栄養学においては、傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた適切な栄

養管理を行う 

課題発見（気づき）・問題解決 

☆実習施設での気づき 

〇栄養状態不良の患者が多いことに気づく。 

〇患者にとって食事がいかに大切で楽しみなものであるかに気づく。 

〇患者への思いやりの気持ちをもった対応が必要であることに気づく。 

〇人により食事に対する考え方や感じ方が多種多様であることに気づく。 

〇予定外や予想外の出来事や要求に柔軟に対応する必要があることに気づ

く。 

〇医療において管理栄養士業務の大切さに気づく。 

〇入院から退院に至るまでの病状や栄養状態が刻々変化し、それに対応する

必要性に気づく。 

専門的知識と技術の統合 

☆養成施設で修得した様々な知識や技術を使う・観察する 

〇医療の場で実際にどのような栄養管理が行われているかを知る。 

〇栄養食事指導に必要な能力とはどのようなものか実体験から学ぶ。 

〇チーム医療・職種聞の連携について経験する。 

〇栄養評価・判定について実体験する。 

〇疾病やライフステージにより栄養管理が異なることを実際に観察する。 

〇栄養部門業務の全体像の概略を知る。 

〇施設組織と栄養部門の位置づけを知る。 

実
習
科
目 

実
習
施
設 

最
終
目
標 

学
習
目
標
（
知
識
・
態
度
・
ス
キ
ル
）
／
行
動
目
標 
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★ できることをチェックしてください 

 

Ａ 実習施設としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 実習施設の管理栄養士としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 行うことをチェックしてください 

Ａ 養成施設として行うこと 
 

 

 

 

 

 

Ｂ 学生自らが行うこと 
 

 

〔  〕栄養部門内での学習や作業が行える場所を確保する。 

〔  〕患者（入所者）との面談や栄養食事指導（相談）に同席する機会を与える。 

〔  〕カルテの一部内容閲覧・医師や看護師への質問の機会を与える。 

〔  〕回診・病棟巡回・症例検討会（カンファレンス）への参加の機会を与える。 

〔  〕患者（入所者）の摂食量の調査・アンケート調査を許可する口 

〔  〕栄養部門以外の会議室等の利用を認める。 

〔  〕臨地実習指定施設として’恒常的な受け入れを認める。 

〔  〕各種教室等への参加の機会を与える。 
 

※ 施設の状況により、「透析センター、リハビリ訓練室、健診センター、緩和ケアセン

ター、療養介護病棟等」についての説明と見学を認める。 
 

〔  〕患者（入所者）との面談や栄養食事指導（相談）に同席させて、指導する。 

〔  〕実習生を病棟やベッドサイドに同行させて、指導する。 

〔  〕栄養食事指導（相談）記録の記載はＰＯＳに基づきＳＯＡＰでの記載を指導す

る。 

〔  〕患者（入所者）の栄養アセスメント、ケアプラン、評価を指導する。 

〔  〕食事オーダーに関する業務について実習させる。 

〔  〕多職種との連携の在り方を説明する。 

〔  〕臨地実習の前に専門知識や技術の基礎を習得させる口 

〔  〕事前学習に十分な時間をとり、予備知識と心構えを習得させる。 

〔  〕実習施設と予め十分に協議し、施設毎に実習内容を調整する。 

〔  〕社会人として常識的な行動をとるように指導する。 

〔  〕あらかじめ実習施設の概要等情報収集を行い、施設の内容、特徴を調べておく。 

〔  〕実習施設での実習内容を予め把握し、予習や予備練習を行う。 

〔  〕同じ施設へ実習に行くメンバーと予め打ち合わせや勉強会を行う。 

〔  〕実習に向けて、研究課題のテーマ設定を行い、文献や資料を準備する。 

〔  〕何を学びたいか、計画的な目的・目標をもって実習に臨む。 
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Ｄ 施設別の実習カリキュラムと実習日程例 

 

１ 病院・介護老人保健施設 

 

（１）臨地実習「臨床栄養学」として実施する場合 

【実習の内容】 

 「臨床栄養学」では、傷病者を対象に栄養（食事）療法を基盤とした栄養管理について学習しま

す。 

  ① 外来・入院患者および入所者を対象とした栄養食事指導を見学し、学習する。 

  ② ベッドサイドへの訪問により、入院患者・入所者の栄養問題が実際に存在していることを把

握し考察する。 

  ③ 栄養アセスメント、（ケア）カンファレンス、栄養ケアプランの立案を学習する。 

  ④ チーム医療（ＮＳＴ、祷癒対策チーム等）の実際を見学し学習する。 

  ⑤ 医療スタップの一員として、患者。入所者への関わり方（対応やマナー等）や倫理観、全人

的医療について学習する。 

  ⑥ 入院患者・入所者に対する個別対応（栄養・食事面から）の実際を見学し学習する。 

  ⑦ 栄養食事指導や栄養管理の報告書、並びに診療録（カルテ）の実際を見学し学習する。 

  ⑧ ケーススタディ（事例研究法）の実際を見学し学習する。 

  ⑨ 病院・介護老人保健施設における栄養部門業務のあり方、実習施設の取り組みについて理解

を深める。 

 

【実習の日程】 

 次のページの例では、栄養管理並びにチーム医療等職種間の連携についての実習例を約１単位（45

時間）スケジュールにしています。２単位および３単位の実習では、１単位の実習項目に準拠した時

間配分を行います。実習期間によっては、病態と栄養状態の経時的変化についても実習が可能となり

ます。 

 また、各種チーム医療が稼動している施設では実習スケジュールに取り入れ、その実際について学

びます。 

 ここに示した事例は、「臨床栄養学」の臨地実習において、本来実施すべき項目を組み込んだもの

です。しかし、各実習施設において可能なもの不可能なものがあるはずです。たとえば、エネルギ一

代謝の実測等は困難な施設も多いと考えられます。この場合、各施設が実習施設としてふさわしくな

いと考える必要はありません。実習はできる範囲で行ってください。むしろ積極的に受け入れて、臨

床栄養業務の改善につなげていただきたいと考えます。 

 なお、「臨床栄養学」の臨地実習は介護老人保健施設においても実施が可能です。 
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【病院】 

実 習 日 程（例） 

臨地実習「臨床栄養学」１単位（45時間） 

 

 

＊ 実習終了後、養成施設だけでなく実習施設へもレポートを提出することが望ましい。 

 

 

 

 

 

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

 

１）実習概要・実習目

標注意事項・自己紹

介等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇施設の概要と特徴説明 

◇施設の見学 

◇講義：栄養部門業務の概要
２）

 ２）患者の食事管理、

栄養指導、栄養アセ

スメント等、栄養管

理のシステム。 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇栄養指導やベッドサイド訪問

の準備
３）

（担当症例の割り振り

・把握） 

 

◇摂食量調査（担当症例の把

握） 

◇担当患者についての謂査結果

報告と栄養必要量の判定
４）

（担

当症例検討会） 

３）
調査は個別に摂取

栄養量の算定を行

う。 
４）

身体計測やエネル

ギー消費量の実測を

行う。また、力ルテ

より身長、体重、疾

患等を考慮して計算

式等により栄養必要

量を求める。 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇栄養必要量判定と摂食量調査

による栄養評価（カルテ閲覧や

患者訪問
５）

による問診、また適

宜、主治医や看護師への相談の

必要性を体験する） 

◇摂食量調査 

◇食事オーダーの適正確認 

５）
患者からの喫食状

況を聞き取る（食事

への意見や補食の有

無等） 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇個人・集団栄養食事指導の見

学（指導記録や逐語録の作成実

習） 

◇ベッドサイド訪問（患者との

コミュニケーション実習） 

◇チーム医療へのかかわりNSTや

嬬嬉対策チームミーティング、

ラウンド、病棟カンファレンス

への参加 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇個人・集団栄養食事指導の見

学 

◇栄養・食事補給、栄養食事指

導による効果の評価（カルテの

血液・生化学検査成績、問診、

摂取栄養状況・身体計測、主治

医や看護師の診査等から総合評

価を実習する） 

◇摂食量調査のまとめと、栄養

アセスメント報告会（担当症例

報告会） 

◇反省会 
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臨地実習「臨床栄養学」における症例実習の組み立て例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当症例の割り振り 

（各個人または２～３人のグループで１人ないし２人の症例を担当することとする。事前に主治医

や看護部門、患者本人に充分に説明して了解を得ておくこと） 

担当症例の把握（栄養評価を含む） 

（例：患者の主治医や看護師に面会するとともにカルテの一部内容閲覧を行う。患者への面会許可

を得た上で面会し、挨拶する。症例の整理は一定の書式を決めておく。摂取栄養量調査等基本的な

栄養評価を行って、栄養ケアの基本方針を考えておく。） 

担当症例検討会 

学生が症例の説明と食事の内容を含めた栄養ケアの計画を発表し、実習指導担当者からアドバイス

を行う。１単位の実習ではここまでが精一杯と思われるので最終項目へ。 

経過観察 

２単位以上の実習の場合は経過観察を行う。患者とのコミュニケーションを取りながら、栄養管理

の効果を評価する。 

担当症例報告会 

 

 

 

「臨床栄養学」の臨地実習では、栄養アセスメントに基づく栄養ケア計画の立案・実施・評価の一

連の流れを体験学習することが最も重要である。ただし、現状ではそのすべてを充分に実習が可能

な施設は少ないと思われる。上記の流れを参考に、可能な部分だけでも実施できるように、実習内

容をアレンジして欲しい。 

各自テーマのプレ 

ゼンテーション 
ディスカッション 

まとめ 

（実習担当教員・実習指導担当者） 
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Ｅ 臨地実習「給食経営管理論」の考え方 

 

給食経営管理論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

栄養管理を踏まえた効果的な給食経営管理を担う管理栄養士の養成 

臨地実習（給食経営管理論） 

その他 医療施設 福祉施設 

「給食経営管理論」においては給食運営や関連の資源を総合的に判断し、栄

養菌、安全面、経済面全般のマネジメントを行う能力を養うこと 

課題発見（気づき）・問題解決 

☆実習施設での気づき 

〇喫食者ニーズ、メニュー、提供方法、サービスの多様性に気づく。 

〇嗜好調査等の情報収集の必要性とデータ分析の難しさについて気づく。 

〇給食は個人対応が目標であるが、集団を対象とした栄養管理においてどの

ような工夫がなされているかについて気づく。 

〇対象集団が抱える健康問題（生活習慣病等）に対応するため、栄養情報の

提供等栄養教育をどのように行っているかに気づく。 

〇業務は計画通りに進まないことが多いことに気づく。 

専門的知識と技術の統合 

☆養成施設で修得した様々な知識や技術を使う・観察する 

〇どのような法律に基づいて給食が提供されているかを学ぶ。 

〇給食業務の一連の流れを体験し、作業工程をさまざまな視点から観察す

る。 

〇衛生管理、衛生教育が実際にどのように行われているかを体験し、学習す

る。 

〇給食施設の組織には、どのような職種の人たちが関わっているか、相互の 

コミュニケーションをどのようにとっているか学ぶ。 

〇マーケティングの理論が、給食経営にどのように活用されているのかを知

る。 

実
習
科
目 

実
習
施
設 

最
終
目
標 

学
習
目
標
（
知
識
・
態
度
・
ス
キ
ル
）
／
行
動
目
標 
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★ できることをチェックしてください。 

 

Ａ 実習施設としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 実習施設の管理栄養士としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★行うことをチェックしてください。 
 

Ａ 養成施設として行うこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 学生自らが行うこと 
 

 

〔  〕給食施設内での学習、生産（調理）作業が行える場所を確保する。 

〔  〕配膳作業や喫食者への提供サービスが行える機会を与える。 

〔  〕給食経営管理業務に用いる各種帳票や資料の閲覧等を許可する。 

〔  〕給食利用者へのアンケート調査や栄養教育に参加する機会を与える。 

〔  〕献立作成から食事提供までの実務業務に携わる機会を与える。 

〔  〕給食経営管理論臨地実習指定施設として恒常的な受け入れを行う。受託給食施設

の場合は、受け入れ可否を給食会社（本社等）と調整する。 

〔  〕給食部門（栄養部門）の給食経営管理システムについて説明し実習させる。 

〔  〕管理栄養士の役割と関連業務について説明し、実習させる。 

〔  〕実習日程に基づいたテーマ別の講話をする。 

〔  〕厨房等で給食運営の実務を体験させ、課題発見や解決策を考えさせる。 

〔  〕給食のコンピュータシステムの概要を説明し、作業の一部を実体験させる。 

〔  〕メニュー戦略、衛生教育、栄養教育、経営方針等について説明する。 

〔  〕テーマ研究やアンケート調査、プレゼンテーションを通して、ディスカッション

する。 

〔  〕臨地実習の前に専門知識や技術の基礎を習得させる。 

〔  〕事前学習に十分な時間をとり、予備知識と心構えを習得させる。 

〔  〕あらかじめ実習施設と十分に協議し、施設ごとの実習内容を調整する。 

〔  〕受託給食会社が運営する施設で実習させる場合は、委託側と受託側の関係を理解

させる。 

〔  〕社会人として常識的な行動をとるように指導する。 

〔  〕実習終了後の報告会を計画し、実習施設からの参加を依頼する。 

〔  〕あらかじめ実習施設の概要等、特徴を調べておく。 

〔  〕実習施設での実習内容をあらかじめ把握し、予習や予備練習を行う。 

〔  〕同じ施設へ実習に行くメンバーと予め打ち合わせや勉強会を行う。 

〔  〕実習に向けて、研究課題のテーマ設定を行い、文献や資料を準備する。 

〔  〕何を学びたいか、明確な目的・目標をもって実習に臨む。 
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Ｆ 施設別の実習カリキュラムと実習日程例 

 

１ 病院・介護老人保健施設 

 

（１）臨地実習「給食経営管理論」として実施する場合 

【実習の内容】 

 ① 栄養部門業務全般について、基本的な理解を深め、部門業務がどのような経営ビジョンにより

運営されているかを考察する。（給食管理・栄養指導・臨床栄養管理、組織管理） 

 ② 給食経営管理の知識や技術が、給食の現場においてどのように生かされているかを学習する。

（マーケティング、経営管理） 

 ③ 個人の栄養アセスメントに基づいた、栄養管理を実施するにあたり、給食業務の合理化や標準

化の観点からどのような工夫や技術が活用されているかを体験しながら学習する。（マーケティ

ング、選択オーダー、業務分析等） 

 ④ 食事オーダー管理が特に複雑であることから、どのような体制やシステムで運営されているか

を見学し、学習する。（食数管理、食事オーダー管理） 

 ⑤ 食種が多く、個別に複雑な食事内容が要求される場合には、給食運営のシステムとして、この

ようなニーズにどのように対処しているかを学習し、考察する。（基本姿勢、業務体制・他部門

との連絡調整） 

 ⑥ 適時・適温配膳においてどのような機器や備品が用いられて作業が行われているかを学習し、

考察する。（作業管理、温度管理、施設・設備管理） 

 ⑦ 栄養指導や栄養管理業務を含め、栄養部門の業務が安定して遂行されるためには、どのような

工夫や合理化が行われてきたかを学ぶ。（組織・労務管理等） 

 ⑧ 衛生管理について、院内感染の予防、食中毒の予防等の観点から学習する。（衛生管理、危機

管理、ＨＡＣＣＰ等） 

 ⑨ 噌好調査や喫食量の調査等を実施し、実習施設における栄養・食事の課題等を検討する。 

 

 

実習テーマの例 
 

 

 

  

 ・ 病院給食システムにおけるＩＴ活用の概要と特徴 

 ・ ＨＡＣＣＰにもとづく給食の衛生管理について施設面とソフト面の概要と特徴 

 ・ 施設における食事等の温度管理 

 ・ 調理作業における人員配置と作業管理 

 ・ 管理栄養士・栄養士業務の分析 

 ・ 入院患者との面談やアンケートあるいは観察を通して病院給食における喫食者ニーズの分析 
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【病院】 

実 習 日 程（例） 

臨地実習「給食経営管理論」１単位（45時間） 

 

 

 ＊ 実習終了後、養成施設だけでなく実習施設へもレポートを提出することが望ましい。 

  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

◇施設の概要（組織・運営方針等の特徴説明） 

◇栄養部門業務の概要（栄養管理・給食管理等） 

１）実習概要・実習目

標・注意事項・自己

紹介・課題等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇給食施設の見学（施設備・衛

生対策等を含む） 

◇講義：講義：栄養部門業務の

概要
２） 

◇栄養部門の給食運営の概要説

明３）
 

◇学生の実習テーマ・課題等確

認
３）

 

２）患者の食事管理の

システムや栄養指導

の体制、栄養管理の

体制等 
3）テーマは下表の個

人別実習テーマの例

を参照すること 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇実習施設における給食経営管

理システムの理解①（施設側が

一方的に説明するだけでなく、

学生が計画してきた質問項目に

も答える。） 

 

◇実習施設における給食経営管

理システムの理解②
４）

（学生が

自らの理解に立って、経営管理

システムの全体像を描く 

 

4）
あらかじめ経営管

理システムの概要が

描けるように、事前

教育の段階で、基本

的なフォーマットを

作成しておく。 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇給食経営管理システムに関す

る発表会およびディスカッショ

ン 

◇学生各自のテーマ別活動。
５）

 
５）

テーマ別の活動に

おいては、それぞれ

のテーマに応じた資

料の提供等が必要と

なる 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇学生各自のテーマ別活動
５）

 

 

◇学生各自のテーマ別活動のま

とめ 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇テーマ別活動の成果報告会お

よび討論 

◇反省会  
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臨地実習「給食経営管理論」における個別テーマ設定と取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学生の打ち合わせ会 

（各個人または２～３人のグループでテーマの選定と実習指導担当者のアドバイス） 

テーマごとに、調査活動の実施（２日程度） 

（例：食事温度の管理と現状について ⇒ 施設・設備、作業動線と時間管理、保存方法、配

膳方法等多面的に実践的に調査し、温度管理の現状と課題について整理し考察する。 

調査のまとめ 

担当症例報告会 

 

 

 

「給食経営管理論」の臨地実習では、給食経営管理のマネジメントを行う管理栄養士の業務に触れ

て、単に給食の提供を機械的に行っているのではなく、それぞれの業務が有機的に関連し、創意工

夫、試行錯誤の繰り返しの中で、リーダーシップを発揮していることに気づくことが大切である。

各自のテーマは興味ある課題に取り組みながら、それらに気づくきっかけとなることが望まれる。 

各自テーマのプレ 

ゼンテーション 
ディスカッション 

まとめ 

（実習担当教員・実習指導担当者） 
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２ 社会福祉施設 

 

（１）臨地実習「給食経営管理論」として実施する場合 

  社会福祉施設における栄養・給食業務の意義や目的を理解し、給食業務のマネジメントについて

実践の場で学びます。特に実際の課題に即して問題解決を図ることや、入所者の食事ニーズへの対

応を考えながら、業務運営上の総合的マネジメントを学びます。 

  また、対象者の身体の機能や栄養状態等に応じた食事の提供方法等も併せて学ぶこととします。 

 

【実習の内容】 

  ① 栄養・給食業務の総合的マネジメント業務の運営方針と業務目標の設定 

  ② 各種業務の企画・立案、業務の運営に関わる会議の企画と運営 

  ③ 人事および労務管理や人材育成、職場教育 

  ④ 栄養部門における運営経費の把握と経営管理他部門および他職種との連絡調整 

  ⑤ アウトソーシング、リスクマネジメントの実際、調査・研究等 

 

 

 

 

実習テーマの例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 社会福祉施設での栄養管理と栄養教育の実際 

 ・ ＨＡＣＣＰにもとづく給食現場の衛生管理と工夫点 

 ・ 適時・適温提供を行うために必要なハードとソフト 

 ・ 生産（調理）における適正人員配置と調理作業の標準化 

 ・ 給食業務のコンピュータシステムについて（献立・発注・在庫管理の一元化） 
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【社会福祉施設】 

実 習 日 程 （例） 

校外実習「給食の運営」1単位＋臨地実習「給食経営管理論」１単位（90時間） 

 

 

＊   部分は〈給食の運営〉に関する実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

◇施設の概要（組織・運営方針等の特徴説明） 

◇栄養部門業務の概要【栄養管理・給食管理等】 

１）実習概要・実習自

標・注意事項・自己

紹介等 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇施設の概要と特徴説明 

◇施設の見学 

◇講義：栄養部門業務の概要  

２日目 〇／〇 

（火） 

◇高齢者給食の献立の成り立ち 

◇配膳作業の見学 

◇嚥下食作成作業の見学と盛り

付け補助 

 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇食品の発注・検収 

◇作業管理 

◇配膳作業への参加 

◇施設設備・衛生対策の概要  

◇盛り付け実習 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇衛生管理の実習 ◇入所者の摂食量調査 

◇適時・適温給食の提供 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇入所者の栄養必要量の判定 ◇入所者の摂食量調査・栄養評

価・栄養ケアプラン作成 

中間的な反省会 

◇盛り付け・配膳作業 ◇食事オーダー・食数の管理 

６日目 〇／〇 

（月） 

◇給食におけるコンピュータシ

ステムの研修 

◇給食経営管理システムの理解 

 

 

７日目 〇／〇 

（火） 

◇食事介助の見学と観察記録 ◇給食経営管理システムの理解 
 

８日目 〇／〇 

（水） 

◇食事介助の見学と観察記録 ◇生産（調理）における標準化 
 

◇食事オーダー問い合わせへの

対応 

９日目 〇／〇 

（木） 

◇学生各自のテーマ別活動 

 

◇災害対策・危機管理 
 

◇食事の温度管理（適温給食に

向けて） 

10日目 〇／〇 

（金） 

◇学生各自のテーマ別活動 ◇テーマの発表・反省会 
 

  報告書の作成（実習施設、養成施設それぞれに報告書を作成し、提 

出する） 
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３ 事業所 

 

（１）臨地実習「給食経営管理論」として実施する場合 

  事業所給食の目的、特徴を理解し、給食の運営と経営管理を総合的に組合せて行う給食マネジメ

ントの基本的事項を学習します。さらに事業所給食の場合、ほとんどが受託経営であるため、委託側

であるクライアントとの関係を理解するとともに限られた諸条件（施設・設備、経済性等）の中で、

どのように給食が提供されているか、栄養管理とコスト管理の両面からどのような経営戦略・経営努

力がなされ、調整しているかを実践的な体験を通して学びます。また、近年、事業所では特定健診・

特定保健指導制度の導入や健康日本２１（第２次）により、給食を活用した従業員（利用者）の健康

増進、生活習慣病対策が求められており、産業栄養指導者としての活躍も期待されています。このよ

うなことから、この実習では、事業所給食の管理栄養士の役割として、給食利用者の健康管理および

栄養教育を担うことを認識しつつ、栄養管理と経営管理の側面から給食事業をどのように行っている

かについて理解を深める機会とすることが望まれます。 

【実習の内容】 

  ① 給食施設の業務全般（栄養管理的側面と経営管理的側面を中心に）について基本的な理解を

深め、これらの業務がどのような経営理念e経営方針に基づいて運営されているかを考察する。 

  ② 給食経営管理の知識や技術が、給食の現場において、どのように活用されているかを学習す

る口栄養管理を行うにあたり、業務の合理化や標準化、コスト管理の視点から、どのような工

夫や技術、戦略が用いられているかを学習する。 

  ③ 給食運営部門（給食会社）の組織、業務内容、従事者の役割、コミュニケーションの取り方

について学習する。 

  ④ 適時⑩適温配膳の実施において、どのような施設。設備、機器・備品が用いられ、作業の標

準化が行われているかを観察し学習する。 

  ⑤ 事業所擁設では多様なメニュー、高度なサービスが求められることから給食の運営システム

が、これらのニーズにどのように対応しているかを学習し、考察する。 

  ⑤ 食中毒、異物混入等を防止するために、給食の現場では、衛生管理、衛生教育をどのように

行っているかを学習する。 

  ⑦ 給食利用者へのアンケート調査や残菜・残食調査等を通して、マーケティングの基礎を学ぶ

とともに品質評価や栄養・食事計画に対する課題等を発見し、考察する。 

  ⑧ 給食利用者への健康管理、栄養情報の提供、栄養教育の方法について考察し、提案する。 

  ⑨ 調理師や調理員等の従事者との交流やコミュニケーションを図り、事業所給食の現状や課題

等について体験し、学び、考える機会とする。 

実習テ一マの例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 事業所給食の栄養管理と栄養教育の実際 

 ・ ＡＢＣ分析による売れ筋メニューの抽出と考察 

 ・ ＨＡＣＣＰにもとづく給食現場の衛生管理と工夫点、 

 ・ 適時・適撮提供を行うために必要なハードとソフト 

 ・ 生産（調理）における適正人員配置と調理作業の標準化 

 ・ 給食業務のコンビュータシステムについて（献立・発注・在庫管理の一元化） 

 ・ 事業所給食における喫食者ニーズ、の把握と対応 
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【事業所】 

実 習 日 程（例） 

臨地実習「給食経営管理論」１単位（45時間） 

 

 

 ＊ 実習終了後、実習施設・養成施設それぞれに報告書を作成し、提出することが望ましい。 

 ＊ 実習施設ごとに施設・設備、従事者数等の諸条件が異なるため、実習内容については施設側と

十分に調整を図ることが望まれる。 

  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション１） 

◇施設の概要説明 

（組織・経営方針・クライアントとの関係） 

◇給食部門の業務について説明（運営方法・ルール等） 

 

１）実習概要・実習日

程・課題設定・諸注

意事項・自己紹介等 

 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇管理者・関係者への挨拶 

◇施設の見学 

◇衛生教育（施設ルール） 

◇厨房業務 

◇実習指導者による講話 

・安全衛生管理について 

◇デスクワーク 

・実習ノートの記入・まとめ 

◇実習テーマの確認 

実習テーマは下表の

実習テーマの例を参

照すること 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習指導者による講話 

・栄養管理・メニュー管理につ

いて 

◇デスクワーク 

・実習ノートの記入・まとめ 

・実習テーマ別活動（学習） 

実習テーマに応じた

資料の閲覧等は可能

な範囲で行う 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習指導者による講話 

・給食利用者の栄養教育・健康

管理について 

◇デスクワーク 

・実習ノートの記入・まとめ 

・実習テーマ別活動（学習） 

 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習指導者による講話 

・原価管理・組織管理について 

◇デスクワーク 

・実習ノートの記入・まとめ 

・実習テーマ別活動（学習） 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇朝礼参加（連絡・指示） 

◇厨房業務（検収・調理・盛り

付け・提供・後片付け等） 

◇実習ノートのまとめ 

◇反省会及び報告会 

・実習に対する成果と反省 

・テーマ別活動の成果報告 
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臨地実習「給食経営管理論」における個別テーマ設定と取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学生の打ち合わせ会 

（各個人または２～３人のグループでテーマの選定と実習指導担当者のアドバイス） 

テーマごとに、調査活動の実施（２日程度） 

例：食事温度の管理と現状について ⇒ 施設・設備、作業動線と時間管理、保存方法、配膳

方法等多面的に実践的に調査し、温度管理の現状と課題について整理し考察する。 

調査のまとめ 

担当症例報告会 

 

 

 

「給食経営管理論」の臨地実習では、給食経営管理のマネジメントを行う管理栄養士の業務を観察

・体験し、単に給食の提供を機械的に行っているのではなく、経営資源（人・物・金・情報等）を

活用しながら、栄養管理の有効性と経営管理の効率性を両立させるために、さまざまな業務を有機

的に組合せながら、試行錯誤、創意工夫を繰り返す中で、コミュニケーション力・企画提案力を身

につけ、リーダーシップを発揮していることに気づくことが大切である。実習テーマは、各自が興

味のある課題に取り組みながらも、最終的にはそのことに気づくきっかけとなることが望まれる。 

各自テーマのプレ 

ゼンテーション 
ディスカッション 

まとめ 

（実習担当教員・実習指導担当者） 

― 設置等の趣旨（資料） ― 196 ―



Ｇ 臨地実習「公衆栄養学」の考え方 

 

公衆栄養学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域住民の健鹿づくり及び栄養・食生活の改善を担う管理栄養士の養成 

臨地実習（公衆栄養学） 

保健所・保健センター 

「公衆栄養学」においては、地域や職域等における保健・医療・福祉・介護

システムの栄養関連サービスに関するプログラムの作成・実施・評価を総合

的にマネジメントする能力を養う 

課題発見（気づき）・問題解決 

☆実習施設での気づき 

〇地方公共団体（県既特別区・市町村）や国単位で健康盛栄養問題を考えることの必要性

に気づく。 

〇健康・栄養調査結果などの各種調査結果を収集随整理し、総合的な分析による地域診断

の必要性と難しさについて気づく。 

〇高齢化の一層の進展に伴い、在宅療養者など食の問題を抱え、様々な栄養関連サービス

を必要とする人が多いことに気づく。 

〇保健・医療・福祉および介護領域などのほか、農政、産業振興、環境保全などの多領域

との有機的かつ効果的な仕組みづくりを進めることの必要性に気づく。 

〇住民の主体的な参加の重要性と難しさに気づく。 

〇地域診断の結果から地域の優先的な健濠包栄養課題を明確にし、課題の解決に向け、計

画の立案・実施・評価のマネジメントサイクルに基づき施策を推進することの重要性に気

づく。 

専門的知識と技術の統合 

☆養成施設で修得した様々な知識や技術を使う・観察する 

〇法律に基づいて地方公共団体では健康・栄養行政における様々な施策が実施されている

ことを知る。 

〇保健師等の他職種との連携や組織内での管理栄養士の立場と役割」について体験する。 

〇住民への栄養・食生活の改善に関連する様々なサービス事業を体験する。 

〇事業計画の立案魁実施a評価に関するマネジメントサイクルのシミュレーションを体験

する。 

〇「健康日本21」「食育基本計画」等の国の施策が、地方公共団体でどのように計画、施

策化、実践されているのかを学ぶ。 

〇地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針を踏まえ

、地方公共団体が行っている具体的な施策の基本指針での位置づけと必要について学ぶ。 

実
習
科
目 

実
習
施
設 

最
終
目
標 

学
習
目
標
（
知
識
・
態
度
・
ス
キ
ル
）
／
行
動
目
標 
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★できることをチェックしてください。 

 

Ａ 実習施設としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ実習施設の管理栄養士としてできること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★行うことをチェックしてください。 

 

Ａ 養成施設として行うこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 学生自らが行うこと 
 

 

〔  〕所内での学習や作業が行える場所を確保する。 

〔  〕所内における面談や栄養相談に同席する機会を与える。 

〔  〕所内で保管している指導記録・事業計画案等資料の閲覧を許可し、他職種（医師

、保健師等）への質問の機会を与える。 

〔  〕所外で実施する巡回訪問や健康教室等への参加の機会を与える。 

〔  〕研究課題に必要な住民へのアンケート調査を許可する。 

〔  〕栄養行政における保健所・保健センタ一等の役割について説明する。 

〔  〕関連法律、関連計画、栄養施策、地域診断等について説明する。 

〔  〕栄養指導や保健指導等に同席させて、観察及び実習させる。 

〔  〕訪問栄養指導や特定給食施設指導等に同行させて、観察及び実習させる。 

〔  〕栄養指導記録や事業実施報告等の作成について指導し、実習させる。 

〔  〕事業計画の模擬立案（シミュレーション）を指導し、実習させる。 

〔  〕研究課題に必要な住民アンケート調査を支援する。 

〔  〕保健師等との連携の在り方について説明する。 

〔  〕臨地実習の前に専門知識や技術の基礎を習得させる。 

〔  〕事前学習に十分な時間を取り、予備知識と心構えを習得させる。 

〔  〕実習施設が保健所（県・保健所設置市・特別区）または、保健センター 

   （特別区・市町村）により業務の基本指針が異なることを確認する。 

〔  〕社会人として常識的な行動をとるように指導する。 

〔  〕実習終了後の報告会を計画し、実習施設からの参加を依頼する。 

〔  〕実習終了時の報告会を実施するとともに、実習施設からの参加を依頼する。 

〔  〕あらかじめ実習施設の概要等情報収集を行い、施設の内容、特徴を調べておく。 

〔  〕実習施設での実習内容を予め把握し、予習や予備練習を行う。 

〔  〕同じ施設へ実習に行くメンバーと予め打ち合わせや勉強会を行う。 

〔  〕実習に向けて、研究課題のテーマ設定を行い、文献や資料を準備する。 

〔  〕何を学びたいか、計画的な目的・目標を持って実習に臨む。 
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Ｈ 施設別の実習カリキュラムと実習日程例 

 

１ 保健所・保健センター 

  公衆栄養分野の臨地実習においては、地域における行政栄養士（地方公共団体において地域住民

に対する栄養指導等に従事する管理栄養士等をいう。以下同じ。）による健康づくりおよび栄養・

食生活の改善に関する施策が、法律に基づいて実施されていることを理解させることが必要です。 

  平成25年度から開始された健康日本２１（第二次）の推進に当たり、「地域における行政栄養士

による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針（健が発0329第４号平成25年３月29日付け厚

生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知）」が定められ、都道府県、保健所設置市および特別

区、保健所設置市以外の市町村の３つの区分により、それぞれの基本的な考え方とその具体的な内

容が示されています。 

  この基本指針を踏まえ、保健所・保健センターを設置する地方公共団体により、それぞれが果た

す役割が異なることから、各地方公共団体により実習内容が異なります。 

  また、行政栄養士は、健康・栄養問題を取り巻くさまざまな情報を収集し、総合的な分析を通し

て、地域の優先的な健康課題を明確にするとともに、その背景にある食事内容、食習慣および食環

境を特定し、改善に取り組むための体制の確保に努めていると思います。 

  さらに、栄養・食生活の改善が、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、子どもや高齢者の

健康、社会環境の整備の促進に関わることから、健康づくりや栄養・食生活の改善の重要な担い手

として行政栄養士の役割は重要となってきていることを学生に理解させることが大切と思います。 
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＜参考＞ 

地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針の構造 

（厚生労働省健康局がん対策健康増進課栄養指導室資料） 

 

 

 健康・栄養行政に関する実習には、次のような項目が考えられます。保健所は都道府県と保健所設

置市および特別区、市町村保健センターは保健所設置市および特別区とそれ以外の市町村で、行政栄

養士の役割および業務内容に違いがあり、管轄地域にも特性がありますので、実習施設の状況に応じ

て実習計画を立案します。 

 特に、健康日本２１（第２次）では、医療費の適正化等、持続可能な地域社会の実現に向け、予防

可能な疾病の発症予防および重症化予防の徹底を図るために、多職種と協働できる調整能力等のマネ

ジメント能力が要求されています。 

 また、健康・栄養課題の明確化とPDCAサイクルに基づく施策を推進するために、地域診断や政策立

案ができる能力が必要となります。 

 

  

都道府県 保健所設置市及び特別区 市町村 

（１）組織体制の整備 

（２）健康・栄養課題の明確化とPDCAサイクルに基づく施策の推進 

（３）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底のための施策の推進 

（４）社会生活を自立的に営むために必要な機能の維持及び向上のための施策の推進 

市町村の状況の差に関する情報

の収集・整理・還元する仕組み

づくり 

①次世代の健康 

②高齢者の健康 

①次世代の健康 

②高齢者の健康 

（５）食を通じた社会環境の整備の促進 

①特定給食施設における栄養管

理状況の把握及び評価に基づく

指導・支援 

②飲食店によるヘルシーメニュ

ー 

 

③地域の栄養ケア等の拠点の整

備 

④保健、医療、福祉及び介護領

域における管理栄養士・栄養士

の育成 

⑤健康増進に資する食に関する

多領域の施策の推進 

⑥健康危機管理への対応 

①特定給食施設における栄養管

理状況の把握及び評価に基づく

指導・支援 

②飲食店によるヘルシーメニュ

ーの提供等の促進の提供等の促

進 

③保健、医療、福祉及び介護領

域における管理栄養士・栄養士

の育成 

④食育推進のネットワークの構

築 

⑤健康危機管理への対応 

 

 

 

 

 

 

①保健、医療、福祉及び介護領

域における管理栄養士・栄養士 

 

②食育推進のネットワークの構

築 

③健康危機管理への対応 
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（１）保健所における実習カリキュラム 

 

  １）組織体制・管内の現状 

  ２）公衆衛生行政の概要（保健所の役割） 

  ３）管理栄養士の業務の概要、関連法規（法的根拠） 

  ４）健康・栄養課題の明確化とPDCAサイクル 

   ① 地域における実態把握、分析、課題の明確化 

   ② 課題の解決に向け計画の立案・施策化 

   ③ 施策を評価するための目標設定・評価の実施 

  ５）生活習慣病の発症予防と重症化予防、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

   ① 専門的な栄養指導、食生活支援 

   ② 食生活改苦推進員等に係るボランティア組織の育成や活動の支援 

   ③ 関係機関および団体（患者会等）との連携 

  ６）食を通じた社会環境の整備 

   ① 特定給食施設における栄養管理状況の把握および評価に基づく指導・支援 

   ② 飲食店によるヘルシーメニューの提供等の促進（食環境の整備） 

   ③ 地域の栄養ケア等の拠点の整備 

   ④ 保健、医療、福祉および介護領域における管理栄養士・栄養士の育成 

   ⑤ 健康危機管理体制の整備（市町村や関係機関等との調整・支援体制） 

   ⑥ 健康増進に資する食に関する多領域の施策との連携 

  ７）市町村との連絡調整および栄養・食生活の改善ための技術的な支援 
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（２）市町村保健センタ一等における実習カリキュラム 

 

  １）組織体制・管内の現状 

  ２）公衆衛生行政の概要（市町村保健センターの役割） 

  ３）管理栄養士の業務の概要、関連法規（法的根拠） 

  ４）健康・栄養課題の明確化とPDCAサイクル 

   ① 地域における実態把握、分析、課題の明確化 

   ② 課題の解決に向け計画の立案・施策化 

   ③ 施策を評価するための目標設定・評価の実施 

  ５）生活習慣病の発症予防と重症化予防や社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

   ① 特定健診・特定保健指導、健康教室 

   ② 次世代の健康（乳幼児健診、母子・学童・思春期への栄養教育・栄養指導） 

   ③ 高齢者の健康（健康増進、介護予防、訪問栄養指導・食生活支援） 

   ④ 食生活改善推進員等に係るボランティア組織の育成や活動の支援 

   ⑤ 関係機関および団体（患者会等）との連携 

  ６）食を通じた社会環境の整備 

   ① 保健、医療、福祉および介護領域における管理栄養士・栄養士の育成 

   ② 食育推進のネットワークの構築（関係部局との調整、連携） 

   ③ 健康危機管理体制の整備（都道府県や関係機関等との調整・支援体制） 

  ７）保健所（都道府県）との連絡調整および栄養・食生活の改善ための協働・連携 

  ８）人材の育成と活用（地域活動栄養士の育成と活用） 
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令和〇〇年度管理栄養士臨地実習（保健所）について 

～実習の効果を上げるために～ 

〇〇県〇〇保健所 

 

１ 実習で学んでほしいこと 

・ 公衆栄養活動の目的と実際の業務内容を理解する。 

 ・ 保健所のおこなう健康づくり司栄養改善事業の目的を理解する。 

 ・ 保健所の役割を理解する。 

 ・ 栄養指導員の役割と業務を理解する。 

 ・ 公衆栄養活動の保健所（都道府県債保健所設置市・特別区）と保健センター（保健所設置市

及び特別区保健所を除く区市町村）の役割の違いを理解する。 

 ・ 実習先保健所管内の状況を理解する。（地域診断の重要性を理解し、問題点の把握、対応方

法を理解する。） 

 ・ 行政栄養士の役割、業務内容を理解する。 

 ・ その他、広い視野を持って公衆衛生、公衆栄養の実際を理解する。 

※ ５日間の実習力リキュラムは、上記の事項を学んでもらうことにより、最大限の実習効果が上

がるように各自事前学習を行い実習に参加すること。 

 

２ 自主学習 

 ・ 自主学習に割り当てられた時間は、課題レポート作成にあたること。 

 ・ 必要な資料については、実習担当行政栄養士に申し出ること。 

 ・ 実習効果を上げるために、自主学習の時閣を有効活用すること。 

 ・ 実習生相互に積極的に情報交換、意見交換を行い、自らの知識の向上に努めること。 

 

３ 課題レポート 

 ・ 実習最終日に課題レポートを提出し、反省会の席で口頭により報告をすること。 

 ・ 課題レポート及び報告は、実習評価判定の対象となる。 

 ・ 課題レポート 

   テーマ：（例）「保健所の公衆栄養活動の役割とは」 

   様式：特に定めないが、Ａ４版５～10枚程度が望ましい。 

   資料：必要な資料を集め、添付する。 

   ※ 提出された課題レポートについては、養成校に送付する。 

 

４ 注意事項 

 ① 実習時間 

  ・ ８：30～17：00とする。（遅刻，欠席については、担当者に８：30までに連絡する。） 

 ② 態度 

  ・ 実習に望ましい服装であること。 

  ・ あいさつを心がけること。 

  ・ 名札は常につけること。 

  ・ 担当者の指示に従うこと。 

  ・ 来所者が多いので、対応に配慮すること。 

 ③ 昼休みの過ごし方 

  ・ 昼食は、決められた部屋でとること。 

  ・ 昼休み時間は、原則として12：00～13：00 

  ・ 外出するときは、担当者に申し出ること。 

 ④ その他 

  ・ 実習にあたり、担当者の指示に従うこと。 

  ・ 疑問点や分からないことは、遠慮なく担当者に質問すること。 
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【保健所】             実 習 日 程（例） 

臨地実習「公衆栄養学」１単位（45時間） 

 

 

 ＊ 時期によっては、国民（県民）健康・栄養調査等の見学や保健所主催による普及啓発活動・ 

イベント（食育週間・禁煙週間・健康増進月間・健康まつり等）への参加を計画する。 

 ＊ 保健所で実習できる当該事業がない時期は、市町村の協力を得て、栄養・食生活改善事業に 

おいて実習できるよう調整する。 

＊ 実習終了後のレポートの作成についても指導、助言を行うことが望ましい。 

【レポート作成上の注意】 

 １）テーマ：実習から学んだことをテーマとする。（例）「保健センタ一行政栄養士の公衆栄養活

動の役割とは」 

 ２）様式：縦Ａ４サイズ，横書き，５枚～10枚 

 ３）添付資料：必要がある場合は、添付できる資料を提供する 

 ４）その他：作成したレポートは、写しを養成校並びに実習施設に提出する。  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション 

 

オリエンテーション

実習にあたっての心

構えや留意点・準備

について 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇保健所の組織体制・業務の概

要 

◇管内の概要（人口、疾病、医

療費等の構造や健康・栄養課題

を含む） 

◇行政栄養士の業務について 

（基本指針と各地方公共団体の

役割と施策） 

◇実習で学びたいことについて

の意見交換等 

 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇〇〇課（管理栄養士所属）の

概要（保健師等他職種の業務内

容を含む） 

◇保健所の行政栄養士の業務の

概要（地域診断・専門的栄養指

導・特定給食施設指導、食環境

整備等の具体的な事業の紹介を

含む） 

◇食に関わる様々なボランティ

ア活動の見学・参加 

◇課題検討（市町村の栄養・食

生活改善事業への参加に向けて

、または〇〇県の栄養・食生活

の課題の検討等） 

食生活改善推進員等

のボランティアや食

育推進リーダ一等の

養成も含む 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇市町村の栄養・食生活改善事業の見学・参加 

 準備から集団・個別の栄養教育の実際を体験する 

 （成人・高齢者関係事業：特定保健指導・糖原病予防教室・骨粗

鬆症予防教室・介護予防教室・健康まつり等） 

市町村の行政栄養士

と事前に調整し、保

健所から市町村に依

頼文書を出す 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇市町村の栄養・食生活改善事

業の見学・参加 

（母子関係事業：両親学級・乳

幼児健診・離乳食講習会等） 

◇専門的栄養指導（教室）の見

学・参加 

（糖尿病友の会、消化器難病の

つどい等） 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇特定給食施設従事者研修会に

参加 

◇調理師再教育講習会に参加 

◇実習のまとめ・反省会 

（これからの行政栄養士のあり

方を踏まえて） 

※参加者：保健所関係職員 

     市町村担当職員 
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【市町村・特別区保健センター】    実 習 日 程（例） 

臨地実習「公衆栄養学」１単位（45時間） 

 

 

＊実習終了後のレポートの作成についても指導、助言を行うことが望ましい。 

【レポート作成上の注意】 

 １）テーマ：実習から学んだことをテーマとする。 

  （例）「保健所行政栄養士の公衆栄養活動の役割とは」 

 ２）様式：縦Ａ４サイズ，横書き，５枚～10枚 

 ３）添付資料：必要がある場合は、添付できる資料を提供する 

 ４）その他：作成したレポートは、写しを養成校並びに実習施設に提出する。  

日 程 月 日 
実習内容 

備 考 
午  前 午  後 

 〇／〇 

（ ） 

◇オリエンテーション 

 

オリエンテーション

実習にあたっての心

構えや留意点・準備

について 

１日目 〇／〇 

（月） 

◇部門内、関連部署への挨拶 

◇保健センターの組織体制・業

務の概要 

◇市町村の概要（人口、疾病、

医療費等の構造や健康・栄養課

題を含む） 

◇行政栄養士の業務について 

（基本指針と各地方公共団体の役

割と施策） 

◇実習で学びたいことについての

意見交換等 

 

２日目 〇／〇 

（火） 

◇母子保健事業の概要（目的・

実施方法・内容・保健師等他職

種との連携体制を含む） 

◇健康づくり事業の概要 

（健康課題やターゲット層の明

確化・企画立案・予算・関係団

体や機関との連携を含む） 

◇乳幼児健診の見学・実習 

健康診査業務の見学 

集団・個別栄養指導の実習 

◇カンファレンス 

事業の反省と評価 

食生活改善推進員等

のボランティアや食

育推進リーダ一等の

養成も含む 

３日目 〇／〇 

（水） 

◇保健所の栄養・食生活改善事業の見学・参加 

 保健所の組織体制・業務の概要 

 （地域診断・専門的栄養指導・特定給食施設指導、食環境整備等の

具体的な事業の紹介を含む） 

保健所（都道府県）

の行政栄養士と事前

に調整し、市町村か

ら保健所に依頼文書

を出す 

４日目 〇／〇 

（木） 

◇特定健診・特定保健指導の概

要（目的・実施方法・内容・保

健師等多職種との連携体制を含

む） 

◇介護予防事業の概要（介護予

防事業での栄養・食生活支援と

保健師等の多職種との連携体制

を含む） 

◇特定健診・特定保健指導の見学

・実習 

健康診査業務の見学 

集団・個別栄養指導の実習 

◇カンファレンス 

事業の反省と評価 

 

５日目 〇／〇 

（金） 

◇食生活改善推進員養成講座や

食に関わる様々なボランティア

活動の見学・参加（男性料理教

室・介護予防教室・親子の食育

教室研修会等の講義及び調理実

習への参加を含む） 

◇実習のまとめ・反省会 

（これからの行政栄養士のあり方

を踏まえて） 

※参加者：保健センター関係職員 

     保健所担当職員 
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臨地実習「公衆栄養学」における健康教育実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習指導担当者と学生の打ち合わせ会 

 ・ 実習を行う教室の背景（栄養・食生活の課題等）やテーマ（目的）を説明する。 

 ・ 教室運営の役割分担（他職種との連携も含む）を検討する。 

 ・ 教室で実習する内容を決定する。 

準備作業 

 ・ 教室の実習で使用する媒体の確認（内容も含む）、準備をする。 

 ・ プレゼンテーション、展示物等を活用して、視覚的な工夫や参加型のプログラムによる

教育効果が得られるような媒体も検討する。 

 ・ 媒体の準備、実習で、の役割分担について確認する 

教育実習練習 

 ・ 学生が主体となり、教室の実習の練習を行う。 

 ・ 実習指導担当者は、実習内容について、アドバイスをする。 

 ・ アドバイスを踏まえ、学生は実習内容を見直し、再度、実習練習を行う。 

当日健康教室での教育実習 

 

 

 

「公衆栄養学」の教育実習は、対象者や教育方法により様々な場面で実施できるが、上記例は住民

を対象として健康教室の集団指導を想定した教育実習である。 

 講義やプレゼンテーションだけでなく、調理実習等の参加型の集団指導を導入することで参加者

とのコミュニケーションもとれ、教育実習の成果も期待できる。 

導入 

（実習指導担当者） 

展開 

（学生） 

まとめ 

（実習指導担当者） 
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実習受⼊れ先⼀覧

臨地
実習
Ⅰ

臨地
実習
ⅢA

臨地
実習
ⅢB

臨地
実習
Ⅳ

３年次 ３年次 ３年次 ４年次 ３年次 ４年次 ４年次

８～９月 ８～９月 ３月 ８～９月 ８～９月 ８～９月 ９～10月

１単位 １単位 １単位 １単位 １単位 ２単位 １単位

◎
医療法人社団浅ノ川
金沢脳神経外科病院

石川県野々市市郷町262-2 2 2

◎
医療法人社団中央会
金沢有松病院

石川県金沢市有松5丁目1番7号 1～2 1～2

◎
医療法人明仁会
かないわ病院

石川県金沢市普正寺町9-6 2 2

◎
社会福祉法人 松寿園
特別養護老人ホーム　松寿園

石川県小松市向本折町ホ31番地 4 4

◎
医療法人社団　洋和会
介護老人保健施設　あんじん

石川県野々市市新庄2丁目30番地 2 2

◎ 社会福祉法人 陽風園 石川県金沢市三口新町1丁目8番1号 4 4

○ ○ ○
社会福祉法人 陽風園
特別養護老人ホーム　第二万陽苑

石川県金沢市大桑町中ノ大平18番地25 2

○ ○ ○
社会福祉法人 陽風園
特別養護老人ホーム　第三万陽苑

石川県金沢市三小牛町24の3番地1 2

◎
社会福祉法人富樫福祉会
特別養護老人ホーム　富樫苑

石川県野々市市中林4丁目62番地 2 2

◎
社会福祉法人 眉丈会
特別養護老人ホーム 戸室和楽ホーム

石川県金沢市俵町コ1番地1 2 2

◎
医療法人積仁会岡部病院
介護老人保健施設　あっぷる

石川県金沢市長坂町チ部15番地 2 2

○ ○ ○
社会福祉法人眉丈会
特別養護老人ホーム　眉丈園

石川県羽咋市的場町稲荷山出口26番地2 2

○ ○ ○
社会福祉法人眉丈会
特別養護老人ホーム　金澤五番丁

石川県金沢市下本多町5番丁14番地 5

◎
社会福祉法人 相生会
特別養護老人ホーム あかしあ荘

石川県かほく市白尾タ220番地 2 2

◎
社会福祉法人石川県社会福祉事業団
老健ホームいしかわ

石川県金沢市忠縄町144番地1 2 2

◎ 介護老人福祉施設　第二松寿園 石川県小松市月津町ヲ95番地 2 2

○ ○ ○ Ⅰ
社会福祉法人福寿会
特別養護老人ホーム福寿園

石川県白山市山島台4-100 3 3

○ ○ Ⅰ
社会福祉法人つくしの会
障害者支援（自閉症療育）施設はぎの郷

石川県河北郡津幡町字別所へ１番地 2 2

○ ○ ○
社会福祉法人 梅光会
梅光保育園

石川県金沢市石引4丁目6番1号 4

○ ○ ○
社会福祉法人聖霊病院
認定こども園聖霊こども園

石川県金沢市長町1丁目5番43号 2

○ ○ ○
社会福祉法人小立野善隣館
小立野善隣館こども園

石川県金沢市小立野5丁目1番5号 2

○ ○ ○
社会福祉法人和光会
幼保連携型認定こども園和光

石川県野々市市扇が丘15番5号 2

○ ○ ○
社会福祉法人わかば保育園
わかばこども園

石川県金沢市西大桑町7番5号 2

○ ○ ○
社会福祉法人　ひまわり保育園
 ひまわりこども園

石川県金沢市横川3丁目33番地 2

○ ○ ○
社会福祉法人　吉竹福祉会
のしろこども園

石川県小松市北浅井町1号25番地 1

○ ○ ○
社会福祉法人　吉竹福祉会
よしたけこども園

石川県小松市吉竹町ぬ47 1

○ ○ Ⅰ エム・コックサービス株式会社 石川県野々市市柳町77 20 10

◎
独立行政法人 国立病院機構
医王病院

石川県金沢市岩出町二73番地1 6 6

◎
学校法人金沢医科大学
金沢医科大学病院

石川県河北郡内灘町大学１丁目１番地 8 8

◎
国立大学法人金沢大学
金沢大学附属病院

石川県金沢市宝町13番1号 2 2

◎ 公立能登総合病院 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4 2 2

◎
学校法人金沢医科大学
金沢医科大学病院氷見市民病院

富山県氷見市鞍川1130番地 2 2

◎ 市立砺波総合病院 富山県砺波市新富町1番61号 2 2

◎
医療法人社団光仁会
木島病院

石川県金沢市松寺町子４１番地１ 1

◎
医療法人安田内科病院
安田内科病院

石川県金沢市大豆田本町ハ62 番地 2

○ ○
医療法人社団浅ノ川
浅ノ川総合病院

石川県金沢市小坂町中83番地 2

○ ○
医療法人社団浅ノ川
心臓血管センター金沢循環器病院

石川県金沢市田中町は16 1

○ ○
独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター

石川県金沢市下石引町１番１号 3

住所

履修モデル

◎：限定
○：選択

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

受入施設

臨地
実習
Ⅱ

【資料14】
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実習受⼊れ先⼀覧

臨地
実習
Ⅰ

臨地
実習
ⅢA

臨地
実習
ⅢB

臨地
実習
Ⅳ

３年次 ３年次 ３年次 ４年次 ３年次 ４年次 ４年次

８～９月 ８～９月 ３月 ８～９月 ８～９月 ８～９月 ９～10月

１単位 １単位 １単位 １単位 １単位 ２単位 １単位

住所

履修モデル

◎：限定
○：選択

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

受入施設

臨地
実習
Ⅱ

○ ○ 金沢市立病院 石川県金沢市平和町3丁目7番3号 3

○ ○
社会福祉法人聖霊病院
金沢聖霊総合病院

石川県金沢市長町１丁目5番30号 2

○ ○
独立行政法人地域医療機能推進機構
金沢病院

石川県金沢市沖町ハ-15 2

○ ○ 石川県立中央病院 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 2

○ ○
白山石川医療企業団
公立松任中央病院

石川県白山市倉光3丁目8 2

○ ○
国民健康保険
小松市民病院

石川県小松市向本折町ホ60番地 2

○ ○
国民健康保険
能美市立病院

石川県能美市大浜町ノ85 2

○ ○ 加賀市医療センター 石川県加賀市作見町リ36番地 4

○ ○
日本赤十字社
金沢赤十字病院

石川県金沢市三馬2丁目251番地 1

○ ○
医療法人社団和楽仁
芳珠記念病院

石川県能美市緑が丘11丁目71番地 2

○ ○
医療法人社団　瑞穂会
みずほ病院

石川県河北郡津幡町字潟端422番地1 2

○ ○ 石川県立こころの病院 石川県かほく市内高松ヤ36 2

○ ○
公益社団法人石川勤労者医療協会
城北病院

石川県金沢市京町20番3号 2

○ ○
社会医療法人財団董仙会
恵寿総合病院

石川県七尾市富岡町94 2

○ ○
医療法人　積仁会
岡部病院

石川県金沢市長坂町チ15番地 2

○ ○
特定医療法人社団　勝木会
やわたメディカルセンター

石川県小松市八幡イ12-7 2

○ ○ 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3丁目1番1号 2

○ ○
特定機能病院
福井大学医学部附属病院

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地 2

○ ○ 石川県 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 15

○ ○ 金沢市 石川県金沢市西念3－4－25 4

○ ○ 加賀市 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地 2

○ ○ 小松市 石川県小松市小馬出町91番地 2

○ ○ 能美市 石川県能美市来丸町1110番地 2～3

○ ○ 川北町 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地 2

○ ○ 白山市 石川県白山市倉光２丁目１番地 3

○ ○ 野々市市 石川県野々市市三納１丁目１番地 2

○ ○ かほく市 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 2

○ ○ 輪島市 石川県輪島市河井町２部287番地1 2

○ ○ 珠洲市 石川県珠洲市上戸町北方一字６番地の２ 2

○ ○ 内灘町 石川県河北郡内灘町字大学１丁目２番地１ 2

○ ○ 津幡町 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 2

○ ○ 能登町 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地１ 2

○ ○ 穴水町 石川県鳳至郡穴水町川島タの38番地 2

計 80 31 8 16 21 58 47
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№ 施設名 所在地
受け入れ

人数
（人）

管理栄
養士在
籍有無

特定給
食施設
の有無

1
医療法人社団浅ノ川
金沢脳神経外科病院

石川県野々市市郷町262-2 2 ○ ○

2
医療法人社団中央会
金沢有松病院

石川県金沢市有松5丁目1番7号 1～2 〇 〇

3
医療法人明仁会
かないわ病院

石川県金沢市普正寺町9-6 2 ○ ○

4
社会福祉法人 松寿園
特別養護老人ホーム　松寿園

石川県小松市向本折町ホ31番地 4 〇 〇

5
医療法人社団　洋和会
介護老人保健施設　あんじん

石川県野々市市新庄2丁目30番地 2 〇 〇

6 社会福祉法人 陽風園 石川県金沢市三口新町1丁目8番1号 4 ○ ○

7
社会福祉法人 陽風園
特別養護老人ホーム　第二万陽苑

石川県金沢市大桑町中ノ大平18番地
25

2 〇 〇

8
社会福祉法人 陽風園
特別養護老人ホーム　第三万陽苑

石川県金沢市三小牛町24の3番地1 2 〇 〇

9
社会福祉法人富樫福祉会
特別養護老人ホーム　富樫苑

石川県野々市市中林4丁目62番地 2 〇 〇

10
社会福祉法人 眉丈会
特別養護老人ホーム 戸室和楽ホーム

石川県金沢市俵町コ1番地1 2 〇 〇

11
医療法人積仁会岡部病院
介護老人保健施設　あっぷる

石川県金沢市長坂町チ部15番地 2 ○ ○

12
社会福祉法人眉丈会
特別養護老人ホーム　眉丈園

石川県羽咋市的場町稲荷山出口26番
地2

2 〇 〇

13
社会福祉法人眉丈会
特別養護老人ホーム　金澤五番丁

石川県金沢市下本多町5番丁14番地 5 〇 〇

14
社会福祉法人 相生会
特別養護老人ホーム あかしあ荘

石川県かほく市白尾タ220番地 2 〇 〇

15
社会福祉法人 梅光会
梅光保育園

石川県金沢市石引4丁目6番1号 4 ○ ○

16
社会福祉法人聖霊病院
認定こども園聖霊こども園

石川県金沢市長町1丁目5番43号 2 〇

17
社会福祉法人小立野善隣館
小立野善隣館こども園

石川県金沢市小立野5丁目1番5号 2 ○

18
社会福祉法人和光会
幼保連携型認定こども園和光

石川県野々市市扇が丘15番5号 2 ○ ○

19
社会福祉法人わかば保育園
わかばこども園

石川県金沢市西大桑町7番5号 2 〇 〇

20
社会福祉法人　ひまわり保育園
 ひまわりこども園

石川県金沢市横川3丁目33番地 2 〇

21
社会福祉法人　吉竹福祉会
のしろこども園

石川県小松市北浅井町1号25番地 1 〇 〇

22
社会福祉法人　吉竹福祉会
よしたけこども園

石川県小松市吉竹町ぬ47 1 〇

23 エム・コックサービス株式会社 石川県野々市市柳町77 20 〇 〇

24
社会福祉法人石川県社会福祉事業団
老健ホームいしかわ

石川県金沢市忠縄町144番地1 2 ○ ○

25 介護老人福祉施設　第二松寿園 石川県小松市月津町ヲ95番地 2 ○ ○

26
社会福祉法人福寿会
特別養護老人ホーム福寿園

石川県白山市山島台4-100 3 ○ ○

27
社会福祉法人つくしの会
自閉症者療育施設はぎの郷

石川県河北郡津幡町別所へ１番地 2 ○ ○

科目名

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅰ（給食の運営）
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№ 施設名 所在地
受け入れ

人数
（人）

管理栄
養士在
籍有無

特定給
食施設
の有無

1
独立行政法人 国立病院機構
医王病院

石川県金沢市岩出町二73番地1 6 ○ ○

2
学校法人金沢医科大学
金沢医科大学病院

石川県河北郡内灘町大学１丁目１番地 8 ○ ○

3
国立大学法人金沢大学
金沢大学附属病院

石川県金沢市宝町13番1号 2 〇 〇

4 公立能登総合病院 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4 2 ○ ○

5
学校法人金沢医科大学
金沢医科大学氷見市民病院

富山県氷見市鞍川1130番地 2 ○ ○

6 市立砺波総合病院 富山県砺波市新富町1番61号 2 ○ ○

7
社会福祉法人 松寿園
特別養護老人ホーム　松寿園

石川県小松市向本折町ホ31番地 4 ○ ○

8 社会福祉法人 陽風園 石川県金沢市三口新町1丁目8番1号 4 ○ ○

9
社会福祉法人富樫福祉会
特別養護老人ホーム　富樫苑

石川県野々市市中林4丁目62番地 2 〇 〇

10
社会福祉法人 眉丈会
特別養護老人ホーム 戸室和楽ホーム

石川県金沢市俵町コ1番地1 2 〇 〇

11
社会福祉法人 相生会
特別養護老人ホーム あかしあ荘

石川県かほく市白尾タ220番地 2 ○ ○

12 エム・コックサービス株式会社 石川県野々市市柳町77 10 〇 〇

13
社会福祉法人石川県社会福祉事業団
老健ホームいしかわ

石川県金沢市忠縄町144番地1 2 ○ ○

14 介護老人福祉施設　第二松寿園 石川県小松市月津町ヲ95番地 2 ○ ○

15
社会福祉法人福寿会
特別養護老人ホーム福寿園

石川県白山市山島台4-100 3 ○ ○

16
社会福祉法人つくしの会
自閉症者療育施設はぎの郷

石川県河北郡津幡町字別所へ１番地 2 ○ ○

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

科目名

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）
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№ 施設名 所在地
受け入れ

人数
（人）

管理栄
養士在
籍有無

特定給
食施設
の有無

1
独立行政法人 国立病院機構
医王病院

石川県金沢市岩出町二73番地1 6 ○ ○

2
医療法人社団浅ノ川
金沢脳神経外科病院

石川県野々市市郷町262-2 2 ○ ○

3
医療法人社団中央会
金沢有松病院

石川県金沢市有松5丁目1番7号 1～2 ○ ○

4
医療法人社団光仁会
木島病院

石川県金沢市松寺町子４１番地１ 1 〇

5
医療法人明仁会
かないわ病院

石川県金沢市普正寺町9-6 2 ○ ○

6
医療法人社団安田内科病院
安田内科病院

石川県金沢市大豆田本町ハ62 番地 2 〇

7 市立砺波総合病院 富山県砺波市新富町1番61号 2 ○ ○

8
医療法人社団　洋和会
介護老人保健施設　あんじん

石川県野々市市新庄2丁目30番地 2 〇 〇

9
医療法人積仁会岡部病院
介護老人保健施設　あっぷる

石川県金沢市長坂町チ部15番地 2 ○ ○

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

科目名

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）
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№ 施設名 所在地
受け入れ

人数
（人）

管理栄
養士在
籍有無

特定給
食施設
の有無

1
医療法人社団浅ノ川
浅ノ川総合病院

石川県金沢市小坂町中83番地 2 〇 〇

2
医療法人社団浅ノ川
心臓血管センター金沢循環器病院

石川県金沢市田中町は16番地 1 ○ ○

3
学校法人金沢医科大学
金沢医科大学病院

石川県河北郡内灘町大学１丁目１番
地

8 ○ ○

4
国立大学法人金沢大学
金沢大学附属病院

石川県金沢市宝町13番1号 2 〇 〇

5 公立能登総合病院 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4 2 ○ ○

6
学校法人金沢医科大学
金沢医科大学氷見市民病院

富山県氷見市鞍川1130番地 2 ○ ○

7
独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター

石川県金沢市下石引町１番１号 3 〇 〇

8 金沢市立病院 石川県金沢市平和町3丁目7番3号 3 ○ ○

9
社会福祉法人聖霊病院
金沢聖霊総合病院

石川県金沢市長町１丁目5番30号 2 〇

10
独立行政法人地域医療機能推進機構
金沢病院

石川県金沢市沖町ハ-15 2 ○ ○

11 石川県立中央病院 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 2 〇 〇

12
白山石川医療企業団
公立松任中央病院

石川県白山市倉光3丁目8 2 ○ ○

13
国民健康保険
小松市民病院

石川県小松市向本折町ホ60番地 2 〇 〇

14
国民健康保険
能美市立病院

石川県能美市大浜町ノ85番地 2 ○

15 加賀市医療センター 石川県加賀市作見町リ36番地 4 ○ ○

16
日本赤十字社
金沢赤十字病院

石川県金沢市三馬2丁目251番地 1 〇 〇

17
医療法人社団和楽仁
芳珠記念病院

石川県能美市緑が丘11丁目71番地 2 〇 〇

18
医療法人社団　瑞穂会
みずほ病院

石川県河北郡津幡町字潟端422番地1 2 〇 〇

19 石川県立こころの病院 石川県かほく市内高松ヤ36 2 〇 〇

20
公益社団法人石川勤労者医療協会
城北病院

石川県金沢市京町20番3号 2 ○ ○

21
社会医療法人財団董仙会
恵寿総合病院

石川県七尾市富岡町94 2 〇 〇

22 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3丁目1番1号 2 〇 〇

23
特定機能病院
福井大学医学部附属病院

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第
23号3番地

2 〇 〇

24
医療法人　積仁会
岡部病院

石川県金沢市長坂町チ15番地 2 ○ ○

25
特定医療法人社団　勝木会
やわたメディカルセンター

石川県小松市八幡イ12番地7 2 ○ ○

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

科目名

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野）
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№ 施設名 所在地
受け入れ

人数
（人）

管理栄
養士在
籍有無

特定給
食施設
の有無

1 石川県 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 15 ○

2 金沢市 石川県金沢市西念3－4－25 4 ○

3 加賀市 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地 2 〇

4 小松市 石川県小松市小馬出町91番地 2 〇

5 能美市 石川県能美市来丸町1110番地 2～3 〇

6 川北町 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地 2 〇

7 白山市 石川県白山市倉光２丁目１番地 3 〇

8 野々市市 石川県野々市市三納１丁目１番地 2 〇

9 かほく市 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 2 〇

10 輪島市 石川県輪島市河井町２部287番地1 2 〇

11 珠洲市
石川県珠洲市上戸町北方一字６番地の
２

2 ○

12 内灘町
石川県河北郡内灘町字大学１丁目２番
地１

2 〇

13 津幡町 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 2 ○

14 能登町
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番
地１

2 ○

15 穴水町 石川県鳳珠郡穴水町字川島タの38番地 2 ○

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

科目名

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）
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履修モデル別受⼊れ数

病

院

⾼
齢
者
施
設

保

育

所

等

事

業

所

共
同
調
理
場

保

健

所

等

臨地実習Ⅰ 給⾷の運営 ○ ○ ○ 〇 ○ ３年次 ８〜９⽉ 1

臨地実習ⅢＡ 臨床栄養 ○ ○ ３年次 ８〜９⽉ 1

臨地実習Ⅱ 給⾷経営管理 ○ ○ ４年次 ８〜９⽉ 1

臨地実習Ⅳ 公衆栄養 ○ ４年次 ９〜10⽉ 1

臨地実習Ⅰ 給⾷の運営 ○ ○ 〇 ○ ３年次 ８〜９⽉ 1

臨床実習Ⅲ 臨床栄養 ○ ４年次 ８〜９⽉ 2

臨地実習Ⅳ 公衆栄養 ○ ４年次 ９〜10⽉ 1

臨地実習Ⅰ 給⾷の運営 ○ ３年次 ８〜９⽉ 1

臨地実習Ⅱ 給⾷経営管理 ○ ３年次 ８〜９⽉ 1

臨床実習Ⅲ 臨床栄養 〇 ４年次 ８〜９⽉ 2

臨地実習Ⅰ 給⾷の運営 ○ ○ 〇 ○ ３年次 ８〜９⽉ 1

臨地実習Ⅱ 給⾷経営管理 ○ ４年次 ８〜９⽉ 1

臨床実習Ⅲ 臨床栄養 ○ ４年次 ８〜９⽉ 2

計 80

備考

単

位

数

Ａ

原則、同⼀実習先で実施

B

履修モデル 科⽬名

実習先

学年

実

施

時

期

受⼊れ⼈数

D

C
原則、同⼀実習先で実施

原則、同⼀実習先で実施
※ ⼀部 ３年次３⽉実施

21

26

19

14

【資料15】
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臨地実習及び栄養教育実習「巡回指導計画」

曜⽇
時限 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

臨地実習Ⅰ ３年次 教授 ⽥中 A A A A A A A A A A A A A A A A 授業 A A A A A A A A A 授業

臨地実習Ⅱ ３年次 教授 ⽥中 A A A A A A A A A A A A A A A A 総合演習Ⅰ・Ⅱ A A A A A A A A A 総合演習Ⅰ

臨地実習Ⅲ ４年次 准教授 中川 B B B B B B B B B B B B B B B 打ち合わせ・訪問 B B B B B B B B B B 打ち合わせ・訪問

教授 逸⾒ C C C C C C C C 打ち合わせ・訪問 C C C C C C C C C C 打ち合わせ・訪問

講師 三⽥ C C C C C C C C C C C 打ち合わせ・訪問 C C C C C C C C C C C C C 打ち合わせ・訪問

D D D D D D D D D 打ち合わせ・訪問

８〜11⽉

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
臨地実習Ⅰ 3年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅱ 4年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅲ 4年次 准教授 中川

教授 逸⾒

講師 三⽥

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
臨地実習Ⅰ 3年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅱ 4年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅲ 4年次 准教授 中川

教授 逸⾒

講師 三⽥

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
臨地実習Ⅰ 3年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅱ ３年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅲ 4年次 准教授 中川

教授 逸⾒

講師 三⽥

栄養教育実習 4年次 教授 ⽥中

A 臨地実習Ⅰ・Ⅱ  B 臨地実習Ⅲ C 臨地実習Ⅳ D栄養教育実習

栄養教育実習 ４年次 教授 ⽥中

８⽉３⽇〜８⽉28⽇

８⽉31⽇〜９⽉25⽇

９⽉28⽇〜10⽉23⽇

1 2 3

2026/8/12

⽉ ⽕

2026/8/10 2026/8/11

中川

逸⾒

三⽥

【後期】

教授

講師

３年次

⽕
2026/10/1 2026/10/2 2026/10/5 2026/10/6 2026/10/7 2026/10/82026/9/28 2026/9/29 2026/9/30

臨地実習Ⅳ

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦
2026/8/3 2026/8/4 2026/8/5 2026/8/6 2026/8/7

1 2

⽉ ⽕ ⽔

⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊
2026/9/7 2026/9/8

⾦

2026/8/25 2026/8/26
⽕ ⽔

2026/8/17 2026/8/18 2026/8/19 2026/8/20 2026/8/21 2026/8/24
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⽉

4
⽊ ⾦

曜⽇
時限
⽥中

⽥中

⾦ ⽉ ⽕
2026/9/9 2026/9/10 2026/9/11 2026/9/14 2026/9/15 2026/9/16

2026/8/272026/8/13 2026/8/14

⽊

⽕ ⽔
3 4

⾦

2026/9/25

2026/8/28

3 4

2026/9/17 2026/9/18 2026/9/21 2026/9/22 2026/9/23 2026/9/24
⽔⽉ ⽕ ⽔ ⽊

領域 年次 職位

1 2

臨地実習Ⅳ ４年次

4年次

⾦⽉
2026/8/31 2026/9/1 2026/9/2 2026/9/3 2026/9/4

⽉ ⽕ ⾦⽔ ⽊

4年次

年次

３年次

⽇

2026/10/22 2026/10/232026/10/9 2026/10/12 2026/10/13 2026/10/14 2026/10/15 2026/10/16

⽔ ⽊ ⾦

⾦

⽊ ⾦ ⽉ ⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊⽔ ⽊ ⾦ ⽉ ⽊
2026/10/19 2026/10/20 2026/10/21

【前期】

臨地実習Ⅳ

⽉ ⽕ ⽔ ⽊

⽇
時限

週
曜⽇
⽇

時限

領域 年次

週
曜⽇

領域 年次

4年次

臨地実習Ⅳ

時限

週
曜⽇

領域 年次

領域

臨地実習Ⅰ

職位

教授

教授

准教授

臨地実習Ⅱ

臨地実習Ⅲ

臨地実習Ⅳ

教

Ⅰ･Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ･Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

４年次

４年次
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臨地実習及び栄養教育実習「巡回指導計画」

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

臨地実習Ⅰ 3年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅱ ３年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅲ 4年次 准教授 中川

教授 逸⾒

講師 三⽥

栄養教育実習 4年次 教授 ⽥中

２〜３⽉

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

臨地実習Ⅰ 3年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅱ ３年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅲ ４年次 准教授 中川

教授 逸⾒

講師 三⽥

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

臨地実習Ⅰ 3年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅱ ３年次 教授 ⽥中

臨地実習Ⅲ 4年次 准教授 中川

教授 逸⾒

講師 三⽥

10⽉26⽇〜11⽉21⽇

２⽉１⽇〜２⽉26⽇

⽉ ⽕ ⽔ ⽊

202610/30202610/26 202610/27 202610/28

⽕ ⽔ ⽊ ⾦

2027/2/1 2027/2/2 2027/2/3 2027/2/4

1

時限

領域 年次

週

曜⽇

⽇

時限

領域 年次

週

⽇

曜⽇

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

5 1 2 3

⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

2026/11/3 2026/11/4 2026/11/5 2026/11/6 2026/11/7 2026/11/18

2

⾦ ⽉ ⽕ ⽔⽕ ⽔ ⽊

2026/11/10 2026/11/11 2026/11/12 2026/11/13 2026/11/14 2026/11/17

2027/3/1 2027/3/2

⽉ ⽕

1

2027/2/232027/2/5 2027/2/8 2027/2/9 2027/2/10 2027/2/11 2027/2/12

⽔ ⽊ ⾦ ⽉ ⽕ ⽔

2027/3/3 2027/3/4 2027/3/5 2027/3/8 2027/3/9

３⽉１⽇〜３⽉26⽇

⽊ ⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊

2027/3/24 2027/3/25 2027/3/262027/3/11 2027/3/12 2027/3/15 2027/3/16 2027/3/17 2027/3/18 2027/3/19 2027/3/22 2027/3/23

臨地実習Ⅳ 4年次

臨地実習Ⅳ 4年次

臨地実習Ⅳ ４年次

⽊ ⾦

2027/2/24 2027/2/25 2027/2/262027/2/15 2027/2/16 2027/2/17 2027/2/18 2027/2/19

⽊

2027/3/10

⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

2027/2/22

2026/11/19

⾦⽉

2 3 4

3 4

⽉ ⽕ ⽔

202610/29 2026/11/20 2026/11/21

⽉

週

曜⽇

⽇

時限

領域 年次
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教育課程・専任教員の配置状況と指定規則との対比表

講義又
は演習

実験又
は実習

助教 助手

専任教員等の配置

健康管理概論

社会福祉概論

公衆衛生学

講義又
は演習

実験又
は実習

新澤祥恵

教授 准教授 講師

公衆衛生学実験

2

2

2

1

1

2

2

2

1

生化学Ⅰ

生化学Ⅱ

生化学実験

解剖生理学Ⅰ

解剖生理学実験

解剖生理学Ⅱ

2

1

1

2

1

2

2

1

2

中谷壽男

食品学実験

食品加工学

食品加工学実習

食品衛生学

食品衛生学実験

調理学

医学一般Ⅰ

医学一般Ⅱ

医学一般Ⅲ

食品学Ⅰ

食品学Ⅱ

分析化学実験

2

2

2

2

新澤祥恵

坂井良輔

坂井良輔

坂井良輔

榎本俊樹

中谷壽男

中谷壽男

中谷壽男

中谷壽男

榎本俊樹

榎本俊樹

坂井良輔

坂井良輔

西正人 松本紗耶加

松本紗耶加

西正人 長岡花恵

長岡花恵

松本紗耶加

西正人 松本紗耶加

非常勤講師

松本（管栄）

新澤（管栄）

松本（管栄）

西・松本（管栄）

俵・新谷（管栄）

1 俵万里子 新谷紗也加調理学実習Ⅰ

調理学実習Ⅱ

教育内容 授業科目名

単位数単位数

備考

俵・新谷（管栄）

合計単位数 6

1 俵万里子 新谷紗也加

俵・新谷（管栄）

1

人体の構造と
機能及び疾病
の成り立ち

14

合計単位数 14

社会・環境と
健康

6

医師

医師

西・松本（管栄）

医師

西（管栄）
長岡（栄養士）

医師

医師

新澤（管栄）

非常勤講師

非常勤講師

非常勤講師、松本（管栄）

専
門
基
礎
分
野

食べ物と健康 8

10

合計単位数 10

俵万里子 新谷紗也加

調理学実習Ⅲ

松本紗耶加

10

【資料18】
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教育課程・専任教員の配置状況と指定規則との対比表

講義又
は演習

実験又
は実習

助教 助手

専任教員等の配置

講義又
は演習

実験又
は実習

教授 准教授 講師
教育内容 授業科目名

単位数単位数

備考

基礎栄養学

基礎栄養学実験

応用栄養学Ⅰ

応用栄養学Ⅱ

2

1

2

2

給食経営管理実習Ⅰ

給食経営管理論Ⅱ

給食経営管理実習Ⅱ

合計単位数

臨床栄養学Ⅲ

臨床栄養学実習Ⅱ

公衆栄養学Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ

公衆栄養学実習

給食経営管理論Ⅰ

合計単位数

栄養教育論Ⅲ

栄養教育論実習Ⅱ

1

2

1

臨床栄養学Ⅰ

臨床栄養学演習

臨床栄養学Ⅱ

臨床栄養学実習Ⅰ

応用栄養学実習Ⅰ

応用栄養学Ⅲ

応用栄養学実習Ⅱ

栄養教育論Ⅰ

栄養教育論Ⅱ

栄養教育論実習Ⅰ

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

2

1

2

4

新澤祥恵 松本紗耶加 新澤・松本（管栄）

新澤祥恵 新澤（管栄）

相良多喜子 相良（管栄）

相良多喜子 相良（管栄）

相良（管栄）

相良多喜子 新谷紗也加 相良・新谷（管栄）

逸見（管栄）

逸見幾代 逸見（管栄）

中川明彦 中川（管栄）

逸見幾代 三田陽子 増　泰 逸見・三田・増（管栄）

中川明彦 中川（管栄）

中川明彦 中川（管栄）

中川明彦 中川（管栄）

中川明彦 増　泰 中川・増（管栄）

逸見（管栄）

中川明彦 増　泰 中川・増（管栄）

田中（管栄）

逸見幾代 三田陽子 長岡花恵
逸見・三田（管栄）
長岡（栄養士）

田中弘美

田中弘美 澤田里香 田中・澤田（管栄）

給食経営管理
論

4

2基礎栄養学

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学 4

8

6

6

逸見幾代 逸見（管栄）

逸見幾代

合計単位数 6

合計単位数 2

相良多喜子 新谷紗也加 相良・新谷（管栄）

相良多喜子

合計単位数 6

逸見幾代 逸見（管栄）

逸見幾代 三田陽子 増　泰 逸見・三田・増（管栄）

逸見幾代

合計単位数 8

田中弘美 田中（管栄）

田中弘美 澤田里香 田中・澤田（管栄）

4 10

専
門
分
野

8
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教育課程・専任教員の配置状況と指定規則との対比表

講義又
は演習

実験又
は実習

助教 助手

専任教員等の配置

講義又
は演習

実験又
は実習

教授 准教授 講師
教育内容 授業科目名

単位数単位数

備考

臨地実習Ⅳ（公衆栄養学分野）

総合演習Ⅰ

総合演習Ⅱ

臨地実習Ⅰ（給食の運営）

臨地実習Ⅱ（給食経営管理論分野）

臨地実習ⅢＡ（臨床栄養学分野）

1

1

1

2

2

1

田中・中川（管栄）

田中（管栄）

田中弘美 中川明彦 三田陽子 田中・中川・三田（管栄）

逸見幾代 三田陽子 逸見・三田（管栄）

中川明彦 中川（管栄）

田中弘美 田中（管栄）

田中弘美

2

合計単位数 4 ---

田中弘美 中川明彦

専
門
分
野

臨地実習 4

合計単位数 --- 6

総合演習

臨地実習ⅢＢ（臨床栄養学分野） 2 中川明彦 中川（管栄）
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学校法人北陸学院 就業規則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は，学校法人北陸学院（以下「本学院」という。）の職員の就業に関し，労働

基準法その他関係法令に基づいて規定するものである。 

２ この規則に定めた事項のほか，就業に関する事項については，労働基準法その他の法令の定

めによる。 

（職員の定義） 

第２条 この規則において職員とは，専任の教員・事務職員・技能員・校務員をいう。 

２ 前項以外の再任用教職員・嘱託教職員・非常勤講師・臨時職員の就業に関する事項は，別に

定める。 

第２章 勤務 

第１節 服務規律 

（服務規律） 

第３条 職員は，基督教の精神に則り，職制を互いに尊重し互いに協調して職場の秩序を維持し，

諸規則を守って誠実に職務に専念し，北陸学院設立の目的達成に努力しなければならない。 

（服務遵守・承認・禁止事項） 

第４条 職員は，服務に当たって次の各号を遵守しなければならない。 

（１）不当に本学院の名誉・信用を傷つけ，又は本学院に損害を与えるような言動を行ってはな

らない。 

（２）法令及びこの規則その他本学院の諸規定を守り，上司の職務上の指示に忠実に従わなけれ

ばならない。 

（３）職員は，常に自己の職責を自覚し，創意工夫と研究的態度を信条とし，資質の向上に努め

なければならない。 

（４）就業時間中は，定められた業務に専念し，上司の許可なく職場を離れ，又は他の職員の業

務を妨げるなど，職場の風紀・秩序を乱してはならない。 

（５）業務上の都合により，担当業務の変更又は他の部署への異動を命ぜられた場合は，正当な

理由なく拒んではならず，旧職務を引き継いだ上，新職務に専念しなければならない。 

（６）個人に関する情報については，人格の尊厳を重んじ，「北陸学院 個人情報保護規程」に

より，取扱いに留意しなければならない。 

（７）消耗品は常に節約し，備品・帳票類は丁寧に取り扱い，その保管には十分注意しなければ

ならない。 

【資料19】
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２ 職員は，服務に当たって次の各号に該当する場合，事前に所属長に届け出て，その承認を得

なければならない。 

（１）休日に学生，生徒，児童，園児（以下，「学生等」という。）を招集し，又は学生等を校

外に引率する場合 

（２）所定の納付金以外の金銭を学生等から徴収する場合 

（３）業務以外の目的で学院の施設，車両，事務機器，教材，図書，備品等を使用する場合 

（４）遅刻，早退及び欠勤をする場合 

（５）業務に関連しない私物を施設内に持ちこむ場合 

（６）本学院の施設内において組合活動及び宗教活動など，業務に関連しない活動を行う場合 

（７）本学院の施設内において集会，演説，貼紙，文書配布，募金及び署名活動など業務に関連

しない行為を行う場合 

（８）他の事業を営み，又は公私の他の事業若しくは事務に従事する場合 

３ 職員は，次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）職務上の地位を利用して金品等の融資又は贈与を受けること。 

（２）公金・公品を他に融通又は私用に供すること。 

（３）自己又は第三者のために，職務上の地位を不正に利用すること。 

（４）職務上知り得た秘密を漏えいし，又はみだりに帳票類・機密に関する文書を複写・閲覧し，

若しくは他人に複写・閲覧させること。 

（５）正当な理由なく，出席した会議，委員会，理事会そのほかの会議体の審議の状況，出席者

の言動，議決等について口外すること。 

（６）正当な理由なく，本学院の経営状況そのほかの内部情報又は人事に関する情報を，学生等，

その保護者又はそのほかの第三者に開示すること。 

（７）特定の政党を支持し，又はこれに反対するための政治的教育をし，その他学内において政

治的活動をすること。 

（８）学生等にみだりに自習させ，又は不公正な成績評価をするなど，教員としてふさわしくな

い行為をすること。 

（９）他の職員，学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動をし，又は学習，教育・研究若し

くは就業環境を害する行為を行うこと。 

（10）職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした，業務上必要かつ相当な範

囲を超える言動により，他の職員に精神的・身体的な苦痛を与えたり，就業環境を害するよ

うな行為を行うこと。 

（11）進級，選考，成績，就職及び進学等に関し，不当に名誉や人格を傷つけるような言動や

社会通念上の限度を超えて不快や不安を生じさせる言動により，学生，生徒，児童，園児の

学習意欲を低下させ，又は学習環境を害する行為を行うこと。 

（12）妊娠，出産，育児休業，介護休業等の申出・利用を理由とする否定的な言動により，他
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の職員に精神的・身体的な苦痛を与えたり，就業環境を害するような行為を行うこと。 

（欠勤・遅刻・早退） 

第５条 病気その他の事故により，やむを得ずあらかじめ届けることができなかった場合は，事

後速やかに届け出承認を受けなければならない。 

（病気欠勤） 

第６条 職員は，病気等で継続して１週間以上欠勤するときは，欠勤届に医師の診断書を添えて

届け出なければならない。ただし，この場合本学院が医師を指定してその診断を受けさせるこ

とができる。 

２ 休業見込期間を経過してなお欠勤しなければならないときは，更にこの手続をとらなければ

ならない。 

（出勤・帰宅） 

第７条 職員は，所定の通用口から出勤し，又は帰宅しなければならない。 

２ 職員は，定刻迄に出勤し，自らタイムカードに打刻し，かつ始業開始時間とともに勤務でき

るように出勤しなければならない。 

３ タイムカードに打刻された時刻は，入退校の時刻に過ぎず，第13条に規定する始業時刻又は

終業時刻とはならない。 

４ 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は，出勤させず，又は帰宅させることができる。 

（１）業務に必要でない火器，凶器その他危険と認められるものを所持する場合 

（２）酒気を帯びている場合 

（３）衛生上有害と認められる場合 

（４）出勤停止の処分を受けている場合 

（５）業務を妨害し，もしくは本学院の風紀，秩序を乱し，又はこれらの行為をするおそれのあ

る場合 

（６）その他前各号に準ずる場合 

５ 休日は許可なく出勤してはならない。 

（信義誠実の原則） 

第８条 職員は，その職務を遂行するに当たって誠実に遂行しなければならない。 

（キャンパス・ハラスメントの防止） 

第９条 キャンパス・ハラスメントの防止に関して，必要な事項は別に定める。 

 

第２節 勤務時間 

（勤務時間） 

第10条 職員の勤務時間は，休憩時間を除いて１週間あたり40時間以内とし，毎年４月１日を起

算日とする。 

２ 業務の遂行上必要あるときは，労働基準法に基づき前項の勤務時間を超えて時間外勤務をさ
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せることができる。 

３ 前項の時間外労働が１ケ月（賃金計算期間）60時間を超えた場合，同法の定める代替休暇に

関する協定を締結することにより，職員に対して代替休暇を付与することができる。 

（始業，終業時間及び休憩時間） 

第11条 始業及び終業時間は，別表のとおりとする。ただし，業務その他の都合により，その時

刻を繰り上げ又は繰り下げることができる。 

２ 休憩時間は，勤務時間が６時間を超える場合は45分以上，８時間を超える場合は60分以上と

する。 

（１年単位の変形労働時間制） 

第12条 業務上の都合により必要のある場合は，１年を単位とする変形労働時間制の労使協定を

締結し，協定期間を平均して１週間の所定勤務時間が40時間を超えない範囲内で，特定の週に

おいて40時間，特定の日において８時間を超える変形労働時間制による勤務をさせることがあ

る。 

２ 変形労働時間制の適用を受ける職員の始業，終業及び休憩時間は，別表のとおりとする。 

３ 変形期間は毎年４月１日を起算日とし，翌年３月31日までの１年間とする。 

４ 前項の期間における休日については，労使協定の定めるところにより，対象期間の初日を起

算日とする１週間ごとに１日以上，１年間に105日以上となるように指定する。その場合，年

間休日カレンダーに定め，対象期間の初日の30日前までに各職員に通知する。 

（時間外勤務，休日勤務） 

第13条 本学院は，業務上の都合により必要のある場合は，第11条及び第12条の所定勤務時間を

超え，又は第15条の所定休日に勤務させることがある。 

２ 前項の場合，あらかじめ労働基準法第36条第１項に基づき職員の過半数代表者と書面による

労使協定を締結するとともに，これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 

３ 時間外勤務，休日勤務に関しては，当該労使協定の定めるところによる。 

（裁量労働制） 

第14条 大学及び短期大学部教員（教授，准教授，講師及び助教に限る。）については，労使協

定を締結し専門業務型裁量労働制を適用する。 

２ 第12条及び第13条の規定にかかわらず，前項の適用を受ける職員の業務の遂行手段及び時間

配分については，当該職員の裁量に委ねるものとし，所定労働日に勤務した場合は，労使協定

で定める時間労働したものとみなす。 

 

第３節 休日及び休暇 

（休日） 

第15条 休日は次のとおりとする。ただし，業務の都合によりあらかじめ振り替えるべき日を特

定して出勤させることができる。あらかじめ休日を特定できない場合は，代休を与えることが

― 設置等の趣旨（資料） ― 323 ―



できる。 

(１) 日曜日 

(２) 原則として，毎週土曜日 

(３) 国民の祝日に関する法律に規定する日 

(４) クリスマス（12月25日） 

(５) 年末年始（12月29日～１月５日） 

(６) その他本学院が臨時に必要と認めた休日 

２ その他休日に関する必要な事項は，施行細則に定める。 

３ 勤務内容により，同条第１項に定める休日に関わらず，個別に休日を定めることができる。 

（年次有給休暇） 

第16条 職員は，１年間を通じ年次有給休暇20日を請求することができる。 

２ 前項の年次有給休暇のうち，その年度に請求し得なかった日数がある場合，最高20日を限度

として翌年度に繰り越すことができる。 

３ その他年次有給休暇に関する必要な事項は，施行細則に定める。 

（特別有給休暇） 

第17条 特別有給休暇は次の範囲内において請求することができる。  

(１) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める時間 

(２) 親族が死亡した場合 施行細則で定める期間 

(３) 父母・配偶者・子の祭日の場合 当日１日 

(４) 業務上の負傷及び疾病により療養する場合 医師の必要と認める期間 

(５) 結婚する場合 ７日 

(６) 子女結婚の場合 ３日 

(７) 兄弟姉妹結婚の場合 １日 

(８) 妻出産の場合 ３日 

(９) 本人以外の伝染病発生のため交通遮断又は隔離の場合 その都度必要と認めた期間 

(10) 風水害，震火災，その他災害により出勤しないことがやむを得ないと認められる場合 

その都度必要と認める期間 

(11) 女性職員が生理上執務困難の場合 必要と認める期間 

(12) 生後満１年に達しない乳児を養育する女性職員が授乳等の必要がある場合 １日２回，

各々30分間の育児時間 

 (13) 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員が，母子保健法に基づく保健指導又は健康

診査を受ける場合。 

     妊娠23週まで      ４週に１回 

妊娠24週から35週まで  ２週に１回 

     妊娠36週から出産まで  １週に１回 
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     産後１年以内      医師の指示による時間 

ただし，妊娠中医師が上記と異なる指示をしたときは，その指示によるものとする。 

（14） 夏期における健康維持のため 10日 

（15） 裁判員候補者，裁判員又は補充裁判員に選任され裁判所に出頭する場合 

その都度必要と認める時間 

２ その他特別有給休暇に関する必要な事項は，施行細則に定める。 

（産前産後休暇） 

第18条 ６週間以内（多胎妊娠の場合にあっては14週間）に出産する予定の女性職員から請求が

あった場合，産前休暇を与える。 

２ 出産した女性職員は，８週間の産後休暇を与えるものとする。ただし，６週間を経過し，本

人より請求があった時は，医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。 

３ 本休暇のうち日本私立学校振興・共済事業団から出産手当金が給付される期間は，無給とす

る。 

（病気休暇） 

第19条 職員が，業務外の負傷又は疾病により療養を要する場合は，職員の請求により90日以内

の病気休暇を請求できる。ただし，同一傷病又は医学上同一の起因と想定できる傷病等により

再度病気休暇を請求する場合は，原則として従前期間と通算して取り扱う。 

（子の看護休暇） 

第20条 小学校就学前の子を養育する職員は，負傷し若しくは疾病にかかった子の世話をするた

めに又は子に予防接種や健康診断を受けさせるために，当該子が１名の場合は１年間につき５

日，２人以上の場合は１年間につき10日を限度として，看護休暇を取得することができる。 

（介護休暇） 

第21条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員は，当該家族が１名の場合は１年

間につき５日，２名以上の場合は１年間につき10日を限度として，介護休暇を取得することが

できる。 

 

第４節 育児，介護休業等 

（育児，介護休業等） 

第22条 職員のうち必要ある者は，育児休業，介護休業，育児のための所定外労働の免除，育

児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限等を請求することができる。 

２ 育児休業及び介護休業並びに育児・介護のための短時間勤務等の手続き等に関しては，別に

定める。 

 

第３章 給与及び退職金 
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（給与・旅費・退職金） 

第23条 給与・旅費・退職金に関する事項は，別に定める。 

 

第４章 任用・休職・解雇及び退職  

 

第１節 任用，職務・勤務場所等の変更 

（任用） 

第24条 職員の任用は，理事長が行う。 

（試用期間） 

第25条 新たに採用された職員は採用日から３ケ月を試用期間とする。ただし，本学院が適当と

認めるときは，この期間を短縮し又は設けないことができる。 

２ 本学院は必要と思われる場合においては，更に３ケ月の範囲で前項に試用期間を延長するこ

とができる。 

３ 試用期間は在職年数に通算する。 

（提出書類） 

第26条 新たに採用された職員は，次の書類を提出しなければならない。 

(１) 履歴書 

（２) 住民票記載事項証明書（最近３ケ月以内） 

(３) 教員免許状の写し（高等学校・中学校・小学校・幼稚園の教員に限る） 

(４) 医師の健康診断書 

(５) マイナンバー申告書 

(６) 障害者手帳を所持している場合は，障害者手帳の写し 

(７) その他必要とする書類 

２ 前項第５号で取得する個人番号は，次の各号の目的のために利用する。 

(１) 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務 

(２) 私学共済の短期給付，厚生年金，国民年金第３号被保険者関係の届出事務 

(３) 雇用保険関係届出事務 

(４) その他前３号の事務に関連する事務 

３ 第１項５号の提出に当たって，身元確認のために写真付身分証明書の提示又は写しを求

めることができる。 

（職務・勤務場所等の変更） 

第27条 本学院は，業務上必要のある場合に，職員の職務及び勤務場所を変更することができる。 

２ 業務上の都合により必要がある場合は，職員の職種を変更することができる。 

第２節 休職 

（休職の要件） 
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第28条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは，期間を定めて休職とする。 

なお，第１号及び第２号の休職の始期はそれぞれの期間を経過したときとする。 

(１) 業務外の負傷又は疾病により病気休暇を取得後，引続き３ケ月以上欠勤し，なお長期の

休養を要するとき 

(２) 家事の都合その他の事由により引続き30日以上欠勤したとき 

(３) 刑事事件に関し起訴され拘留されたとき････理事会によって延長を認められない限り１

年間 

(４) 本学院の指示により留学する場合を除き，各種事由により業務に服することができない

とき････理事会が必要と認めた期間 

２ その他休職に関する必要な事項は，施行細則に定める。 

（休職期間） 

第29条 休職の期間は次のとおりとする。 

(１) 勤務期間１年未満  １年 

(２) 勤務期間１年以上  １年６ケ月 ただし，結核の場合は勤務期間の如何を問わず３年 

（休職期間の通算） 

第30条 同一事由による休職の中断期間は，１ヶ月未満の場合は前後の休職期間を通算し，連続

しているものとみなす。また，業務外の疾病による休職にあっては，症状再発の場合，再発後

期間を休職期間に通算する。欠勤期間の扱いも同様とする。 

（復職・休職期間満了による自動退職） 

第31条 休職期間内において休職事由が消滅した場合には，原則として元の職務に復帰させるも

のとする。ただし，元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には，他の職務に就か

せることができる。 

２ 休職事由の消滅の有無は，任命権者の指定する医師の診断書に基づき，任命権者が判断する。 

３ 休職期間が満了しても復帰できないときは，原則として，休職満了の日をもって退職したも

のとする。 

（休職中の取り扱い） 

第32条 休職期間は，在職年数に加算しない。 

２ 休職期間中の給与に関する事項は，別に定める。 

 

第３節 退職及び解雇 

（定年） 

第33条 職員が満60歳（大学及び短期大学部においては，教員は65歳）に達したときは，その年

度末をもって定年退職するものとする。 

（継続雇用） 

第34条 前条による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は，大学及び短期大学部の教員を
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除き，直近の定期健康診断の結果，業務遂行に支障のない者を定年退職の日の翌日から，満65

歳の年度末まで１年毎の契約で継続雇用する。 

２ 継続雇用の手続き等必要な事項に関しては，別に定める。  

（退職） 

第35条 第33条で定める者のほか，職員が次のいずれかに該当するときは雇用契約が終了する。 

（１） 休職期間が満了してもなお復職できないとき 

（２） 死亡したとき 

（３） 雇用期間の定めがある場合は，その期間が満了したとき 

（４） 無断欠勤が１か月以上に及んだとき 

（依願退職） 

第36条 教員が退職を希望する場合は，退職希望日の６ケ月前までに退職願の提出をもって部局

長に届け出ることを原則とする。 

２ 事務職員，技能員及び校務員が退職を希望する場合は，退職希望日の１ケ月前までに退職願

の提出をもって部局長に届け出なければならない。 

３ 職員は退職願を提出した後も承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。 

（解雇） 

第37条 職員が次のいずれかに該当するときは，解雇することができる。 

(１) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で，向上の見込みがなく，他の職務にも転換できな

い等，就業に適さないと認められたとき 

(２) 勤務状況が著しく不良で，改善の見込みがなく職員としての職責を果たし得ないと認め

られたとき 

(３) 精神又は身体の障がいがある者については，適正な雇用管理を行い，雇用の継続に配慮

してもなおその障がいにより業務に耐えられないと認められたとき 

(４) 第50条に定める打ち切り補償を支払ったとき又は業務上の負傷又は疾病による療養開始

後３年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合であって，職員が労働者災害補償

保険法に規定する傷病保障年金を受けているとき又は受けることとなったとき 

(５) 試用期間中又は試用期間満了時までに職員として不適格であると認められたとき 

(６) 第55条に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき 

(７) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情に

より，事業の継続が困難となったとき 

(８) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情に

より，事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ，他の職務に転換させること

が困難なとき 

 (９) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき 

２ 前項の規定により職員を解雇する場合は少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて
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平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。また，予告日数は解雇予告手当を支払った日

数だけ短縮することができる。ただし，行政官庁の認定を受けて第55条に定める懲戒解雇をす

る場合及び次の各号のいずれかに該当する職員を解雇する場合はこの限りでない。 

（１） 日々雇い入れられる職員（１ケ月を超えて引き続き雇用される者を除く。） 

（２） ２ケ月以内の期間を定めて使用する職員 

（その期間を超えて引き続き雇用される者を除く。） 

（３） 試用期間中の職員（14日を超えて引き続き雇用される者を除く。） 

３ 第１項の規定による職員の解雇に際し，当該職員から請求のあった場合は，解雇の理由を記

載した証明書を交付する。 

（業務引継） 

第38条 職員が退職又は解雇されたときは，速やかに保管品及び貸与品を返還し，業務上の書類

と共に担当事務を後任者又はこれに代わる者に引継がなければならない。 

 

第５章 安全保健衛生及び災害補償 

 

（安全保持） 

第39条 職員は，安全に関する規定及び心得を守り，常に整理整頓をして災害防止に努めなけれ

ばならない。 

（災害防止） 

第40条 火災その他災害の発生を発見し又は災害発生の危険があることを知ったときは，直ちに

学院長・部局長・事務長その他適当な者に報告しなければならない。ただし，急を要する場合

には臨機の処置をとり災害を防止しなければならない。 

（保健衛生） 

第41条 職員は，保健及び衛生に関する規定並びに心得を守り，保健衛生に努めなければならな

い。 

（法定伝染病等罹患者への措置） 

第42条 法定伝染病・精神病又は勤務のために病勢が増悪する恐れのある疾病にかかった者に対

し，本学院は本人の出勤を停止し必要な処置を講ずる。 

（健康診断） 

第43条 本学院は，職員の任用の際及び毎年定期的に指定の医師により健康診断を行う。 

２ 前項のほか必要に応じ職員の全部又は一部に対し健康診断又は予防注射を行うことができる。 

３ 本人の希望又は特別の事由によって前２項の健康診断をうけることができない場合は，他の

医師の健康診断書を提出しなければならない。 

４ 職員は，本学院が行う健康診断及び衛生上の措置を正当な理由なく拒むことはできない。 

（健康維持の措置） 
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第44条 本学院は，職員に対し前条の規定の場合における健康診断の結果に基づいて本人の健康

維持のために必要があると認めた場合には，職種の転換又は勤務時間の短縮若しくは治療その

他保健衛生上必要な措置を講ずる。 

（同居家族等の法定伝染病） 

第45条 職員は，その家族もしくは同居人が法定伝染病にかかり，又はその疑いがあるときは，

直ちにその旨を届け出て，その指示を受けなければならない。 

（療養補償） 

第46条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり或いは業務上疾病が再発した場合には，治療をう

けるに必要な一切の費用は本学院が補償する。補償基準については労働基準法に定めるところ

による。 

（障害補償） 

第47条 職員が業務上傷病にかかり治ったとき，身体に一定の障がいが残った場合には，その障

がいの程度に応じて労働基準法の定める金額を補償として支給する。 

（療養補償等の例外） 

第48条 職員が重大な過失によって業務上疾病にかかり，その過失について行政官庁の認定をう

けた場合には，前２条に規定する療養補償又は障害補償を行わないことができる。 

（遺族補償） 

第49条 職員が業務上死亡した場合には，遺族補償として平均賃金1000日分及び葬祭料として平

均賃金の60日分以上を支給する。この遺族補償の受領者は，遺族又は職員の死亡当時その収入

によって生計を維持していたと本学院が認めた者とする。 

２ 前項の遺族は，労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位とする。 

（打ち切り補償） 

第50条 第46条の規定によって補償を受ける者が，療養開始後３年を経過してもなお傷病が治ら

ない場合には，平均賃金の1200日分を打ち切り補償として支給し，その後は一切の補償を行わ

ないことができる。ただし，通勤途上災害にあっては労働者災害補償保険法の定めによる。 

（補償を受ける権利） 

第51条 補償を受ける権利は職員の退職によって変更されることはない。 

（免責） 

第52条 第46条から第50条に掲げる事由が発生した場合の補償給付は，労働者災害補償保険法に

定めるところによる。 

２ 前項の補償が行われる場合又は同法から同等と判断される補償を受けられる場合は，本学院

は労働基準法上の補償を免れる。 

 

第６章 表彰及び懲戒 
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（表彰） 

第53条 職員が次の各号のいずれかに該当し，一般の模範となると認めたときは表彰する。 

(１) 本学院のために特に功労のあった者 

(２) 学術研究に特に功績のあった者 

(３) 勤続長期にわたり誠実勤勉にして他の模範である者 

(４) 災害を未然に防止し，また災害の際特に功労のあった者 

(５) その他表彰に値する篤行のあった者 

(６) その他表彰に関する必要な事項は施行細則に定める。 

（表彰の方法） 

第54条 表彰は次の各号に掲げるもののいずれか又はこれを併せ行う。 

(１) 賞状授与 

(２) 賞品又は賞金の授与 

（懲戒） 

第55条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は，本人にその理由を書面で明示の上，次条

の定めにより懲戒を行う。 

(１) 本学院の教育方針に違背する行為があった場合 

(２) 上司の職務上の指示に従わず，職場の秩序を乱した場合 

(３) 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 

(４) 第４条に定める服務遵守・承認・禁止事項に違反した場合 

(５) 本学院の名誉を著しく傷つけ又は体面を汚す行為のあった場合 

(６) その他前各号に準ずる不都合な行為があった場合 

２ 懲戒を行う場合，事前に始末書を徴し，弁明の機会を与えるものとする。 

３ 懲戒の適用に異議あるときは，発令の日から10日以内に理事長に対して書面をもって異議の

申立をすることができる。 

（懲戒の種類） 

第56条 職員の懲戒は次のとおりとし，非行の軽重，当該職員の情状及び他職員に対する処分の

諸点を考慮し適用する。なお，処分は２つ合わせ行うことができる。 

 (１) 譴責 

   譴責は，文書をもって訓戒する。 

 (２) 減給 

   減給は１回分の額が平均賃金の１日分の半額を超えてはならない。その総額は賃金月額の

10分の１を最高限度とする。 

 (３) 停職 

   停職は，６ケ月以内の期間を定めて出勤を停止し，その職務に従事させない。なお，停職

中の給与は支給しない。 
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 (４) 降格 

   現在与えられている役職の罷免・引下げ及び資格等級の引下げのいずれか，又は双方を行

う。 

(５) 諭旨解雇 

   諭旨解雇は譴責の上，退職願の提出を勧告する。催告期間内に応じない場合は次号の懲戒

解雇に処する。  

(６) 懲戒解雇 

懲戒解雇は予告期間を設けないで即時解雇し，退職金を支給しない。所轄労働基準監督署

の認定を受けた場合は予告手当をも支給しない。 

（厳重注意） 

第57条 違反行為が軽微であるか，又は改悛の情が明らかに認められる等，特に情状酌量の余地

があるときは，懲戒を免ずることができる。ただし，この場合には，理事長が事由を示して厳

重注意する。 

（教唆及び幇助） 

第58条 職員が，他人を教唆し又は幇助して第４条に掲げる行為をさせたときは，その行為者に

準じて懲戒を行う。 

（損害賠償請求） 

第59条 不正行為で故意に本学院に対し損害を与えた場合は，前条のほか，その職員に対して損

害賠償をさせることができる。 

（規則の改廃） 

第60条 この規則の改廃については，労働者代表の意見を徴し常務理事会が決定するものとする。 

 

附 則 

１ この規則は，昭和36年４月１日より制定施行する。 

２ この規則は，1991（平成３）年１月１日より改正施行する。 

３ この規則は，1992（平成４）年４月１日から改正施行する。 

４ この規則は，1994（平成６）年６月１日から改正施行する。 

５ この規則は，1995（平成７）年４月１日から改正施行する。 

６ この規則は，1998（平成10）年12月１日から改正施行する。 

７ この規則は，2001（平成13）年４月１日から改正施行する。 

８ この規則は，2003（平成15）年４月１日から改正施行する。 

９ この規則は，2004（平成16）年４月１日から改正施行する。 

10 この規程は，2005（平成17）年４月１日から改正施行する。 

11 この規程は，2007（平成19）年４月１日から改正施行する。 

12 この規程は，2008（平成20）年４月１日から改正施行する。 
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13 この規程は，2009（平成21）年４月１日から改正施行する。 

14 この規程は，2010（平成22）年４月１日から改正施行する。 

15 この規程は，2010（平成22）年６月30日から改正施行する。 

16 この規程は，2012（平成24）年４月１日から改正施行する。 

17 この規程は，2013（平成25）年４月１日から改正施行する。 

18 この規程は，2016（平成28）年１月１日から改正施行する。 

19 この規程は，2017（平成29）年４月１日から改正施行する。 

20 この規程は，2020（令和２）年４月１日から改正施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 設置等の趣旨（資料） ― 333 ―



別表「始業・終業時間・休憩時間」 

部局 始業・終業時間・休憩時間 

大   学 

短期大学部 

法人・大学事務局 

高等学校 

中学校 

小学校 

（基本勤務Ａ） 

8:15～17:15（休憩60分）  

１日 ８時間00分 

変形勤務Ｂ 
8:15～19:15（休憩60分） 

１日 10時間00分 

変形勤務Ｃ 
9:00～15:45（休憩45分） 

１日 ６時間00分 

変形勤務Ｄ 
8:15～13:15 

１日 ５時間00分 

変形勤務Ｅ 
8:15～12:15 

１日 ４時間00分 

幼稚園 
8:00～17:00（休憩60分）  

１日 ８時間00分 
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学校法人北陸学院 教職員の再任用に関する規程 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は，学校法人北陸学院（以下「本学院」という。）就業規則第２条第２項に基

づき，再任用教職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において再任用教職員とは，次の各号のいずれかに該当し，本学院との契約に

より再任用教職員として採用された者をいう。 

(１) 本学院に勤務していた者が定年退職を迎え，引き続き採用された教職員 

(２) 本学院以外の勤務先を定年退職，勧奨退職又は勧奨に準ずる退職をしたのち採用された

教職員 

（適用除外） 

第３条 本学院就業規則第34条に定める継続雇用制度に基づき採用された教職員及び大学設置に

伴い本学院が招聘した教職員は，この規程の適用を受けず，個別の労働契約によるものとする。 

第２章 勤務 

第１節 通則 

（服務規律） 

第４条 服務規律については，本学院就業規則第３条から第９条を準用する。 

第２節 勤務時間 

（勤務時間及び始業終業時刻） 

第５条 再任用教職員の勤務期間及び始業終業時刻については，本学院就業規則第10条から第14

条を準用する。 

第３節 休日及び休暇  

（休日及び休暇） 

第６条 休日及び休暇については，本学院就業規則第15条から第21条を準用する。ただし，病気

休暇等長期の休暇にあっては，再任用契約期間を超えて付与するものでない。 

第４節 育児，介護休業等 

（育児，介護休業等） 

【資料20】
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第７条 育児，介護休業等については，本学院就業規則第22条を準用する。ただし，この休業は

再任用期間を超えて付与するものではない。 

 

第３章 給与及び退職金 

 

（給与の支払方法等） 

第８条 再任用教職員の給与の支払方法，給与の種類，日割計算，解雇及び死亡の場合，給与の

計算期間，非常時払い等については，本学院給与規程第３条から第８条を準用する。 

（本俸） 

第９条 再任用教職員の本俸は，個別の契約書に明示する。 

（諸手当の種類） 

第10条 再任用教職員に支給する諸手当とは，役職手当，職務手当，住宅手当，通勤手当，超過

勤務手当，増担手当，宿日直手当をいう。 

（役職手当） 

第11条 役職手当は，本学院給与規程第13条を準用する。 

（職務手当） 

第12条 職務手当は，本学院給与規程第14条を準用する。 

（住宅手当） 

第13条 再任用教職員の住宅手当については，本学院給与規程第15条を準用する。ただし，同条

第１項第２号及び第３号に規定する自らが所有する住宅（扶養親族が所有する住宅を含む）に

居住している再任用教職員で世帯主である者等には支給しない。 

（通勤手当） 

第14条 通勤手当は，本学院給与規程第17条を準用する。 

（超過勤務手当） 

第15条 超過勤務手当は，本学院給与規程第18条を準用する。 

（増担手当） 

第16条 大学及び短期大学部の再任用教員が，１年間を平均し１週間あたり８時間（８コマ）を

超えた授業時間を担当した場合は，増担手当を支給する。ただし，名義のみの持ち時間は支給

の対象とはしない。 

２ 増担手当の１時間あたりの支給額は，次の計算式によるものとする。 

非常勤講師給×30週÷12ケ月＝１時間あたり増担手当 

（宿日直手当） 

第17条 宿日直手当は，本学院給与規程第19条を準用する。 

（給与の減額等） 

第18条 欠勤控除等給与の減額については，本学院給与規程第20条から第23条を準用する。 
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（賞与） 

第19条 賞与については，個別の雇用契約書に明示する。  

（旅費） 

第20条 旅費については，本学院旅費規程を準用する。 

（退職金） 

第21条 退職金制度については，適用を除外する。 

 

第４章 任用・休職・解雇・退職 

 

第１節 任用 

（任用及び提出書類） 

第22条 再任用教職員の任用及び採用された者の提出書類については，本学院就業規則第26条を

準用する。 

２ 第２条第１号に定める者が採用された場合は，本学院就業規則第26条第１号から第４号に規

定する書類の提出を要しない。 

（任用期間） 

第23条 再任用教職員の任用期間は，１年以内の期間をもって定める。ただし，教育上，特別な

事情がある場合には，大学及び短期大学部の教員に限り，期間を延長することがある。 

２ 任用の始期は，採用発令日とする。 

３ 任用の終期は，当該年度の３月31日とする。 

４ 任用期間終了後，本学院が必要とし，本人が希望する場合は，新たに任用するものとする。

ただし，第33条に規定する定年に達した場合はこの限りでない。 

 

第２節 休職 

（休職の要件） 

第24条 再任用教職員が次の各号のいずれかに該当するときは，休職を命ずることができる。 

(１) 校務外の負傷または疾病により病気休暇後引き続き１ケ月以上欠勤し，なお長期の休養

を要するとき 

(２) 家事の都合その他の事由により引き続き１ケ月以上欠勤したとき。 

(３) 前各号のほか，長期にわたり職務につくことができないとき。 

（休職の期間） 

第25条 再任用教職員の休職の期間は，次のとおりとする。 

(１) 前条第１号及び第２号による休職を必要と認める期間 

(２) 前条第３号による休職30日 

２ 前項の休職期間中に再任用契約期間が満了する場合は，その満了の日をもって，休職期間は
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終了するものとする。 

（休職期間の給与） 

第26条 休職期間の給与については，平常勤務の際における給与の100分の20相当額を支給する。 

２ 休職の事由により私学共済制度の休業給付を受給することができる。 

 

第３節 解雇及び退職 

（解雇予告等） 

第27条 解雇予告，退職願，退職の承認，業務引継については，本学院就業規則第35条から第38

条を準用する。 

（定年退職） 

第28条 再任用教職員が満65歳（大学及び短期大学部の教員にあっては満70歳）に達したときは，

その年度末をもって再任用契約は取り交わさない。ただし，教育研究上特別の事情がある場合

には，大学及び短期大学部の教員に限り，理事会の決議により再任用契約の更新を認める場合

がある。 

        

第５章 安全保健衛生及び災害補償 

 

（安全保健衛生等） 

第29条 安全保健衛生及び災害補償については，本学院就業規則第39条から第52条を準用する。 

 

第６章 表彰及び懲戒 

 

（表彰及び懲戒等） 

第30条 表彰及び懲戒等については，本学院就業規則第53条から第57条を準用する。 

 

第７章 その他 

 

（規程の改廃） 

第31条 この規程の改廃は，本学院の財政事情又はその他の事情により，必要ありと認めたとき，

労働者代表の意見を徴し，常務理事会の議を経て行うものとする。 

 

   附 則 

１ この規程は，1982（昭和57）年４月１日より制定施行する。 

２ この規程は，1995（平成７）年９月１日から改正施行する。 

３ この規程は，1998（平成10）年12月１日から改正施行する。 
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４ この規程は，1999（平成11）年２月１日から改正施行する。 

５ この規程は，2001（平成13）年４月１日から改正施行する。 

６ この規程は，2003（平成15）年４月１日から改正施行する。 

７ この規程は，2007（平成 19）年４月１日から改正施行する。 

８ この規程は，2008（平成 20）年４月１日から改正施行する。 

９ この規程は，2008（平成 20）年 10 月１日から改正施行する。 

10 この規程は，2013（平成 25）年４月１日から改正施行する。 

11 この規則は，2020（令和２）年４月１日から改正施行する。 
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北陸学院大学健康科学部の設置に伴い新たに採用となった 

教員の定年に係る定年退職の取扱に関する規程 

（趣旨） 

第１条 2023（令和５）年４月１日，北陸学院大学健康科学部（以下「健康科学部」という。）

設置により，新たに採用となった教員についての定年退職について，下記のとおり定めるも

のとする。 

（新たに採用となった教員の定年） 

第２条 2023（令和５）年４月１日の健康科学部設置により，新たに採用された教員で，採用

時に既に満65歳に達している教員及び健康科学部完成年次までに満65歳に達した教員につい

ては，健康科学部完成年次である2026（令和８）年度末を退職年とする。 

（規程の廃止） 

第３条 本規程は，2027（令和９）年３月 31 日をもって廃止する。 

附 則 

１ この規程は，2021（令和３）年９月１日から施行する。 

【資料21】
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（別添３）

　　　　　

指定基準に基づく区分 該当する備品名

プロジェクタ 1

ノートパソコン 2

栄養指導基本90フードモデル 1

食育SATシステムPlus導入セット 1

体成分分析装置（InBody720） 1

そのまんま料理カード 8

体組成計 8

体温計（非接触） 2

血圧計 8

ストップウォッチ 8

プリンタ 1

学生用　机 35

学生用　椅子 35

書架 3

デジタル身長体重計 1

栄養アセスメントキット 6

血糖測定器 1

血糖測定キット 1

シングル聴診器 1

トレッドミル 1

バルスオキシメーター 1

自助具フルセット食事調理用具 18

経腸栄養ポンプ 1

経腸栄養ポンプ　専用セット（25入） 2

輸液ポンプ 1

輸液ポンプ専用輸液セット（50入） 1

IVHスタンド 1

ギャッチベッド（３モーター） 1

ノートパソコン 6

人体組織解剖プレパラート 6

人体解剖モデル　全身 1

人体解剖モデル　男 1

人体解剖モデル　女 1

肺モデル 1

脊髄モデル 1

血管（全身）モデル 1

消化器系模型 1

泌尿器系模型 1

アルミ製自走型車イス 1

プロジェクタ 1

学生用　机 35

学生用　椅子 35

書架 3

栄養教育実習室 栄養教育実習室

視聴覚機器

栄養教育用食品模型

（その他）

栄養教育実習室、臨床栄養実習室、給食経営管理実習室に備えるべき機械、器具、標本及び模型の一覧

指定基準 室名
備えるべき備品（機械、器具、標本及び模型）

数量

臨床栄養実習室 臨床栄養実習室

計測用器具

検査用器具

健康増進関連機器

エネルギー消費の測定機器

要介護者等に対する食事介
助等の機器及び器具

経腸栄養用具一式

経静脈栄養用具一式

ベッド

栄養評価及び情報処理のた
めのコンピュータ

標本

模型

（その他）

【資料22】
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（別添３）

検収はかり 1

デジタル台はかり 1

冷凍庫 1

検収用冷凍庫 1

冷蔵庫（両面式） 1

包丁・まな板殺菌庫 2

水圧精米機 1

ピーラー（根菜皮むき機） 1

食器洗浄機 1

小型電解次亜水生成装置 1

食器消毒保管庫 1

ガス回転釜 2

スチームコンベクションオーブン 2

プラストチラー 1

真空冷却器 1

ガステーブル 1

ガスフライヤー 1

電気炊飯器 2

フードカッター 2

フードプロセッサー 1

ミキサー 1

卓上真空包装機 1

中心温度計 2

電子塩分計 3

残留塩素濃度測定器 1

赤外線放射温度計 1

温湿度計 1

タイマー 2

空調管理設備 1

ウォーマーテーブル 2

温冷配膳車 1

調理台（移動テーブル） 2

シンク・棚 1

ガスコンロ 2

移動台 5

移動テーブル 2

ノートパソコン 4

テーブル 2

椅子 10

テーブル 30

椅子 100

給食経営管理実習室
(実習食堂を備える

ものに限る)

給食経営管理実習室

食品衛生上の危害の発生を
防止するための措置が総合
的に講じられた給食の実習
を行うための施設及び設備

品質管理測定機器

作業管理測定機器

冷温配膳設備

（その他）

給食経営管理実習室室 （実習食堂）
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健康科学部栄養学科 完成年度 前期授業時間割表

1 2 3 4 5

クラス   8：50〜10：20  10：30〜12：00  13：10〜14：40  14：50〜16：20  16：30〜18：00

⽣化学Ⅰ［24］ 情報機器演習A［PC1］ キャリアデザインⅠ［24］ 英語
坂井 沢⽥ ⽥中康

キャリアデザインⅠ［24］ 情報機器演習A［PC1］
⽥中康 沢⽥

応⽤栄養学Ⅰ［32］ キリスト教⼈間論Ⅰ［32］ プロゼミA［32］ 健康とデータ解析［PC2］ 英語
相良 ⽮澤 坂井、中⾕、⽮澤、⽥中弘、三⽥、⻄ 新澤

総合演習Ⅰ［35］ 解剖⽣理学Ⅱ［35］
⽥中弘、中川 中⾕

総合演習Ⅰ［35］
⽥中弘、中川

総合演習Ⅱ［38］ 健康・栄養総合演習Ⅰ［38］
新澤、坂井、榎本、中⾕、⽮澤、相良

⽥中弘、中川、三⽥、俵、⻄

⽇本国憲法［1AV］
⼟屋

解剖⽣理学Ⅰ［32］ ⾷品学Ⅱ［32］ 韓国語Ⅰ［23］
中⾕ 榎本 ⾦

医学⼀般Ⅱ［35］ 公衆栄養学Ⅱ［35］ 専⾨ゼミⅠ［35］
中⾕ 逸⾒

教育相談［24］
松下

分析化学［24］ ⽣涯スポーツA［体・24・多1］ ⽇本語基礎［24］
榎本 永⼭、⽥邊、宮本 清⽔

教職論［講堂］ 発達⼼理学［1AV］ 公衆衛⽣学［32］
中島・⾍明 ⿑藤 ⽊村

キャリアデザインⅤ［35］
⽥中康

キリスト教といのち［38］ 栄養教育実習指導［38］
⽮澤 相良

⾷事計画論［24］ 調理学［24］ 健康管理概論［24］ ⻘年の⼼理（⼤学共通）［3AV］ 教育学概論［3AV］
新澤、⽥中弘、三⽥、俵 新澤 新澤 上農 村井

栄養教育論Ⅰ［32］
逸⾒

栄養教育論Ⅲ［35］ ⽣徒指導論［24］ 教育社会学［1AV］
逸⾒ 村井 ⽵中

キリスト教概論Ⅰ［24］ 社会福祉概論［24］ 基礎ゼミⅠ［24］ 管理栄養⼠への道Ⅰ［24］ 地域の⾷と健康・環境Ⅰ［24］
楠本 前川 坂井、中⾕、⽮澤、三⽥、俵、⻄ 新澤・三⽥・俵 新澤・⽥中弘・三⽥・俵

フランス語Ⅰ［32］ 臨床栄養学Ⅰ［32］ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ［32］
濱⻄ 中川 新澤・⽥中弘・三⽥・俵

中国語Ⅰ［33］
渡邉

臨床栄養学Ⅲ［35］ 教育の⽅法・技術（幼栄）［38・PC1］ 応⽤栄養学Ⅲ［35］ ⾷品加⼯学［35］ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ［35］
中川 村井 相良 坂井 新澤・⽥中弘・三⽥・俵

科⽬名［教室名］
科⽬担当者

    ：学年単位で授業を⾏う。   ：１学年を２クラス（「前半」「後半」）で授業を⾏う。

調理学実習Ⅲ［調理実習室］

後半

前半

⾦

4

4

給⾷経営管理実習Ⅰ［給⾷経営管理実習室］
⽥中弘

俵
調理学実習Ⅲ［調理実習室］

⽊

1
前半

前半

後半

前半

前半

後半

給⾷経営管理実習Ⅰ［給⾷経営管理実習室］
⽥中弘

3

給⾷経営管理実習Ⅱ［給⾷経営管理実習室］
⽥中弘

分析化学実験［理化学実験室］

曜⽇ 学年 時間

⽉

1

前半

3

前半

榎本

後半

後半

2
前半

4

⾷品衛⽣学実験［理化学実験室］
榎本

⾷品衛⽣学実験［理化学実験室］
後半

前半
⽥中弘、中川、三⽥

坂井

後半
調理学実習Ⅰ［調理実習室］
俵

2

前半
中川

後半
⻄
⾷品学実験［理化学実験室］

⽔

1
前半

後半

2

⽕

3

4
後半

前半

後半

後半

1

前半

俵

栄養教育論実習Ⅰ［栄養教育実習室］
逸⾒、三⽥

前半

後半
栄養教育論実習Ⅰ［栄養教育実習室］
逸⾒、三⽥

臨床栄養学演習［32］
中川

基礎栄養学実験［理化学実験室］
新澤

臨床栄養学実習Ⅰ［臨床栄養実習室］
中川

臨床栄養学実習Ⅰ［臨床栄養実習室］
中川

基礎栄養学実験［理化学実験室］
新澤

前半

2

3

応⽤栄養学実習Ⅰ［調理実習室］
相良

給⾷経営管理実習Ⅱ［給⾷経営管理実習室］ 応⽤栄養学実習Ⅰ［調理実習室］
⽥中弘 相良

前半
⻄

後半

⾷品学実験［理化学実験室］

後半

新澤・坂井・榎本・相良・逸⾒・⽮澤
⽥中弘・中川・三⽥・俵・⻄

AⅠ：［36］ﾀﾞｶﾞﾝ
BⅠ：［23］シュリーヴズ
CⅠ：［32］カリー
DⅠ：［34］モーニン
EⅠ：［27］中野
EⅠ：［37］本間

BⅠ：［23］シュリーヴズ
CⅠ：［32］カリー
DⅠ：［34］モーニン
EⅠ：［24］宮浦
EⅠ：［25］ボッシュ
EⅠ：［27］⽩井
FⅠ：［35］⽊村ゆ
FⅠ：［37］本間
英語基礎

【凡例】

分析化学実験[理化学実験室]

臨床栄養学演習［32］

坂井

調理学実習Ⅰ［調理実習室］
俵

後半

3

4

前半

前半

後半

後半

1
前半

後半

2

前半

後半
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健康科学部栄養学科 完成年度 後期授業時間割表

1 2 3 4 5

クラス  8：50〜10：20  10：30〜12：00  13：10〜14：40  14：50〜16：20  16：30〜18：00

特別⽀援教育論［講堂］ 基礎栄養学［24］ 英語 データサイエンス⼊⾨［1AV］
村井、⾕、⽥中早、ポーター 新澤 池村

キリスト教⼈間論Ⅱ［32］ 医学⼀般Ⅰ［32］ 学校栄養指導論Ⅰ［32］ 英語
⽮澤 中⾕ 三⽥、畑⼭

教職実践演習（栄養）［38］ 健康・栄養総合演習Ⅱ［38］

茶⾕、畑⼭ 新澤、坂井、榎本、中⾕、⽮澤、相良

⽥中弘、中川、三⽥、俵、⻄

基礎ゼミⅡ［24］
新澤、榎本、⽮澤、⽥中弘、中⾕、⻄

⾷品衛⽣学［32］ 臨床栄養学Ⅱ［32］ 公衆栄養学Ⅰ［32］ 栄養教育論Ⅱ［32］ 韓国語Ⅱ[35]
中⼝ 中川 逸⾒ 逸⾒ ⾦

キャリアデザインⅥ［35］ 教育課程編成論［3AV］ 医学⼀般Ⅲ［35］ 総合演習Ⅰ［35］
⽥中康 村井、川真⽥ 中⾕ ⽥中弘、中川

キャリアデザインⅥ［35］
⽥中康

総合演習Ⅱ［38］
⽥中弘・中川・三⽥

郷⼟の⽂学［講堂］ 給⾷経営管理論Ⅰ［24］ ⾷品学Ⅰ［24］
中島 ⽥中弘 榎本

政治学［1AV］
若⼭

給⾷経営管理論Ⅱ［32］ ⾷品機能学［32］ キャリアデザインⅣ［32］
⽥中弘 榎本 ⽥中康

キャリアデザインⅣ［32］
⽥中康

情報機器演習B［PC1］ キャリアデザインⅡ［24］ ⽣化学Ⅱ［24］ 管理栄養⼠への道Ⅱ［24］
沢⽥ ⽥中康 坂井 新澤

キャリアデザインⅡ［24］ 情報機器演習B［PC1］
⽥中康 沢⽥

プロゼミB［32］
⽮澤、新澤、榎本、中川、俵、⻄

特別活動の理論と⽅法[3AV]
総合的な学習の時間の指導法[3AV]

道徳教育指導論［3AV］ 学校栄養指導論Ⅱ[35]

村井 村井

健康科学[1AV]
永⼭

キリスト教概論Ⅱ［24］ ⽣涯スポーツB［体・グランド・講堂・1AV］ ⽣涯スポーツB［体・グランド・講堂・1AV］ 地域の⾷と健康・環境Ⅰ［24］
楠本 永⼭ 永⼭ 新澤、⽥中弘、三⽥、俵

応⽤栄養学Ⅱ［32］ フランス語Ⅱ［32］ 中国語Ⅱ［35］ 地域の⾷と健康・環境Ⅱ［32]
相良 濱⻄ 渡邉 新澤、⽥中弘、三⽥、俵

⾷品分析学［35］ 専⾨ゼミⅠ［35］ 地域の⾷と健康・環境Ⅲ［35]

坂井 新澤、坂井、榎本、相良、逸⾒、⽮澤 新澤、⽥中弘、三⽥、俵
⽥中弘、中川、三⽥、俵、⻄

科⽬名［教室名］
科⽬担当者

    ：学年単位で授業を⾏う。   ：１学年を２クラス（「前半」「後半」）で授業を⾏う。

BⅡ：［23］シュリーヴズ
CⅡ：［37]カリー
DⅡ：［34］モーニン
EⅡ：［25］宮浦
EⅡ：［36］ボッシュ
EⅡ：［27］⽩井
FⅡ：［33］⽊村ゆ
FⅡ：［35］本間

AⅡ：[33]ﾀﾞｶﾞﾝ
BⅡ：[23]シュリーヴズ
CⅡ：[37]カリー
DⅡ：[34]モーニン
EⅡ：[27]中野
EⅡ：[35]本間

前半

後半

4
前半

後半

前半

後半

1

2

1

前半

後半

4

2

前半

前半

後半
公衆栄養学実習［⽣理学実験室］

後半

後半

後半

⽔

臨床栄養学実習Ⅱ［臨床栄養実習室］
逸⾒・三⽥ 中川

3

前半
臨床栄養学実習Ⅱ［臨床栄養実習室］ 公衆栄養学実習［⽣理学実験室］
中川 逸⾒・三⽥

曜⽇ 学年
時間

⽉

1
前半

後半

2
前半

後半

3

前半

後半

⾷品加⼯学実習［⽣理学実験室］ 応⽤栄養学実習Ⅱ［調理実習室］
坂井

坂井

4

⽣化学実験［理化学実験室］ 調理学実習Ⅱ［調理実習室］

調理学実習Ⅱ［調理実習室］ ⽣化学実験［理化学実験室］

⻄ 俵

俵 ⻄

相良

応⽤栄養学実習Ⅱ［調理実習室］ ⾷品加⼯学実習［⽣理学実験室］
相良

3

前半

前半

【凡例】

前半

後半

公衆衛⽣学実験［理化学実験室］

後半

木

1

前半

後半

3
栄養教育論実習Ⅱ［栄養教育実習室］
逸⾒、三⽥

後半
⻄ 北

2

解剖⽣理学実験［⽣理学実験室］
前半

北

栄養教育論実習Ⅱ［栄養教育実習室］

逸⾒、三⽥ 相良

4
前半

⾦

1

2

3

前半

後半

前半

後半

前半

4

後半

前半

後半

⻄

解剖⽣理学実験［⽣理学実験室］ 公衆衛⽣学実験［理化学実験室］

⽕
後半
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１ 図書の種類及び数 

（１）一般図書の種類と数 

分類番号 分類名 蔵書冊数

369 社会福祉 31

374.9..374.98 学校保健 148

375 教育課程.教科別教育 12

376.14 幼児の食育 83

383.8..383.89 飲食史 330

430..439.99 化学 228

460..468.99 生物科学 278

491..497 医学 3,926

498..498.89 栄養学 267

579..579.99 バイオテクノロジー 4

588..588.99 食品工業 138

596..596.1 食品.料理 1,166

611.3..611.49 食糧問題・経済 91

615..615.21 遺伝子組み換え作物 0

616..617.79 食用作物 65

619..619.919 農産物加工 37

625..626.9 果樹等園芸 89

648..648.4 畜産物 40

664.6..664.99 魚類 26

667..669 水産食品 18

673.9..673.98 飲食店 25

780.19 スポーツ栄養 104

簡易図書 料理関係 687

簡易図書 食・栄養関係 57

7,850計

【資料24】
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（２）参考図書、簡易図書の種類と数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類番号 分類名 蔵書冊数

R374 学校保健 26

R376 幼児の食育 28

R383 飲食史 15

R430 化学 23

R460..R469 生物科学 6

R490 医療 82

R491..R497 医学 16

R498 栄養学 317

R579 バイオテクノロジー 0

R588 食品工業 67

R596 食品.料理 97

R610 農業 8

R611 食糧問題・経済 15

R615 遺伝子組み換え作物 16

R616..R618 食用作物 6

R619 農産物加工 0

R625..R627 果樹等園芸 6

R648 畜産物 7

R660 水産 10

R664 魚類 1

R667..R670 水産食品 1

R673 飲食店 15

762計
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（２）学術雑誌の種類 

 

 

№ 雑誌名 出版社
国内外
区分

発行時期

1 ビタミン 創元社 国内 継続　毎月

2 栄養学レビュー 建帛社 国内 継続　年4回

3 栄養学雑誌 國民榮養部研究會 国内 継続　年6回（偶数月）

4 栄養と料理 女子栄養大学出版部 国内 継続　毎月

5 学校給食 日本給食技術協会 国内 継続　毎月

6 切抜き速報　食と生活版 ニホン・ミック 国内 継続　毎月

7 公衆衛生 日本醫學雜誌 国内 継続　毎月

8 公衆衛生情報 日本公衆衛生協会 国内 継続　毎月

9 日本調理科学会誌 日本調理科学会 国内 継続　年6回（偶数月）

10 日本栄養・食糧学会誌 日本栄養・食糧学会 国内 継続　年6回（偶数月）

11 日本家政学会誌 日本家政学会 国内 継続　毎月

12 日本公衆衛生雑誌 日本公衆衛生学会 国内 継続　毎月

13 臨床栄養 醫歯藥出版 国内 継続　毎月+別冊

14 専門料理 柴田書店 国内 継続　毎月

15 食品衛生学雑誌 日本食品衛生学会 国内 継続　年6回（偶数月）

16 食品衛生研究 日本食品協會 国内 継続　毎月

17 食生活研究 食生活研究会 国内 継続　年6回（偶数月）

18 食べもの文化 芽ばえ社 国内 継続　毎月

19 日本栄養士会雑誌 日本栄養士会 国内 継続　毎月

20 全栄施協月報 全国栄養士養成施設協会 国内 継続　毎月

21 分析化学 日本分析化学会 国内 電子ジャーナル　オープンアクセス

22 生化学 日本生化學會 国内 継続　年6回（偶数月）
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